
 

 

 

 

泊発電所 

原子炉施設保安規定変更認可申請書 

審査資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月１８日 

北海道電力株式会社 

 

資料１－１１ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目 次 

 

資料①「保安規定第３条と設置許可本文十一号との整合性について」  ··  1 

 

資料②「運転管理業務について」  ·································  30 

 

資料③「サーベイランスの実施方法について（実条件性能確認）」  ····  39 

 

資料④「燃料管理・運搬について」  ·······························  56 

 

資料⑤「放射性固体廃棄物の事業所外廃棄について」  ···············  67 

 

資料⑥「輸入廃棄物の事業所外廃棄について」  ·····················  70 

 

資料⑦「放射線管理等について」  ·································  72 

 

資料⑧「施設管理について」  ·····································  75 

 

資料⑨「検査の独立性の確保について」  ···························  78 

 

資料⑩「その他の条文変更について」  ·····························  82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料① 

 

 

 

泊発電所 

 

保安規定第３条と設置許可本文十一号との 

整合性について 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 

 

    

1



資料①「保安規定第３条と設置許可本文十一号との整合性について」 

 

No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

1.    第２条（基本方針）に係る保安活動のための品質保証
活動を実施するにあたり、次のとおり品質マネジメン
トシステム計画を定める。 

発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管
理に必要な体制の整備に関する事項を以下のとおり
とする。 

用いる用語の違いによる差異 

2.  第一章 総則 
（目的） 

第１章総則 
（目的） 

１ 目的 1．目的 差異なし 
（以下、空欄は、差異なしであり、記載を割
愛する。） 

3.  第一条 この規則は、原子力施設の保安の
ための業務に係る品質管理に必要な体制
の基準を定めることにより、原子力の安
全を確保することを目的とする。 

1 第 1条に規定する「原子力施設」とは、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律(昭和 32 年法律第
166 号。以下「原子炉等規制法」とい
う。)第 2条第 7項に規定する原子力施
設をいう。 

本品質マネジメントシステム計画は、発電所の安全を
達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のた
めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関す
る規則」および「同規則の解釈」（以下、「品質管理基
準規則」という。）に基づく品質マネジメントシステ
ムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する
ことを目的とする。 

発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管
理に必要な体制の整備に関する事項（以下「品質管理
に関する事項」という。）は，発電所の安全を達成・維
持・向上させるため，「原子力施設の保安のための業
務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」
（以下「品質管理基準規則」という。）に基づく品質マ
ネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，
継続的に改善することを目的とする。 

用いる用語の違いによる差異 
 
 
保安規定は、品管規則だけでなくその解釈も
含めたものとしている 
 
 

4.       
5.       
6.  （適用範囲）  ２ 適用範囲 2．適用範囲  
7.  
 

第三条 次章から第六章までの規定は、原
子力施設(使用施設等であって、核原料物
質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律施行令(昭和三十二年政令第三百
二十四号。以下「令」という。)第四十一
条各号に掲げる核燃料物質を使用しない
ものを除く。以下同じ。)について適用す
る。 
2 第七章の規定は、使用施設等(令第四十
一条各号に掲げる核燃料物質を使用し
ないものに限る。)について適用する。 

 

 本品質マネジメントシステム計画は、発電所の保安活
動に適用する。 

品質管理に関する事項は，１号炉，２号炉及び３号炉
の保安活動に適用する。 

用いる用語の違いによる差異 

8.       
9.  （定義）  ３ 定義 3．定義  
10.  第二条 この規則において使用する用語

は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律において使用する用語
の例による。 
2 この規則において、次に掲げる用語の
意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 

 

１本規則において使用する用語は、原子
炉等規制法及び原子力施設の保安のた
めの業務に係る品質管理に必要な体制
の基準に関する規則において使用する
用語の例による。 

 

本品質マネジメントシステム計画における用語の定
義は、以下に定めるものの他品質管理基準規則に従
う。また、次に定める用語は、本品質マネジメントシ
ステム計画およびその他の全ての章において適用す
る。 

品質管理に関する事項における用語の定義は，次に掲
げるもののほか，品質管理基準規則に従う。 

用いる用語の違いによる差異 
 
保安規定においては、他章でも本定義を用い
ることを記載 

11.       
12.       
13.  一「保安活動」とは、原子力施設の保安の

ための業務として行われる一切の活動
をいう。 

    

14.  二「不適合」とは、要求事項に適合して
いないことをいう。 

    

15.  三「プロセス」とは、意図した結果を生み
出すための相互に関連し、又は作用す
る一連の活動及び手順をいう。 

    

16.  四「品質マネジメントシステム」とは、保
安活動の計画、実施、評価及び改善に関
し、原子力事業者等が自らの組織の管
理監督を行うための仕組みをいう。 

２ 第 2 項第 4 号に規定する「原子力事
業者等」とは、原子炉等規制法第 57条
の 8に規定する者をいう。 

３ 第 2 項第 4 号に規定する「自らの組
織の管理監督を行うための仕組み」に
は、組織が品質マネジメントシステム
の運用に必要な文書を整備することを
含む。 

   

17.  五 「原子力の安全のためのリーダーシッ
プ」とは、原子力の安全を確保すること
の重要性を認識し、組織の品質方針及
び品質目標を定めて要員(保安活動を

４ 第 2 項第 5 号に規定する「要員(保安
活動を実施する者をいう。以下同じ。)」
とは、原子力事業者等の品質マネジメ
ントシステムに基づき、保安活動を実

   

黒字：品管規則および設置許可本文十一号との適合箇所を示す。 

2



No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

実施する者をいう。以下同じ。)がこれ
らを達成すること並びに組織の安全文
化のあるべき姿を定めて要員が健全な
安全文化を育成し、及び維持すること
に主体的に取り組むことができるよう
先導的な役割を果たす能力をいう。 

施する組織の内外の者をいう。 
 

18.  六「是正処置」とは、不適合その他の事象
の原因を除去し、その再発を防止する
ために講ずる措置をいう。 

５第 2 項第 6 号及び第 7 号に規定する
「不適合その他の事象」には、結果的
に不適合には至らなかった事象又は原
子力施設に悪影響を及ぼす可能性があ
る事象を含む。 

   

19.  七「未然防止処置」とは、原子力施設その
他の施設における不適合その他の事象
から得られた知見を踏まえて、自らの
組織で起こり得る不適合の発生を防止
するために講ずる措置をいう。 

６第 2 項第 7 号に規定する「原子力施設
その他の施設」とは、国内外の原子力
施設に加え、火力発電所など広く産業
全般に関連する施設をいう(第 53 条第
1 項において同じ。)。 

   

20.  八「一般産業用工業品」とは、原子力施設
の安全機能に係る機器、構造物及びシ
ステム並びにそれらの部品(以下「機器
等」という。)であって、専ら原子力施
設において用いるために設計開発及び
製造されたもの以外の工業品をいう。 

    

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.  九 「妥当性確認」とは、原子力施設の保
安のための業務に係る品質管理に関し
て、機器等又は保安活動を構成する個
別の業務(以下「個別業務」という。)及
びプロセスが実際の使用環境又は活動
において要求事項に適合していること
を確認することをいう。 

    

27.       

28.    (1) 原子炉施設 
原子炉等規制法第４３条の３の５第２項第５号に規
定する発電用原子炉施設をいう。 
 

(1) 原子炉施設 
核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法
律第 43 条の３の５第２項第５号に規定する発電用原
子炉施設をいう。 

保安規定においては、第１条に、「原子炉等
規制法」の略語を定めているため「原子炉等
規制法」を使用 
 

29.       
30.     (2) 組織 

当社の品質マネジメントシステムに基づき，原子炉施
設を運営管理（運転開始前の管理を含む。）する各部
門の総称をいう。 

保安規定においては、第４条に「保安に関す
る組織」の定義を記載 

31.    (2) ニューシア 
原子力施設の事故または故障等の情報ならびに信頼
性に関する情報を共有し活用することにより、事故お
よび故障等の未然防止を図ることを目的として、一般
社団法人 原子力安全推進協会が運営するデータベ
ース（原子力施設情報公開ライブラリー）のことをい
う。 
 
(3) ＰＷＲ事業者連絡会 
国内 PWR（加圧水型軽水炉）プラントの安全安定運転
のために、PWRプラントを所有する国内電力会社と国
内 PWR プラントメーカの間で必要な技術検討の実施
および技術情報を共有するための連絡会のことをい
う。 

 保安規定の審査基準に基づき、保安規定にお
いては、ニューシア、ＰＷＲ事業者連絡会の
定義を記載 

32.       

33.  第二章 品質マネジメントシステム 第２章 品質マネジメントシステム ４ 品質マネジメントシステム 4．品質マネジメントシステム  
34.  （品質マネジメントシステムに係る要求

事項） 
第４条（品質マネジメントシステムに係

る要求事項） 
4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項  
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

35.  第四条 原子力事業者等(使用者であっ
て、令第四十一条各号に掲げる核燃料物
質を使用しないものを除く。以下同じ。)
は、品質マネジメントシステムを確立し、
実施するとともに、その実効性を維持す
るため、その改善を継続的に行わなけれ
ばならない。 
 
 

１ 第 1 項に規定する「実効性を維持す
る」とは、保安活動の目的が達成され
る蓋然性が高い計画を立案し、計画ど
おりに保安活動を実施した結果、計画
段階で意図した効果を維持しているこ
とをいう。 

２ 第 1項に規定する「品質マネジメント
システムを確立し、実施するとともに、
その実効性を維持するため、その改善
を継続的に行わなければならない」と
は、品質マネジメントシステムに基づ
き実施した一連のプロセスの運用の結
果、原子力の安全の確保が維持されて
いるとともに、不適合その他の事象に
ついて品質マネジメントシステムに起
因する原因を究明し、是正処置や未然
防止処置を通じて原因の除去を行うこ
と等により、当該システムの改善を継
続的に行うことをいう。 

(1) 第４条（保安に関する組織）に定める組織（以
下、「組織」という。）は、本品質マネジメントシ
ステム計画に従って、品質マネジメントシステム
を確立し、実施するとともに、その実効性を維持
するため、その改善を継続的に行う。 

 

(1) 組織は，品質管理に関する事項に従って，品質
マネジメントシステムを確立し，実施するととも
に，その実効性を維持するため，その改善を継続
的に行う。 

用いる用語の違いによる差異 
 
 
 

36.  ２ 原子力事業者等は、保安活動の重要度
に応じて、品質マネジメントシステム
を確立し、運用しなければならない。こ
の場合において、次に掲げる事項を適
切に考慮しなければならない。 

３ 第 2 項に規定する「保安活動の重要
度」とは、事故が発生した場合に原子
力施設から放出される放射性物質が人
と環境に及ぼす影響の度合いに応じ、
第 2 項第 1 号から第 3 号までに掲げる
事項を考慮した原子力施設における保
安活動の管理の重み付けをいう。 

 

(2) 組織は、保安活動の重要度に応じて、品質マネ
ジメントシステムを確立し、運用する。この場
合、次に掲げる事項を適切に考慮し、発電用軽水
型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審
査指針（以下、「重要度分類指針」という。）に
基づく重要性に応じて、品質マネジメントシステ
ム要求事項の適用の程度について「泊発電所品質
に係る重要度分類」を定め、グレード分けを行
う。 

 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて品質マネジ
メントシステムを確立し，運用する。この場合，
次に掲げる事項を適切に考慮する。 

保安規定においては、具体的な審査指針およ
び社内規程名を記載 
 
 
 
 
 

37.  一 原子力施設、組織又は個別業務の重
要度及びこれらの複雑さの程度 

 
 

 ａ．原子炉施設、組織、または個別業務の重要度お
よびこれらの複雑さの程度 

 

a) 原子炉施設，組織，又は個別業務の重要度及びこ
れらの複雑さの程度 

 

38.  二 原子力施設若しくは機器等の品質又
は保安活動に関連する原子力の安全に
影響を及ぼすおそれのあるもの及びこ
れらに関連する潜在的影響の大きさ 

 

４ 第 2 項第 2 号に規定する「原子力

の安全に影響を及ぼすおそれのあるも

の及びこれらに関連する潜在的影響の

大きさ」とは、原子力の安全に影響を

及ぼすおそれのある自然現象や人為に

よる事象（故意によるものを除く。）

及びそれらにより生じ得る影響や結果

の大きさをいう。 
 

ｂ．原子炉施設もしくは機器等の品質または保安活
動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれ
のあるものおよびこれらに関連する潜在的影響の
大きさ 

 

b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に
関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあ
るもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

 

39.  三 機器等の故障若しくは通常想定され
ない事象の発生又は保安活動が不適切
に計画され、若しくは実行されたこと
により起こり得る影響 

 

５ 第 2 項第 3 号に規定する「通常想

定されない事象」とは、設計上考慮し

ていない又は考慮していても発生し得

る事象（人的過誤による作業の失敗

等）をいう。 

 

ｃ．機器等の故障もしくは通常想定されない事象の
発生または保安活動が不適切に計画され、もしく
は実行されたことにより起こり得る影響 

 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発
生又は保安活動が不適切に計画され，若しくは実
行されたことにより起こり得る影響 

 

40.       

41.       

42.  ３ 原子力事業者等は、自らの原子力施設
に適用される関係法令(以下単に「関係
法令」という。)を明確に認識し、この
規則に規定する文書その他品質マネジ
メントシステムに必要な文書(記録を
除く。以下「品質マネジメント文書」と
いう。)に明記しなければならない。 

 (3) 組織は、原子炉施設に適用される関係法令（以
下、「関係法令」という。）を明確に認識し、品質
マネジメントシステムに必要な文書（記録を除
く。以下、「品質マネジメント文書」という。）に
明記する。（7.2.1参照） 

 

(3) 組織は，原子炉施設に適用される関係法令（以
下「関係法令」という。）を明確に認識し，品質
管理基準規則に規定する文書その他品質マネジメ
ントシステムに必要な文書（記録を除く。以下
「品質マネジメント文書」という。）に明記す
る。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 
 

43.  ４ 原子力事業者等は、品質マネジメント
システムに必要なプロセスを明確にす
るとともに、そのプロセスを組織に適
用することを決定し、次に掲げる業務
を行わなければならない。 

 (4) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプ
ロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組
織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行
う。 

 

(4) 組織は，品質マネジメントシステムに必要なプ
ロセスを明確にするとともに，そのプロセスを組
織に適用することを決定し，次に掲げる業務を行
う。 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

44.  一 プロセスの運用に必要な情報及び当
該プロセスの運用により達成される結
果を明確に定めること。 

 
 

 ａ．プロセスの運用に必要な情報および当該プロセ
スの運用により達成される結果を、表３－１の社
内規程において明確にする。 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの
運用により達成される結果を文書で明確にする。 

保安規定においては、具体的な表を記載 

45.  二 プロセスの順序及び相互の関係を明
確に定めること。 

６第 4 項第 2 号に規定する「プロセスの
順序及び相互の関係」には、組織内の
プロセス間の相互関係を含む。 

ｂ．プロセスの順序および相互関係（組織内のプロ
セス間の相互関係を含む。）を図３－１に示す。 

b) プロセスの順序及び相互の関係を明確にする。 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
保安規定においては、具体的な図を記載 

46.  三 プロセスの運用及び管理の実効性の
確保に必要な原子力事業者等の保安活
動の状況を示す指標(以下「保安活動指
標」という。)並びに当該指標に係る判
定基準を明確に定めること。 

７ 第 4項第 3号に規定する「原子力事業
者等の保安活動の状況を示す指標」に
は、原子力規制検査等に関する規則(令
和 2 年原子力規制委員会規則第 2 号)
第 5 条に規定する安全実績指標(特定
核燃料物質の防護に関する領域に係る
ものを除く。)を含む。 

ｃ．プロセスの運用および管理の実効性の確保に必
要な組織の保安活動の状況を示す指標（以下、
「保安活動指標(PI)」という。）ならびに当該指
標に係る判定基準を明確に定める。 
なお、保安活動指標(PI)には、安全実績指標（特
定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除
く。）を含む。 

 

c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な
組織の保安活動の状況を示す指標（以下「保安活
動指標」という。）並びに当該指標に係る判定基
準を明確に定める。 

保安規定においては、社内規程との用語統一
のため（PI）を記載 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

47.  四 プロセスの運用並びに監視及び測定
(以下「監視測定」という。)に必要な資
源及び情報が利用できる体制を確保す
ること(責任及び権限の明確化を含
む。)。 

 ｄ．プロセスの運用ならびに監視および測定（以
下、「監視測定」という。）に必要な資源および
情報を利用できる体制を確保する（責任および権
限の明確化を含む）。 

d) プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視
測定」という。）に必要な資源及び情報が利用で
きる体制を確保する（責任及び権限の明確化を含
む。）。 

 
 
 

48.  五 プロセスの運用状況を監視測定し、分
析すること。ただし、監視測定すること
が困難である場合は、この限りでない。 

 ｅ．プロセスの運用状況を監視測定し、分析する。
ただし、監視測定することが困難である場合は、
この限りでない。 

 

e) プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただ
し，監視測定することが困難である場合は，この
限りでない。 

 

49.  六 プロセスについて、意図した結果を
得、及び実効性を維持するための措置
を講ずること。 

 

８ 第 4項第 6号に規定する「実効性を維
持するための措置」には、プロセスの
変更を含む。 

ｆ．プロセスについて、意図した結果を得、および
実効性を維持するための措置（プロセスの変更を
含む。）を講ずる。 

f) プロセスについて，意図した結果を得，及び実効
性を維持するための措置を講ずる。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

50.  七 プロセス及び組織を品質マネジメン
トシステムと整合的なものとするこ
と。 

 ｇ．プロセスおよび組織の体制を品質マネジメント
システムと整合的なものとする。 

 

g) プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシス
テムと整合的なものとする。 

 

51.       

52.  八 原子力の安全とそれ以外の事項にお
いて意思決定の際に対立が生じた場合に
は、原子力の安全が確保されるようにす
ること。 
 

９ 第 4項第 8号に規定する「原子力の安
全とそれ以外の事項において意思決定
の際に対立が生じた場合には、原子力
の安全が確保されるようにする」には、
セキュリティ対策が原子力の安全に与
える潜在的な影響と原子力の安全に係
る対策がセキュリティ対策に与える潜
在的な影響を特定し解決することを含
む。 

ｈ．原子力の安全とそれ以外の事項において意思決
定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が
確保されるようにする。これには、セキュリティ
対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と原子
力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える
潜在的な影響を特定し、解決することを含む。 

 

h) 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定
の際に対立が生じた場合には，原子力の安全が確
保されるようにする。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

53.       

54.  ５ 原子力事業者等は、健全な安全文化を
育成し、及び維持しなければならない。 

１０第 5 項に規定する「健全な安全文化
を育成し、及び維持しなければならな
い」とは、技術的、人的、組織的な要
因の相互作用を適切に考慮して、効果
的な取組を通じて、次の状態を目指し
ていることをいう。 

・原子力安全及び安全文化の理解が組織
全体で共通のものとなっている。 

・風通しの良い組織文化が形成されてい
る。 

・要員が、自らが行う原子力の安全に係
る業務について理解して遂行し、その
業務に責任を持っている。 

・全ての活動において、原子力の安全を
考慮した意思決定が行われている。 

・要員が、常に問いかける姿勢及び学習
する姿勢を持ち、原子力の安全に対す
る自己満足を戒めている。 

・原子力の安全に影響を及ぼすおそれの
ある問題が速やかに報告され、報告さ
れた問題が対処され、その結果が関係

(5) 組織は、健全な安全文化を育成および維持する。
これは、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を
適切に考慮して、効果的な取組みを通じて、次の状
態を目指していることをいう。 

 
ａ．原子力の安全および安全文化の理解が組織全体で
共通のものとなっている。 

ｂ．風通しの良い組織文化が形成されている。 
ｃ．要員が、自ら行う原子力の安全に係る業務につい
て理解して遂行し、その業務に責任を持っている。 

ｄ．全ての活動において、原子力の安全を考慮した意
思決定が行われている。 

ｅ．要員が、常に問いかける姿勢および学習する姿勢
を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒めてい
る。 

ｆ．原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が
速やかに報告され、報告された問題が対処され、そ
の結果が関係する要員に共有されている。 

ｇ．安全文化に関する内部監査および自己評価の結果

(5) 組織は，健全な安全文化を育成し，及び維持する。 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

する要員に共有されている。 
・安全文化に関する内部監査及び自己評
価の結果を組織全体で共有し、安全文
化を改善するための基礎としている。 

・原子力の安全には、セキュリティが関
係する場合があることを認識して、要
員が必要なコミュニケーションを取っ
ている。 

を組織全体で共有し、安全文化を改善するための基
礎としている。 

ｈ．原子力の安全にはセキュリティが関係する場合が
あることを認識して、要員が必要なコミュニケーシ
ョンを取っている。 

55.       

56.  ６ 原子力事業者等は、機器等又は個別業
務に係る要求事項(関係法令を含む。以
下「個別業務等要求事項」という。)へ
の適合に影響を及ぼすプロセスを外部
委託することとしたときは、当該プロ
セスが管理されているようにしなけれ
ばならない。 

 (6) 組織は、機器等または個別業務に係る要求事項
（関係法令を含む。以下、「個別業務等要求事
項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセス
を外部委託することとしたときは、当該プロセス
が管理されているようにする。 

 

(6) 組織は，機器等又は個別業務に係る要求事項
（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」
という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外
部委託することとしたときは，当該プロセスが管
理されているようにする。 

保安規定においては、他項目との呼び合いを
記載 
 
 

57.  ７ 原子力事業者等は、保安活動の重要度
に応じて、資源の適切な配分を行わな
ければならない。 

 (7) 組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適
切な配分を行う。 

 

(7) 組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適
切な配分を行う。 

 

58.       
59.  （品質マネジメントシステムの文書化） （品質マネジメントシステムの文書化） 4.2 品質マネジメントシステムの文書化 4.2 品質マネジメントシステムの文書化  
60.    4.2.1 一般 4.2.1 一般  
61.  第五条 原子力事業者等は、前条第一項の

規定により品質マネジメントシステムを
確立するときは、保安活動の重要度に応
じて次に掲げる文書を作成し、当該文書
に規定する事項を実施しなければならな
い。 

 組織は、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を
作成し、当該文書に規定する事項を実施する。 
また、これらの文書体系を図３－２に、社内規程（一
次文書および二次文書）と保安規定の対照条文を表３
－１に、本品質マネジメントシステム計画と社内規程
の対照を表３－２に示す。また、記録は適正に作成※

する。 
なお、品質保証活動を行う上で必要とされる、表３－
１以外の文書の保安規定上の位置付けは、表３－１の
社内規程で明確にする。 
 

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を
作成し，当該文書に規定する事項を実施する。 

保安規定においては、具体的な図表を記載 
 

62.  一 品質方針及び品質目標 
 

 (1) 品質方針および品質目標 (1) 品質方針及び品質目標  

63.  二 品質マネジメントシステムを規定す
る文書(以下「品質マニュアル」とい
う。) 

 (2) 品質マニュアル 
 

(2) 品質マニュアル  

64.       
65.  三 実効性のあるプロセスの計画的な実

施及び管理がなされるようにするため
に必要な文書 

 (3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施および管
理がなされるようにするために、組織が必要と決
定した記録を含む文書 

(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理
がなされるようにするために，組織が必要と決定
した文書 

保安規定においては、具体的な対象を記載 

66.  四 この規則に規定する手順書、指示書、
図面等(以下「手順書等」という。) 

 (4) 品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する
手順書、指示書、図面等（以下、「手順書等」とい
う。） 

 
 

(4) 品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する
手順書，指示書，図面等（以下「手順書等」とい
う。） 

保安規定においては、具体的な対象を記載 
 
 
 

67.    ※：「適正に作成」とは、不正行為を行わずに作成する
ことをいう。 

 保安規定においては、用語の注釈を記載 

68.       
69.  （品質マニュアル） （品質マニュアル） 4.2.2 品質マニュアル 

(1) 組織は、次の品質マニュアルを定め、維持す
る。 

ａ．本品質マネジメントシステム計画（社長制定） 
ｂ．「原子力総合品質保証規程」（社長制定） 
ｃ．「原子力品質保証計画書」（原子力安全・品質保
証部長制定） 

ｄ．「泊発電所品質保証計画書」（所長制定） 
 

4.2.2 品質マニュアル  
保安規定においては、具体的な社内規程名と
その制定者を記載 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

70.  第六条 原子力事業者等は、品質マニュア
ルに次に掲げる事項を定めなければなら
ない。 

 

 (2) 組織は、品質マニュアルに、次に掲げる事項を
含める。 

 

組織は，品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。  

71.  一 品質マネジメントシステムの運用に
係る組織に関する事項 

 

 ａ．品質マネジメントシステムの運用に係る組織に
関する事項 

 

(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に
関する事項 

 

72.  二 保安活動の計画、実施、評価及び改善
に関する事項 

 

 ｂ．保安活動の計画、実施、評価および改善に関す
る事項 

 

(2) 保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する
事項 

 

73.  三 品質マネジメントシステムの適用範
囲 

 

 ｃ．品質マネジメントシステムの適用範囲 (3) 品質マネジメントシステムの適用範囲  

74.  四 品質マネジメントシステムのために
作成した手順書等の参照情報 

 ｄ．品質マネジメントシステムのために作成した手
順書等の参照情報 

(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手
順書等の参照情報 

 

75.  五プロセスの相互の関係  ｅ．プロセスの相互の関係（図３－１参照） (5) プロセスの相互の関係 保安規定においては、具体的な図を記載 
76.  （文書の管理） （文書の管理） 4.2.3 文書の管理 4.2.3 文書の管理  
77.  第七条原子力事業者等は、品質マネジメ

ント文書を管理しなければならない。 
１ 第 1項に規定する「品質マネジメント
文書を管理しなければならない」には、
次の事項を含む。 

・組織として承認されていない文書の使
用又は適切ではない変更の防止 

・文書の組織外への流出等の防止 
・品質マネジメント文書の発行及び改訂
に係る審査の結果、当該審査の結果に
基づき講じた措置並びに当該発行及び
改訂を承認した者に関する情報の維持 

 

(1) 組織は、次の事項を含む、品質マネジメント文
書を管理する。 

ａ．組織として承認されていない文書の使用、また
は適切ではない変更の防止 

ｂ．文書の組織外への流出等の防止 
ｃ．品質マネジメント文書の発行および改訂に係る
レビューの結果、当該レビューの結果に基づき講
じた措置ならびに当該発行および改訂を承認した
者に関する情報の維持 

 

(1) 組織は，品質マネジメント文書を管理する。 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

78.  ２ 原子力事業者等は、要員が判断及び決
定をするに当たり、適切な品質マネジ
メント文書を利用できるよう、品質マ
ネジメント文書に関する次に掲げる事
項を定めた手順書等を作成しなければ
ならない。 

２ 第 2項に規定する「適切な品質マネジ
メント文書を利用できる」には、文書
改訂時等の必要な時に当該文書作成時
に使用した根拠等の情報が確認できる
ことを含む。 

(2) 組織は、要員が判断および決定をするにあた
り、適切な品質マネジメント文書を利用できるよ
う（文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に
使用した根拠等の情報が確認できることを含
む。）、品質マネジメント文書に関する次に掲げる
事項を定めた「原子力文書管理マニュアル」、「泊
発電所文書管理要領」および「原子力監査マニュ
アル」を作成する。 

 

(2) 組織は，要員が判断及び決定をするに当たり，
適切な品質マネジメント文書を利用できるよう，
品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を
定めた手順書等を作成する。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

79.  一 品質マネジメント文書を発行するに
当たり、その妥当性を審査し、発行を承
認すること。 

 ａ．品質マネジメント文書を発行するにあたり、そ
の妥当性をレビューし、発行を承認する。 

a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり，その
妥当性を審査し，発行を承認すること。 

保安規定においては、社内規程との用語統一
のため「審査」→「レビュー」と変更 
 

80.  二 品質マネジメント文書の改訂の必要
性について評価するとともに、改訂に
当たり、その妥当性を審査し、改訂を承
認すること。 

３ 第 2 項第 2 号に規定する「改訂に
当たり、その妥当性を審査し、改訂を
承認する」とは、第１号と同様に改訂
の妥当性を審査し、承認することをい
う。 

ｂ．品質マネジメント文書の改訂の必要性について
評価するとともに、改訂にあたり、その妥当性を
レビューし、改訂を承認する（ａ.と同様に改訂の
妥当性をレビューし、承認することをいう）。 

 

b) 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評
価するとともに，改訂に当たり，その妥当性を審
査し，改訂を承認すること。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
 

81.  三 前二号の審査及び前号の評価には、そ
の対象となる文書に定められた活動を
実施する部門の要員を参画させるこ
と。 

４ 第 2 項第 3 号に規定する「部門」と
は、原子力施設の保安規定に規定する
組織の最小単位をいう。 

ｃ．品質マネジメント文書のレビューおよび評価に
は、その対象となる文書に定められた活動を実施
する部門（第４条（保安に関する組織）に規定す
る組織の最小単位をいう。）の要員を参画させる。 

c) 品質マネジメント文書の審査及び評価には，その
対象となる文書に定められた活動を実施する部門
の要員を参画させること。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

82.  四 品質マネジメント文書の改訂内容及
び最新の改訂状況を識別できるように
すること。 

 ｄ．品質マネジメント文書の改訂内容および最新の
改訂状況を識別できるようにする。 

d) 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂
状況を識別できるようにすること。 

 

83.  五 改訂のあった品質マネジメント文書
を利用する場合においては、当該文書
の適切な制定版又は改訂版が利用しや
すい体制を確保すること。 

 ｅ．改訂のあった品質マネジメント文書を利用する
場合においては、当該文書の適切な制定版または
改訂版が利用しやすい体制を確保する。 

e) 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場
合においては，当該文書の適切な制定版又は改訂
版が利用しやすい体制を確保すること。 

 

84.  六 品質マネジメント文書を、読みやすく
容易に内容を把握することができるよ
うにすること。 

 ｆ．品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内
容を把握することができるようにする。 

 

f) 品質マネジメント文書を，読みやすく容易に内容
を把握することができるようにすること。 

 

85.  七 組織の外部で作成された品質マネジ
メント文書を識別し、その配付を管理
すること。 

 ｇ．組織の外部で作成された品質マネジメント文書
を識別し、その配付を管理する。 

g) 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を
識別し，その配付を管理すること。 

 

86.  八 廃止した品質マネジメント文書が使
用されることを防止すること。この場

 ｈ．廃止した品質マネジメント文書が使用されるこ
とを防止する。この場合において、当該文書を保

h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されること
を防止すること。この場合において，当該文書を
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

合において、当該文書を保持するとき
は、その目的にかかわらず、これを識別
し、管理すること。 

持するときは、その目的にかかわらず、これを識
別し、管理する。 

 

保持するときは，その目的にかかわらず，これを
識別し，管理すること。 

87.  （記録の管理） （記録の管理） 4.2.4 記録の管理 4.2.4 記録の管理  
88.  第八条 原子力事業者等は、この規則に規

定する個別業務等要求事項への適合及び
品質マネジメントシステムの実効性を実
証する記録を明確にするとともに、当該
記録を、読みやすく容易に内容を把握す
ることができ、かつ、検索することができ
るように作成し、保安活動の重要度に応
じてこれを管理しなければならない。 

 (1) 組織は、品質管理基準規則に規定する個別業務
等要求事項への適合および品質マネジメントシス
テムの実効性を実証する記録を明確にするととも
に、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握す
ることができ、かつ、検索することができるよう
に作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理
する。 

 

(1）組織は，品質管理基準規則に規定する個別業務
等要求事項への適合及び品質マネジメントシステ
ムの実効性を実証する記録を明確にするととも
に，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握す
ることができ，かつ，検索することができるよう
に作成し，保安活動の重要度に応じてこれを管理
する。 

 

89.  ２ 原子力事業者等は、前項の記録の識
別、保存、保護、検索及び廃棄に関し、
所要の管理の方法を定めた手順書等を
作成しなければならない。 

 (2) 組織は、(1)の記録の識別､保存､保護､検索､お
よび廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた「原
子力品質記録管理マニュアル」、「泊発電所記録管
理要領」および「原子力監査マニュアル」を作成
する。 

(2) 組織は，(1)の記録の識別，保存，保護，検索及
び廃棄に関し，所要の管理の方法を定めた手順書
等を作成する｡ 

保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 
 

90.  第三章 経営責任者等の責任 第３章 経営責任者等の責任 ５ 経営責任者等の責任 5．経営責任者等の責任  
91.  （経営責任者の原子力の安全のためのリ

ーダーシップ） 
（経営責任者の原子力の安全のためのリ

ーダーシップ） 
5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシ
ップ 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシ
ップ 

 

92.  第九条 経営責任者は、原子力の安全のた
めのリーダーシップを発揮し、責任を持
って品質マネジメントシステムを確立さ
せ、実施させるとともに、その実効性を維
持していることを、次に掲げる業務を行
うことによって実証しなければならな
い。 

 社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発
揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確
立させ、実施させるとともに、その実効性を維持し
ていることを、次に掲げる業務を行うことによって
実証する。 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発
揮し，責任を持って品質マネジメントシステムを確
立させ，実施させるとともに，その実効性を維持し
ていることを，次に掲げる業務を行うことによって
実証する。 

 

93.  一 品質方針を定めること。  (1) 品質方針を定める。 (1) 品質方針を定めること。  
94.  二 品質目標が定められているようにす

ること。 
 (2) 品質目標が定められているようにする。 

 
(2) 品質目標が定められているようにすること。  

95.  三 要員が、健全な安全文化を育成し、及
び維持することに貢献できるようにす
ること。 

１第 3 号に規定する「要員が、健全な安
全文化を育成し、及び維持することに
貢献できるようにすること」とは、要
員が健全な安全文化を育成し、維持す
る取組に参画できる環境を整えている
ことをいう。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、および維持
することに貢献できるようにする（要員が健全な
安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環
境を整えていることをいう）。 

(3) 要員が，健全な安全文化を育成し，及び維持す
ることに貢献できるようにすること。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
 

96.  四 第十八条に規定するマネジメントレ
ビューを実施すること。 

 (4) 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施
する。 

(4) 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施す
ること。 

 

97.  五 資源が利用できる体制を確保するこ
と。 

 (5) 資源が利用できる体制を確保する。 
 

(5) 資源が利用できる体制を確保すること。  

98.  六 関係法令を遵守することその他原子
力の安全を確保することの重要性を要員
に周知すること。 
 

 (6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を
確保することの重要性を要員に周知する。 

 

(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を
確保することの重要性を要員に周知すること。 

 

99.  七 保安活動に関する担当業務を理解し、
遂行する責任を有することを要員に認識
させること。 

 (7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する
責任を有することを、要員に認識させる。 

 

(7) 保安活動に関する担当業務を理解し，遂行する
責任を有することを，要員に認識させること。 

 

100.  八 全ての階層で行われる決定が、原子力
の安全の確保について、その優先順位及
び説明する責任を考慮して確実に行われ
るようにすること。 

 (8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の
確保について、その優先順位および説明する責任
を考慮して行われるようにする。 

 

(8) すべての階層で行われる決定が，原子力の安全
の確保について，その優先順位及び説明する責任
を考慮して確実に行われるようにすること。 

 

101.  （原子力の安全の確保の重視） （原子力の安全の確保の重視） 5.2 原子力の安全の確保の重視 5.2 原子力の安全の確保の重視  
102.  第十条 経営責任者は、組織の意思決定に

当たり、機器等及び個別業務が個別業務
等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全
がそれ以外の事由により損なわれないよ
うにしなければならない。 

１ 第 10 条に規定する「原子力の安全が
それ以外の事由により損なわれない」
とは、例えば、コスト、工期等によっ
て原子力の安全が損なわれないことを
いう。 

社長は、組織の意思決定にあたり、機器等および個別
業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の
安全がそれ以外の事由により損なわれないようにす
る。(7.2.1および 8.2.1参照) 

社長は，組織の意思決定に当たり，機器等及び個別業
務が個別業務等要求事項に適合し，かつ，原子力の安
全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

103.  （品質方針） （品質方針） 5.3 品質方針 5.3 品質方針  
104.  第十一条 経営責任者は、品質方針が次に

掲げる事項に適合しているようにしなけ
ればならない。 

１ 第 11 条に規定する「品質方針」には、
健全な安全文化を育成し、及び維持す
ることに関するものを含む。この場合

社長は、品質方針（健全な安全文化を育成し、および
維持することに関するもの（この場合において、技術
的、人的、組織的な要因ならびにそれらの間の相互作

社長は，品質方針が次に掲げる事項に適合しているよ
うにする。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

において、技術的、人的及び組織的要
因並びにそれらの間の相互作用が原子
力の安全に対して影響を及ぼすもので
あることを考慮し、組織全体の安全文
化のあるべき姿を目指して設定してい
ること。 

用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものである
ことを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目
指して設定していること。）を含む。）が次に掲げる事
項に適合しているようにする。 

105.  一組織の目的及び状況に対して適切なも
のであること。 

２ 第 1号に規定する「組織の目的及び状
況に対して適切なものであること」に
は、組織運営に関する方針と整合的な
ものであることを含む。 

(1) 組織の目的および状況に対して適切なものであ
る（組織運営に関する方針と整合的なものである
ことを含む）。 

 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切なものである
こと。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

106.  二 要求事項への適合及び品質マネジメ
ントシステムの実効性の維持に経営責任
者が責任を持って関与すること。 

 (2) 要求事項への適合および品質マネジメントシス
テムの実効性の維持に社長が責任を持って関与す
る。 

 

(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステ
ムの実効性の維持に社長が責任を持って関与する
こと。 

 

107.  三 品質目標を定め、評価するに当たって
の枠組みとなるものであること。 

 (3) 品質目標を定め、レビューするにあたっての枠
組みを与える。 

 

(3) 品質目標を定め，評価するに当たっての枠組み
となるものであること。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

108.  四 要員に周知され、理解されているこ
と。 

 (4) 要員に周知され、理解されている。 
 

(4) 要員に周知され，理解されていること。  

109.  五品質マネジメントシステムの継続的な
改善に経営責任者が責任を持って関与
すること。 

 (5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社
長が責任を持って関与する。 

 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社
長が責任を持って関与すること。 

 

110.       
111.       
112.       
113.    5.4 計画 5.4 計画  
114.  （品質目標） （品質目標） 5.4.1 品質目標 5.4.1 品質目標  
115.  第十二条 経営責任者は、部門において、

品質目標(個別業務等要求事項への適合
のために必要な目標を含む。)が定められ
ているようにしなければならない。 

１ 第１項に規定する「品質目標（個別
業務等要求事項への適合のために必要
な目標を含む。）が定められている」
には、品質目標を達成するための計画
として、次の事項を含む。 

・実施事項 
・必要な資源 
・責任者 
・実施事項の完了時期 
・結果の評価方法 

(1) 社長は、部門において、品質目標（個別業務等
要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が
定められているようにする。これには、品質目標
を達成するための計画として次の事項を含む。 

ａ．実施事項 
ｂ．必要な資源 
ｃ．責任者 
ｄ．実施事項の完了時期 
ｅ．結果の評価方法 
 

(1) 社長は，部門において，品質目標（個別業務等
要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が
定められているようにする。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
 
 
 

116.  ２ 経営責任者は、品質目標が、その達成
状況を評価し得るものであって、かつ、品
質方針と整合的なものとなるようにしな
ければならない。 

２第 2 項に規定する「その達成状況を評
価し得る」とは、品質目標の達成状況
を監視測定し、その達成状況を評価で
きる状態にあることをいう。 

(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得
るものであって、かつ、品質方針と整合的なもの
となるようにする。 

 

(2) 社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得
るものであって，かつ，品質方針と整合的なもの
となるようにする。 

 

117.       
118.       
119.  （品質マネジメントシステムの計画） （品質マネジメントシステムの計画） 5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 5.4.2 品質マネジメントシステムの計画  

120.       
121.  第十三条 経営責任者は、品質マネジメン

トシステムが第四条の規定に適合するよ
う、その実施に当たっての計画が策定さ
れているようにしなければならない。 

 (1) 社長は、品質マネジメントシステムが4.1の規
定に適合するよう、その実施にあたっての計画が
策定されているようにする。 

 

(1) 社長は，品質マネジメントシステムが4.1の規定
に適合するよう，その実施に当たっての計画が策
定されているようにする。 

 

122.  ２ 経営責任者は、品質マネジメントシス
テムの変更が計画され、それが実施さ
れる場合においては、当該品質マネジ
メントシステムが不備のない状態に維
持されているようにしなければならな
い。この場合において、保安活動の重要
度に応じて、次に掲げる事項を適切に
考慮しなければならない。 

１ 第 2項に規定する「品質マネジメント
システムの変更」には、プロセス及び
組織の変更(累積的な影響が生じ得る
プロセス及び組織の軽微な変更を含
む。)を含む。 

(2) 社長は、プロセスおよび組織の変更（累積的な
影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更
を含む。）を含む、品質マネジメントシステムの変
更が計画され、それが実施される場合において
は、当該品質マネジメントシステムが不備のない
状態に維持されているようにする。この場合にお
いて、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事
項を適切に考慮する。 

 

(2) 社長は，品質マネジメントシステムの変更が計
画され，それが実施される場合においては，当該
品質マネジメントシステムが不備のない状態に維
持されているようにする。この場合において，保
安活動の重要度に応じて，次に掲げる事項を適切
に考慮する。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

123.  一品質マネジメントシステムの変更の目
的及び当該変更により起こり得る結果 

２ 第 2 項第 1 号に規定する「起こり得
る結果」には、組織の活動として実施
する次の事項を含む(第 23 条第 3 項第
1 号において同じ。)。 

・当該変更による原子力の安全への影響
の程度の分析及び評価 

・当該分析及び評価の結果に基づき講じ

ａ．品質マネジメントシステムの変更の目的および
当該変更により起こりうる結果（当該変更による
原子力の安全への影響の程度の分析および評価、
ならびに当該分析および評価の結果に基づき講じ
た措置を含む。） 

 

a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該
変更により起こり得る結果 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

た措置 
 

124.  二 品質マネジメントシステムの実効性
の維持 

 ｂ．品質マネジメントシステムの実効性の維持 
 

b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持  

125.  三 資源の利用可能性  ｃ．資源の利用可能性 c) 資源の利用可能性  

126.  四 責任及び権限の割当て  ｄ．責任および権限の割り当て d) 責任及び権限の割当て  

127.       

128.    5.5 責任、権限およびコミュニケーション 5.5 責任，権限及びコミュニケーション  

129.  （責任及び権限） （責任及び権限） 5.5.1 責任および権限 5.5.1 責任及び権限  

130.  第十四条 経営責任者は、部門及び要員の
責任及び権限並びに部門相互間の業務の
手順を定めさせ、関係する要員が責任を
持って業務を遂行できるようにしなけれ
ばならない。 

１ 第 14 条に規定する「部門及び要員の
責任」には、担当業務に応じて、組織
の内外に対し保安活動の内容につい
て説明する責任を含む。 

２ 第 14 条に規定する「部門相互間の業
務の手順」とは、部門間で連携が必要
な業務のプロセスにおいて、業務(情報
の伝達を含む。)が停滞し、断続するこ
となく遂行できる仕組みをいう。 

社長は、当社の経営活動に必要な組織およびその管
理に関する基本的事項を定めた「組織管理規程」を
踏まえ、第５条（保安に関する職務）、第９条（原子
炉主任技術者の職務等）および第９条の２（電気主
任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職
務等）に定める責任（担当業務に応じて、組織の内
外に対し保安活動の内容について説明する責任を含
む。）および権限ならびに部門相互間の業務の手順を
定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行
できるようにする。 
 

社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互
間の業務の手順を定めさせ，関係する要員が責任を持
って業務を遂行できるようにする。 

保安規定においては、他の条文に責任および
権限が定められているため、当該条文を引用 
 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

131.       
132.  （品質マネジメントシステム管理責任

者） 
（品質マネジメントシステム管理責任

者） 

5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者  

133.    (1) 社長は、原子力事業統括部長を実施部門の品質
マネジメントシステム管理責任者として、原子力
監査室長を監査部門の品質マネジメントシステム
管理責任者として任命する。 

 

 保安規定においては、具体的な品質マネジメ
ントシステム管理責任者を記載 
 
 

134.  第十五条 経営責任者は、品質マネジメ
ントシステムを管理する責任者に、次に
掲げる業務に係る責任及び権限を与えな
ければならない。 

 (2) 社長は、品質マネジメントシステム管理責任者
（以下、「管理責任者」という。）に、次に掲げる
業務に係る責任および権限を与える。 

 

社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任
者に，次に掲げる業務に係る責任及び権限を与え
る。 

保安規定においては、社内規程と用語を統
一するために読み替えを実施 

135.  一 プロセスが確立され、実施されるとと
もに、その実効性が維持されているよう
にすること。 

 ａ．プロセスが確立され、実施されるとともに、そ
の実効性が維持されているようにする。 

 

(1) プロセスが確立され，実施されるとともに，そ
の実効性が維持されているようにすること。 

 

136.  二 品質マネジメントシステムの運用状
況及びその改善の必要性について経営責
任者に報告すること。 

 ｂ．品質マネジメントシステムの運用状況およびそ
の改善の必要性について、社長に報告する。 

 

(2) 品質マネジメントシステムの運用状況及びその
改善の必要性について，社長に報告すること。 

 

137.  三 健全な安全文化を育成し、及び維持す
ることにより、原子力の安全の確保に
ついての認識が向上するようにするこ
と。 

 

 

 ｃ．健全な安全文化を育成し、および維持すること
により、原子力の安全の確保についての認識が向
上するようにする。 

 

(3) 健全な安全文化を育成し，及び維持することによ
り，原子力の安全の確保についての認識が向上する
ようにすること。 

 

138.  四 関係法令を遵守すること。 

 

 ｄ．関係法令を遵守する。 (4) 関係法令を遵守すること。  

139.       

140.       

141.       

142.       

143.  （管理者） （管理者） 5.5.3 管理者 5.5.3 管理者  

144.  第十六条 経営責任者は、次に掲げる業務
を管理監督する地位にある者(以下「管理
者」という。)に、当該管理者が管理監督
する業務に係る責任及び権限を与えなけ
ればならない。 

１第 1 項に規定する「管理者」とは、職
務権限を示す文書において、管理者と
して責任及び権限を付与されている者
をいう。なお、管理者に代わり、個別
業務のプロセスを管理する責任者を置
いて、その業務を行わせることができ
る。この場合において、当該責任者の
責任及び権限は、文書で明確に定める
必要がある。 

(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位に
ある者（以下、「管理者」という。）に、当該管理
者が管理監督する業務に係る責任および権限を与
える。 

 

(1) 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にあ
る者（以下「管理者」という。）に，当該管理者が管
理監督する業務に係る責任及び権限を与える。 

 
 
 

145.  一個別業務のプロセスが確立され、実施  ａ．個別業務のプロセスが確立され、実施されると a) 個別業務のプロセスが確立され，実施されるとと  
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

されるとともに、その実効性が維持さ
れているようにすること。 

ともに、その実効性が維持されているようにす
る。 

もに，その実効性が維持されているようにするこ
と。 

146.  二 要員の個別業務等要求事項について
の認識が向上するようにすること。 

 ｂ．要員の個別業務等要求事項についての認識が向
上するようにする。 

b) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上
するようにすること。 

 

147.  三 個別業務の実施状況に関する評価を
行うこと。 

 ｃ．個別業務の実施状況に関する評価を行う。 
 

c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。  

148.  四 健全な安全文化を育成し、及び維持す
ること。 

 ｄ．健全な安全文化を育成し、および維持する。 d) 健全な安全文化を育成し，及び維持すること。  

149.  五 関係法令を遵守すること。  ｅ．関係法令を遵守する。 
 

e) 関係法令を遵守すること。  

150.  ２ 管理者は、前項の責任及び権限の範囲
において、原子力の安全のためのリー
ダーシップを発揮し、次に掲げる事項
を確実に実施しなければならない。 

 (2) 管理者は、(1)の責任および権限の範囲におい
て、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮
し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

 

(2) 管理者は，(1)の責任及び権限の範囲において，
原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，次
に掲げる事項を確実に実施する。 

 

151.  一 品質目標を設定し、その目標の達成状
況を確認するため、業務の実施状況を
監視測定すること。 

 ａ．品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認
するため、業務の実施状況を監視測定する。 

 

a) 品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認す
るため，業務の実施状況を監視測定すること。 

 

152.  二 要員が、原子力の安全に対する意識を
向上し、かつ、原子力の安全への取組を
積極的に行えるようにすること。 

 ｂ．要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、
かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるよ
うにする。 

 

b) 要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，か
つ，原子力の安全への取組を積極的に行えるように
すること。 

 

153.  三原子力の安全に係る意思決定の理由及
びその内容を、関係する要員に確実に
伝達すること。 

 ｃ．原子力の安全に係る意思決定の理由およびその
内容を、関係する要員に確実に伝達する。 

 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容
を，関係する要員に確実に伝達すること。 

 

154.  四 常に問いかける姿勢及び学習する姿
勢を要員に定着させるとともに、要員
が、積極的に原子力施設の保安に関す
る問題の報告を行えるようにするこ
と。 

 ｄ．常に問いかける姿勢および学習する姿勢を要員
に定着させるとともに、要員が、積極的に原子炉
施設の保安に関する問題の報告を行えるようにす
る。 

 

d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定
着させるとともに，要員が，積極的に原子炉施設の
保安に関する問題の報告を行えるようにすること。 

 

155.  五 要員が、積極的に業務の改善に対する
貢献を行えるようにすること。 

 ｅ．要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行
えるようにする。 

e) 要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行え
るようにすること。 

 

156.  ３ 管理者は、管理監督する業務に関する
自己評価を、あらかじめ定められた間
隔で行わなければならない。 

２ 第 3項に規定する「自己評価」には、
安全文化についての弱点のある分野及
び強化すべき分野に係るものを含む。 

 
３ 第 3項に規定する「あらかじめ定めら
れた間隔」とは、品質マネジメントシ
ステムの実効性の維持及び継続的な改
善のために保安活動として取り組む必
要がある課題並びに当該品質マネジメ
ントシステムの変更を考慮に入れて設
定された間隔をいう(第 18 条において
同じ。)。 

(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価
（安全文化についての弱点のある分野および強化
すべき分野に係るものを含む。）を、あらかじめ定
められた間隔で行う。 

 
 

(3) 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価
を，あらかじめ定められた間隔で行う。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

157.  （組織の内部の情報の伝達） （組織の内部の情報の伝達） 5.5.4 組織の内部の情報の伝達 5.5.4 組織の内部の情報の伝達  

158.  第十七条 経営責任者は、組織の内部の情
報が適切に伝達される仕組みが確立さ
れているようにするとともに、品質マ
ネジメントシステムの実効性に関する
情報が確実に伝達されるようにしなけ
ればならない。 

１ 第 17 条に規定する「組織の内部の情
報が適切に伝達される仕組みが確立さ
れているようにする」とは、品質マネ
ジメントシステムの運営に必要となる
コミュニケーションが必要に応じて行
われる場や仕組みを決め、実行するこ
とをいう。 

 
 
 

社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組
み（次の委員会の設置を含む。）が確立されているよ
うにするとともに、品質マネジメントシステムの実
効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 
(1) 管理責任者（原子力事業統括部長）を委員長と
する原子力安全・品質委員会 

(2) 原子力部長を委員長とする原子力発電安全委員
会 

(3) 所長を委員長とする泊発電所安全運営委員会 
 

社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組み
が確立されているようにするとともに，品質マネジメ
ントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達さ
れるようにする。 

 
保安規定においては、具体的な仕組みとして
委員会名を記載 
 

159.   ２ 第 17 条に規定する「品質マネジメン
トシステムの実効性に関する情報が確
実に伝達される」とは、例えば、第 18
条に規定する品質マネジメントシステ
ムの評価の結果を要員に理解させるな
ど、組織全体で品質マネジメントシス
テムの実効性に関する情報の認識を共
有していることをいう。 

   

11



No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

160.       
161.    5.6 マネジメントレビュー 5.6 マネジメントレビュー  
162.  （マネジメントレビュー） （マネジメントレビュー） 5.6.1 一般 5.6.1 一般  

163.  第十八条 経営責任者は、品質マネジメン
トシステムの実効性を評価するととも
に、改善の機会を得て、保安活動の改
善に必要な措置を講ずるため、品質マ
ネジメントシステムの評価（以下「マ
ネジメントレビュー」という。）を、あ
らかじめ定められた間隔で行わなけれ
ばならない。 

 社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価
するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善
に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシス
テムの評価（以下、「マネジメントレビュー」とい
う。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。 
 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価す
るとともに，改善の機会を得て，保安活動の改善に必
要な措置を講ずるため，品質マネジメントシステムの
評価（以下「マネジメントレビュー」という。）を，あ
らかじめ定められた間隔で行う。 

 

164.       

165.       
166.       
167.       
168.  （マネジメントレビューに用いる情報） （マネジメントレビューに用いる情報） 5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報 5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報  

169.  第十九条 原子力事業者等は、マネジメン
トレビューにおいて、少なくとも次に
掲げる情報を報告しなければならな
い。 

 組織は、マネジメントレビューにおいて、少なくと
も次に掲げる情報を報告する。 

組織は，マネジメントレビューにおいて，少なくとも
次に掲げる情報を報告する。 

 

170.  一 内部監査の結果  (1) 内部監査の結果 (1) 内部監査の結果  

171.  二 組織の外部の者の意見 １ 第 2号に規定する「組織の外部の者の
意見」とは、外部監査(安全文化の外部
評価を含む。)の結果(外部監査を受け
た場合に限る。)、地域住民の意見、原
子力規制委員会の意見等を含む。この
場合において、外部監査とは、原子力
事業者等が外部の組織又は者から監
査、評価等を受けることをいう。 

(2) 組織の外部の者の意見（外部監査（安全文化の
外部評価を含む。）の結果（外部監査を受けた場合
に限る。）、地域住民の意見、原子力規制委員会の
意見等を含む。） 

 

(2) 組織の外部の者の意見 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

172.  三 プロセスの運用状況 
 

２ 第 3号に規定する「プロセスの運用状
況」とは、産業標準化法(昭和 24 年法
律第 185 号)に基づく日本産業規格
Q9001(以下「JIS Q9001」という。)の
「プロセスのパフォーマンス並びに製
品及びサービスの適合」の状況及び「プ
ロセスの監視測定で得られた結果」に
相当するものをいう。 

(3) プロセスの運用状況 (3) プロセスの運用状況  

173.  四 使用前事業者検査、定期事業者検査及
び使用前検査(以下「使用前事業者検査
等」という。)並びに自主検査等の結果 
 

３ 第 4 号に規定する「自主検査等」と
は、要求事項への適合性を判定するた
め、原子力事業者等が使用前事業者検
査等のほかに自主的に行う、合否判定
基準のある検証、妥当性確認、監視測
定、試験及びこれらに付随するものを
いう(第 48条において同じ。)。 

 
 

(4) 使用前事業者検査および定期事業者検査（以
下、「使用前事業者検査等」という。）ならびに
自主検査等の結果 

(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下
「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検
査等の結果 

 

174.  五 品質目標の達成状況  (5) 品質目標の達成状況 (5) 品質目標の達成状況  

175.  六 健全な安全文化の育成及び維持の状
況 

４ 第 6号に規定する「健全な安全文化の
育成及び維持の状況」には、内部監査
による安全文化の育成及び維持の取
組状況に係る評価の結果並びに管理
者による安全文化についての弱点の
ある分野及び強化すべき分野に係る
自己評価の結果を含む。 

(6) 健全な安全文化の育成および維持の状況（内部
監査による安全文化の育成および維持の取組状況
に係る評価の結果ならびに管理者による安全文化
についての弱点のある分野および強化すべき分野
に係る自己評価の結果を含む。） 

 

(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

176.  七 関係法令の遵守状況  (7) 関係法令の遵守状況 (7) 関係法令の遵守状況  

177.  八 不適合並びに是正処置及び未然防止
処置の状況 

５ 第 8号に規定する「不適合並びに是正
処置及び未然防止処置の状況」には、
組織の内外で得られた知見(技術的な
進歩により得られたものを含む。)並び
に不適合その他の事象から得られた教
訓を含む。 

(8) 不適合ならびに是正処置および未然防止処置の
状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩
により得られたものを含む。）ならびに不適合その
他の事象から得られた教訓を含む。） 

 

(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

178.  九 従前のマネジメントレビューの結果
を受けて講じた措置 

 

 (9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講
じた措置 

 

(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講
じた措置 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

179.  十 品質マネジメントシステムに影響を
及ぼすおそれのある変更 

 (10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすお
それのある変更 

 

(10) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそ
れのある変更 

 

180.  十一 部門又は要員からの改善のための
提案 

 (11) 部門または要員からの改善のための提案 
 

(11) 部門又は要員からの改善のための提案  

181.  十二 資源の妥当性  (12) 資源の妥当性 
 

(12) 資源の妥当性  

182.  十三 保安活動の改善のために講じた措
置の実効性 

６ 第 13 号に規定する「保安活動の改善
のために講じた措置」には、品質方針
に影響を与えるおそれのある組織の内
外の課題を明確にし、当該課題に取り
組むことを含む(第 52 条第 1 項第 4 号
において同じ。)。 

(13) 保安活動の改善のために講じた措置（品質方
針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題
を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。）の
実効性 

 

(13) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

183.  （マネジメントレビューの結果を受けて
行う措置） 

（マネジメントレビューの結果を受けて
行う措置） 

5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措
置 

5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措
置 

 

184.  第二十条 原子力事業者等は、マネジメン
トレビューの結果を受けて、少なくとも
次に掲げる事項について決定しなければ
ならない。 

 
 

(1) 組織は、マネジメントレビューの結果を受け
て、少なくとも次に掲げる事項について決定す
る。 

 

(1) 組織は，マネジメントレビューの結果を受け
て，少なくとも次に掲げる事項について決定す
る。 

 

185.  一 品質マネジメントシステム及びプロ
セスの実効性の維持に必要な改善 

１ 第 1号に規定する「実効性の維持に必
要な改善」とは、改善の機会を得て実
施される組織の業務遂行能力を向上さ
せるための活動をいう。 

ａ．品質マネジメントシステムおよびプロセスの実
効性の維持に必要な改善 

 

a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性
の維持に必要な改善 

 

186.  二 個別業務に関する計画及び個別業務
の実施に関連する保安活動の改善 

 ｂ．個別業務に関する計画および個別業務の実施に
関連する保安活動の改善 

 

b) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連
する保安活動の改善 

 

187.  三 品質マネジメントシステムの実効性
の維持及び継続的な改善のために必要
な資源 

 ｃ．品質マネジメントシステムの実効性の維持およ
び継続的な改善のために必要な資源 

 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継
続的な改善のために必要な資源 

 

188.  四 健全な安全文化の育成及び維持に関
する改善 

 
 

２ 第 4号に規定する「健全な安全文化の
育成及び維持に関する改善」には、安
全文化についての弱点のある分野及び
強化すべき分野が確認された場合にお
ける改善策の検討を含む。 

ｄ．健全な安全文化の育成および維持に関する改善
（安全文化についての弱点のある分野および強化
すべき分野が確認された場合における改善策の検
討を含む。） 

 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

189.  五 関係法令の遵守に関する改善 
 

 ｅ．関係法令の遵守に関する改善 e) 関係法令の遵守に関する改善  

190.  ２ 原子力事業者等は、マネジメントレビ
ューの結果の記録を作成し、これを管
理しなければならない。 

 (2) 原子力安全・品質保証部長は、マネジメントレ
ビューの結果の記録を作成し、これを管理する。
（4.2.4参照） 

 

(2) 組織は，マネジメントレビューの結果の記録を
作成し，これを管理する。 

保安規定においては、具体的な本記録の管
理者を記載 

191.  ３ 原子力事業者等は、第一項の決定をし
た事項について、必要な措置を講じな
ければならない。 

 (3) 組織は、(1)の決定をした事項について、必要
な措置を講じる。 

(3) 組織は，(1)の決定をした事項について，必要な
措置を講じる。 

 

192.  第四章 資源の管理 第四章 資源の管理 ６ 資源の管理 6．資源の管理  

193.  （資源の確保） （資源の確保） 6.1 資源の確保 6.1 資源の確保  

194.  第二十一条 原子力事業者等は、原子力の
安全を確実なものにするために必要な次
に掲げる資源を明確に定め、これを確保
し、及び管理しなければならない。 
 
 

１ 第 21 条に規定する「資源を明確に定
め」とは、本規程の事項を実施するた
めに必要な資源を特定した上で、組織
の内部で保持すべき資源と組織の外部
から調達できる資源（本規程第 2 条 4
に規定する組織の外部から調達する者
を含む。）とを明確にし、それを定め
ていることをいう。 

 

組織は、原子力の安全を確実なものにするために必
要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、
および管理する。 
 

組織は，原子力の安全を確実なものにするために必要
な次に掲げる資源を明確に定め，これを確保し，及び
管理する。 

 

195.  一 要員 
 

 (1) 要員 
 

(1) 要員  

196.  二 個別業務に必要な施設、設備及びサー
ビスの体系 

 

２ 第 2 号に規定する「個別業務に必要
な施設、設備及びサービスの体系」
とは、JIS Q9001の「インフラストラ
クチャ」をいう。 

(2) 個別業務に必要な施設、設備、およびサービス
の体系（インフラストラクチャ） 

(2) 個別業務に必要な施設，設備及びサービスの体系 保安規定においては、社内規程の用語との紐
付けのため品管規則の解釈を反映 
 

197.  三 作業環境 
 

３ 第 3号に規定する「作業環境」には、
作業場所の放射線量、温度、照度、狭
小の程度等の作業に影響を及ぼす可能
性がある事項を含む。 

(3) 作業環境（作業場所の放射線量、温度、照度、
狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある
事項を含む。） 

 

(3) 作業環境 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

198.  四 その他必要な資源  (4) その他必要な資源 
 

(4) その他必要な資源  

199.       

200.  （要員の力量の確保及び教育訓練） （要員の力量の確保及び教育訓練） 6.2 要員の力量の確保および教育訓練 6.2 要員の力量の確保及び教育訓練  

201.       

202.  第二十二条 原子力事業者等は、個別業務
の実施に必要な技能及び経験を有し、意
図した結果を達成するために必要な知識
及び技能並びにそれを適用する能力(以
下「力量」という。)が実証された者を要
員に充てなければならない。 
 

１ 第 1項に規定する「力量」には、組織
が必要とする技術的、人的及び組織的
側面に関する知識を含む。 

(1) 組織は、個別業務の実施に必要な技能および経
験を有し、意図した結果を達成するために必要な
知識および技能ならびにそれを適用する能力（以
下、「力量」という。また、この力量には、組織が
必要とする技術的、人的および組織的側面に関す
る知識を含む。）が実証された者を要員に充てる。 

 

(1) 組織は，個別業務の実施に必要な技能及び経験を
有し，意図した結果を達成するために必要な知識及
び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」と
いう。）が実証された者を要員に充てる。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

203.       
204.  ２ 原子力事業者等は、要員の力量を確保

するために、保安活動の重要度に応じ
て、次に掲げる業務を行わなければな
らない。 

 

 (2) 組織は、要員の力量を確保するために、保安活
動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。 

 

(2) 組織は，要員の力量を確保するために，保安活動
の重要度に応じて，次に掲げる業務を行う。 

 

205.  一 要員にどのような力量が必要かを明
確に定めること。 

 

 ａ．要員にどのような力量が必要かを明確に定め
る。 

a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めるこ
と。 

 

206.       
207.  二 要員の力量を確保するために教育訓

練その他の措置を講ずること。 
 

２ 第 2項第 2号に規定する「その他の措
置」には、必要な力量を有する要員を
新たに配属し、又は雇用することを含
む。 

ｂ．要員の力量を確保するために教育訓練その他の
措置（必要な力量を有する要員を新たに配属し、
または雇用することを含む。）を講ずる。 

 

b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措
置を講ずること。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

208.  三 前号の措置の実効性を評価すること。 
 

 ｃ．教育訓練その他の措置の実効性を評価する。 c) 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。  

209.  四 要員が、自らの個別業務について次に
掲げる事項を認識しているようにする
こと。 

 

 ｄ．要員が自らの個別業務について、次に掲げる事
項を認識しているようにする。 

d) 要員が自らの個別業務について，次に掲げる事項
を認識しているようにすること。 

 

210.  イ 品質目標の達成に向けた自らの貢献 
 

 (a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 (a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献  

211.  ロ 品質マネジメントシステムの実効性
を維持するための自らの貢献 

 

 (b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持する
ための自らの貢献 

(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持する
ための自らの貢献 

 

212.  ハ 原子力の安全に対する当該個別業務
の重要性 

 

 (c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 (c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性  

213.  五 要員の力量及び教育訓練その他の措
置に係る記録を作成し、これを管理す
ること。 

 ｅ．要員の力量および教育訓練その他の措置に係る
記録を作成し、これを管理する。(4.2.4参照) 

 

e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録
を作成し，これを管理すること。 

 

214.       

215.       

216.       

217.    
 

   

218.  第五章 個別業務に関する計画の策定及
び個別業務の実施 

第五章 個別業務に関する計画の策定及
び個別業務の実施 

７ 個別業務に関する計画の策定および個別業務の
実施 

7．個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施  

219.  （個別業務に必要なプロセスの計画） （個別業務に必要なプロセスの計画） 7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 7.1 個別業務に必要なプロセスの計画  

220.  第二十三条 原子力事業者等は、個別業務
に必要なプロセスについて、計画を策定
するとともに、そのプロセスを確立しな
ければならない。 
 

１ 第 1項に規定する「計画を策定する」
には、第 4条第 2項第 3号の事項を考
慮して計画を策定することを含む。 

(1) 組織は、個別業務に必要なプロセスについて、
計画を策定する（4.1(2)cを考慮して計画を策定す
ることを含む。）とともに、そのプロセスを確立す
る。 

 

(1) 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計
画を策定するとともに，そのプロセスを確立する。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

221.  ２ 原子力事業者等は、前項の計画と当該
個別業務以外のプロセスに係る個別業
務等要求事項との整合性を確保しなけ
ればならない。 

２ 第 2項に規定する「個別業務等要求事
項との整合性」には、業務計画を変更
する場合の整合性を含む。 

(2) 組織は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロ
セスに係る個別業務等要求事項との整合性（業務
計画を変更する場合の整合性を含む。）を確保す
る。 

 

(2) 組織は，(1)の計画と当該個別業務以外のプロセ
スに係る個別業務等要求事項との整合性を確保す
る。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

222.  ３ 原子力事業者等は、個別業務に関する ３ 第 3項に規定する「個別業務に関する (3) 組織は、個別業務に関する計画（以下、「個別 (3) 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

計画(以下「個別業務計画」という。)の
策定又は変更を行うに当たり、次に掲
げる事項を明確にしなければならな
い。 

計画(以下「個別業務計画」という。)
の策定又は変更」には、プロセス及び
組織の変更(累積的な影響が生じ得る
プロセス及び組織の軽微な変更を含
む。)を含む。 

業務計画」という。）の策定または変更（プロセス
および組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロ
セスおよび組織の軽微な変更を含む。）を含む。）
を行うにあたり、次に掲げる事項を明確にする。 

 

計画」という。）の策定又は変更を行うに当たり，次
に掲げる事項を明確にする。 

 

223.  一個別業務計画の策定又は変更の目的及
び当該計画の策定又は変更により起こ
り得る結果 

（第 13条再掲） 
２ 第 2 項第 1 号に規定する「起こり得
る結果」には、組織の活動として実施
する次の事項を含む(第 23 条第 3 項第
1 号において同じ。)。 

・当該変更による原子力の安全への影響
の程度の分析及び評価 

・当該分析及び評価の結果に基づき講じ
た措置 

ａ．個別業務計画の策定または変更の目的および当
該計画の策定または変更により起こり得る結果
（当該変更による原子力の安全への影響の程度の
分析および評価、ならびに当該分析および評価の
結果に基づき講じた措置を含む。） 

 

a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画
の策定又は変更により起こり得る結果 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

224.  二 機器等又は個別業務に係る品質目標
及び個別業務等要求事項 

 ｂ．機器等または個別業務に係る品質目標および個
別業務等要求事項 

 

b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務
等要求事項 

 

225.  三 機器等又は個別業務に固有のプロセ
ス、品質マネジメント文書及び資源 

 
 
 

 ｃ．機器等または個別業務に固有のプロセス、品質
マネジメント文書および資源 

 

c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネ
ジメント文書及び資源 

 

226.  四 使用前事業者検査等、検証、妥当性確
認及び監視測定並びにこれらの個別業
務等要求事項への適合性を判定するた
めの基準(以下「合否判定基準」とい
う。) 

 ｄ．使用前事業者検査等、検証、妥当性確認および
監視測定ならびにこれらの個別業務等要求事項へ
の適合性を判定するための基準（以下、「合否判定
基準」という。） 

 

d) 使用前事業者検査等，検証，妥当性確認及び監視
測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合
性を判定するための基準（以下「合否判定基準」
という。） 

 

227.  五 個別業務に必要なプロセス及び当該
プロセスを実施した結果が個別業務等
要求事項に適合することを実証するた
めに必要な記録 

 ｅ．個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセス
を実施した結果が個別業務等要求事項に適合する
ことを実証するために必要な記録(4.2.4参照) 

 

e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実
施した結果が個別業務等要求事項に適合すること
を実証するために必要な記録 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

228.  ４原子力事業者等は、策定した個別業務
計画を、その個別業務の作業方法に適し
たものとしなければならない。 
 
 

 (4) 組織は、策定した個別業務計画を、その個別業
務の作業方法に適したものとする。 

 

(4) 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務
の作業方法に適したものとする。 

 

229.       
230.    7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス 7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス  
231.  （個別業務等要求事項として明確にすべ

き事項） 
 

（個別業務等要求事項として明確にすべ
き事項） 

7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項  

232.  第二十四条 原子力事業者等は、次に掲げ
る事項を個別業務等要求事項として明確
に定めなければならない。 
 

 組織は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項とし
て明確に定める。 
 

組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として
明確に定める。 

 

233.       

234.  一 組織の外部の者が明示してはいない
ものの、機器等又は個別業務に必要な
要求事項 

 (1) 組織の外部の者が明示してはいないものの、機
器等または個別業務に必要な要求事項 

 

(1) 組織の外部の者が明示してはいないものの，機
器等又は個別業務に必要な要求事項 

 

235.  二 関係法令  (2) 関係法令 
 

(2) 関係法令  

236.  三 前二号に掲げるもののほか、原子力
事業者等が必要とする要求事項 

 (3) (1)および(2)に掲げるもののほか、組織が必要
とする要求事項 

 

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか，組織が必要と
する要求事項 

 

237.  （個別業務等要求事項の審査） （個別業務等要求事項の審査） 7.2.2 個別業務等要求事項の審査 7.2.2 個別業務等要求事項の審査  

238.  第二十五条 原子力事業者等は、機器等の
使用又は個別業務の実施に当たり、あら
かじめ、個別業務等要求事項の審査を実
施しなければならない。 

 (1) 組織は、機器等の使用または個別業務の実施に
あたり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査
（以下、「レビュー」という。）を実施する。 

 

(1) 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当
たり，あらかじめ，個別業務等要求事項の審査を
実施する。 

保安規定においては、社内規程との用語統
一のため「審査」→「レビュー」の読み替
えを実施 

239.  ２ 原子力事業者等は、前項の審査を実施
するに当たり、次に掲げる事項を確認
しなければならない。 

 (2) 組織は、個別業務等要求事項のレビューを実施
するにあたり、次に掲げる事項を確認する。 

 

(2) 組織は，個別業務等要求事項の審査を実施する
に当たり，次に掲げる事項を確認する。 

保安規定においては読み替えを反映 

240.  一 当該個別業務等要求事項が定められ
ていること。 

 ａ．当該個別業務等要求事項が定められている。 
 

a) 当該個別業務等要求事項が定められていること。  
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

241.  二 当該個別業務等要求事項が、あらかじ
め定められた個別業務等要求事項と相
違する場合においては、その相違点が
解明されていること。 

 ｂ．当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定めら
れた個別業務等要求事項と相違する場合において
は、その相違点が解明されている。 

 

b) 当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められ
た個別業務等要求事項と相違する場合においては，
その相違点が解明されていること。 

 

242.  三 原子力事業者等が、あらかじめ定めら
れた個別業務等要求事項に適合するた
めの能力を有していること。 

 ｃ．組織が、あらかじめ定められた個別業務等要求
事項に適合するための能力を有している。 

 

c) 組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事
項に適合するための能力を有していること。 

 

243.  ３原子力事業者等は、第一項の審査の結
果の記録及び当該審査の結果に基づき
講じた措置に係る記録を作成し、これ
を管理しなければならない。 

 (3) 組織は、(1)のレビューの結果の記録および当該
レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を
作成し、これを管理する。(4.2.4 参照) 

 

(3) 組織は，(1)の審査の結果の記録及び当該審査の
結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これ
を管理する。 

保安規定においては読み替えを反映 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

244.       

245.  ４ 原子力事業者等は、個別業務等要求事
項が変更された場合においては、関連
する文書が改訂されるようにするとと
もに、関連する要員に対し変更後の個
別業務等要求事項が周知されるように
しなければならない。 

 (4) 組織は、個別業務等要求事項が変更された場合
においては、関連する文書が改訂されるようにする
とともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等
要求事項が周知されるようにする。 

 

(4) 組織は，個別業務等要求事項が変更された場合に
おいては，関連する文書が改訂されるようにすると
ともに，関連する要員に対し変更後の個別業務等要
求事項が周知されるようにする。 

 

246.  （組織の外部の者との情報の伝達等） （組織の外部の者との情報の伝達等） 7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等  

247.  第二十六条 原子力事業者等は、組織の外
部の者からの情報の収集及び組織の外部
の者への情報の伝達のために、実効性の
ある方法を明確に定め、これを実施しな
ければならない。 

１ 第 26 条に規定する「組織の外部の者
からの情報の収集及び組織の外部の者
への情報の伝達のために、実効性のあ
る方法」には、次の事項を含む。 

 

組織は、組織の外部の者からの情報の収集および組織
の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方
法を明確に定め、これを実施する。これには次の事項
を含む。 
 

組織は，組織の外部の者からの情報の収集及び組織の
外部の者への情報の伝達のために，実効性のある方法
を明確に定め，これを実施する。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

248.   ・組織の外部の者と効果的に連絡し、適
切に情報を通知する方法 

 

(1) 組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報
を通知する方法 

 

 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

249.   ・予期せぬ事態における組織の外部の者
との時宜を得た効果的な連絡方法 

 

(2) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜
を得た効果的な連絡方法 

 

 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

250.   ・原子力の安全に関連する必要な情報を
組織の外部の者に確実に提供する方法 

 

(3) 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外
部の者に確実に提供する方法 

 

 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

251.   ・原子力の安全に関連する組織の外部の
者の懸念や期待を把握し、意思決定に
おいて適切に考慮する方法 

(4) 原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念
や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する
方法 

 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

252.    7.3 設計開発 
組織は、原子炉施設において用いるための設計開発
（以下、「設計」という。）の管理について、「原子力設
計管理マニュアル」および「泊発電所設計管理要領」
に定め、これに従い次の事項を実施する。 

7.3 設計開発  
保安規定においては、社内規程と用語を統一
するために読み替えを実施 
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

253.  （設計開発計画） （設計開発計画） 7.3.1 設計の計画 7.3.1 設計開発計画 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

254.  第二十七条 原子力事業者等は、設計開発
(専ら原子力施設において用いるための
設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発
計画」という。)を策定するとともに、設
計開発を管理しなければならない。 
 

１第 1 項に規定する「設計開発」には、
設備、施設、ソフトウェア及び手順書
等に関する設計開発を含む。この場合
において、原子力の安全のために重要
な手順書等の設計開発については、新
規制定の場合に加え、重要な変更があ
る場合にも行う必要がある。 

２ 第 1 項に規定する「設計開発(専ら原
子力施設において用いるための設計開
発に限る。)の計画(以下「設計開発計
画」という。)を策定する」には、不適
合及び予期せぬ事象の発生等を未然に
防止するための活動(第 4条第 2項第 3
号の事項を考慮して行うものを含む。)
を行うことを含む。 

(1) 組織は、設計（専ら原子炉施設において用いる
ための設計に限る。）の計画を策定する（不適合お
よび予期せぬ事象の発生等を未然に防止するため
の活動（4.1(2)c の事項を考慮して行うものを含
む。）を行うことを含む。）とともに、設計を管理す
る。 
この設計には、設備、施設、ソフトウェアおよび手
順書等に関する設計を含む。この場合において、原
子力の安全のために重要な手順書等の設計につい
ては、新規制定の場合に加え、重要な変更がある場
合にも行う。 

 

(1) 組織は，設計開発（専ら原子炉施設において用い
るための設計開発に限る。）の計画（以下「設計開発
計画」という。）を策定するとともに，設計開発を管
理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

255.  ２ 原子力事業者等は、設計開発計画の策
定において、次に掲げる事項を明確に
しなければならない。 

 

 (2) 組織は、設計の計画の策定において、次に掲げ
る事項を明確にする。 

 

(2) 組織は，設計開発計画の策定において，次に掲げ
る事項を明確にする。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 

256.  一 設計開発の性質、期間及び複雑さの程
度 

 ａ．設計の性質、期間および複雑さの程度 
 

a) 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度 保安規定においては、社内規程と用語を統一 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

257.       

258.  二 設計開発の各段階における適切な審
査、検証及び妥当性確認の方法並びに
管理体制 

 ｂ．設計の各段階における適切なレビュー、検証およ
び妥当性確認の方法ならびに管理体制 

 

b) 設計開発の各段階における適切な審査，検証及び
妥当性確認の方法並びに管理体制 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 

259.  三 設計開発に係る部門及び要員の責任
及び権限 

 ｃ．設計に係る部門および要員の責任および権限 
 

c) 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

260.  四 設計開発に必要な組織の内部及び外
部の資源 

 ｄ．設計に必要な組織の内部および外部の資源 
 

d) 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

261.  ３ 原子力事業者等は、実効性のある情報
の伝達並びに責任及び権限の明確な割
当てがなされるようにするために、設
計開発に関与する各者間の連絡を管理
しなければならない。 

 (3) 組織は、実効性のある情報の伝達ならびに責任
および権限の明確な割り当てがなされるようにす
るために、設計に関与する各者間の連絡を管理す
る。 

 

(3) 組織は，実効性のある情報の伝達並びに責任及
び権限の明確な割当てがなされるようにするため
に，設計開発に関与する各者間の連絡を管理す
る。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 

262.  ４ 原子力事業者等は、第一項の規定によ
り策定された設計開発計画を、設計開
発の進行に応じて適切に変更しなけれ
ばならない。 

 (4) 組織は、(1)により策定された設計の計画を、設
計の進行に応じて適切に変更する。 

 

(4) 組織は，(1)により策定された設計開発計画を，
設計開発の進行に応じて適切に変更する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 

263.  （設計開発に用いる情報） 
 

（設計開発に用いる情報） 7.3.2 設計に用いる情報 7.3.2 設計開発に用いる情報 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

264.  第二十八条 原子力事業者等は、個別業務
等要求事項として設計開発に用いる情報
であって、次に掲げるものを明確に定め
るとともに、当該情報に係る記録を作成
し、これを管理しなければならない。 

 (1) 組織は、個別業務等要求事項として設計に用い
る情報であって、次に掲げるものを明確に定めると
ともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理
する。(4.2.4参照) 

 

(1) 組織は，個別業務等要求事項として設計開発に
用いる情報であって，次に掲げるものを明確に定
めるとともに，当該情報に係る記録を作成し，こ
れを管理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

265.  一 機能及び性能に係る要求事項 
 

 ａ．機能および性能に係る要求事項 
 

a) 機能及び性能に係る要求事項  

266.  二 従前の類似した設計開発から得られ
た情報であって、当該設計開発に用い
る情報として適用可能なもの 

 

 ｂ．従前の類似した設計から得られた情報であって、
当該設計に用いる情報として適用可能なもの 

 

b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であっ
て，当該設計開発に用いる情報として適用可能な
もの 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

267.  三 関係法令  ｃ．関係法令 c) 関係法令  

268.  四 その他設計開発に必要な要求事項  ｄ．その他設計に必要な要求事項 d) その他設計開発に必要な要求事項 保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

269.  ２ 原子力事業者等は、設計開発に用いる
情報について、その妥当性を評価し、承
認しなければならない。 

 (2) 組織は、設計に用いる情報について、その妥当
性をレビューし、承認する。 

 

(2) 組織は，設計開発に用いる情報について，その
妥当性を評価し，承認する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

270.  （設計開発の結果に係る情報） 
 

（設計開発の結果に係る情報） 7.3.3 設計の結果に係る情報 7.3.3 設計開発の結果に係る情報 保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

271.  第二十九条 原子力事業者等は、設計開発
の結果に係る情報を、設計開発に用いた
情報と対比して検証することができる形
式により管理しなければならない。 

１ 第 1項に規定する「設計開発の結果に
係る情報」とは、例えば、機器等の仕
様又はソフトウェアをいう。 

(1) 組織は、設計の結果に係る情報を、設計に用い
た情報と対比して検証することができる形式によ
り管理する。 

 

(1) 組織は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発
に用いた情報と対比して検証することができる形
式により管理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

272.  ２ 原子力事業者等は、設計開発の次の段
階のプロセスに進むに当たり、あらか
じめ、当該設計開発の結果に係る情報
を承認しなければならない。 

 (2) 組織は、設計の次の段階のプロセスに進むにあ
たり、あらかじめ、当該設計の結果に係る情報を「原
子力文書管理マニュアル」または「泊発電所文書管
理要領」に基づき承認する。 

 

(2) 組織は，設計開発の次の段階のプロセスに進む
に当たり，あらかじめ，当該設計開発の結果に係
る情報を承認する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 
 

273.  ３ 原子力事業者等は、設計開発の結果に
係る情報を、次に掲げる事項に適合す
るものとしなければならない。 

 (3) 組織は、設計の結果に係る情報を、次に掲げる
事項に適合するものとする。 

(3) 組織は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲
げる事項に適合するものとする。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

274.  一 設計開発に係る個別業務等要求事項
に適合するものであること。 

 ａ．設計に係る個別業務等要求事項に適合するもので
ある。 

 

a) 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するも
のであること。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

275.  二 調達、機器等の使用及び個別業務の実
施のために適切な情報を提供するもの
であること。 

 ｂ．調達、機器等の使用および個別業務の実施のため
に適切な情報を提供するものである。 

 

b) 調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために
適切な情報を提供するものであること。 

 

276.  三 合否判定基準を含むものであること。 
 

 ｃ．合否判定基準を含むものである。 
 

c) 合否判定基準を含むものであること。  

277.  四 機器等を安全かつ適正に使用するた
めに不可欠な当該機器等の特性が明確
であること。 

 ｄ．機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な
当該機器等の特性が明確である。 

 

d) 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な
当該機器等の特性が明確であること。 

 

278.  （設計開発レビュー） （設計開発レビュー） 7.3.4 設計のレビュー 7.3.4 設計開発レビュー 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

279.  第三十条 原子力事業者等は、設計開発の
適切な段階において、設計開発計画に従

 (1) 組織は、設計の適切な段階において、設計の計
画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な

(1) 組織は，設計開発の適切な段階において，設計開
発計画に従って，次に掲げる事項を目的とした体系

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

って、次に掲げる事項を目的とした体系
的な審査(以下「設計開発レビュー」とい
う。)を実施しなければならない。 

レビューを実施する。 
 

的な審査（以下「設計開発レビュー」という。）を実
施する。 

280.  一 設計開発の結果の個別業務等要求事
項への適合性について評価すること。 

 ａ．設計の結果の個別業務等要求事項への適合性につ
いて評価する。 

 

a) 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性
について評価すること。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

281.  二 設計開発に問題がある場合において
は、当該問題の内容を明確にし、必要な
措置を提案すること。 

 ｂ．設計に問題がある場合においては、当該問題の内
容を明確にし、必要な処置を提案する。 

 

b) 設計開発に問題がある場合においては，当該問題
の内容を明確にし，必要な措置を提案すること。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

282.  ２ 原子力事業者等は、設計開発レビュー
に、当該設計開発レビューの対象とな
っている設計開発段階に関連する部門
の代表者及び当該設計開発に係る専門
家を参加させなければならない。 

 (2) 組織は、設計のレビューに、当該レビューの対
象となっている設計段階に関連する部門の代表者
および当該設計に係る専門家を参加させる。 

 

(2) 組織は，設計開発レビューに，当該設計開発レ
ビューの対象となっている設計開発段階に関連す
る部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を
参加させる。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

283.  ３ 原子力事業者等は、設計開発レビュー
の結果の記録及び当該設計開発レビュ
ーの結果に基づき講じた措置に係る記
録を作成し、これを管理しなければな
らない。 

 (3) 組織は、設計のレビューの結果の記録および当
該レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録
を作成し、これを管理する。(4.2.4 参照) 

 

(3) 組織は，設計開発レビューの結果の記録及び当
該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に
係る記録を作成し，これを管理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

284.  （設計開発の検証） （設計開発の検証） 7.3.5 設計の検証 7.3.5 設計開発の検証 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

285.  第三十一条 原子力事業者等は、設計開発
の結果が個別業務等要求事項に適合して
いる状態を確保するために、設計開発計
画に従って検証を実施しなければならな
い。 

１ 第 1項に規定する「設計開発計画に従
って検証を実施しなければならない」
には、設計開発計画に従ってプロセス
の次の段階に移行する前に、当該設計
開発に係る個別業務等要求事項への適
合性の確認を行うこと含む。 

(1) 組織は、設計の結果が個別業務等要求事項に適
合している状態を確保するために、設計の計画に従
って検証を実施する（設計の計画に従ってプロセス
の次の段階に移行する前に、当該設計に係る個別業
務等要求事項への適合性の確認を行うことを含
む）。 

 

(1) 組織は，設計開発の結果が個別業務等要求事項
に適合している状態を確保するために，設計開発
計画に従って検証を実施する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

286.  ２ 原子力事業者等は、前項の検証の結果
の記録及び当該検証の結果に基づき講
じた措置に係る記録を作成し、これを
管理しなければならない。 

 (2) 組織は、設計の検証の結果の記録および当該検
証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、
これを管理する。(4.2.4参照) 

 

(2) 組織は，設計開発の検証の結果の記録及び当該
検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成
し，これを管理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

287.  ３ 原子力事業者等は、当該設計開発を行
った要員に第一項の検証をさせてはな
らない。 

 (3) 組織は、当該設計を行った要員に当該設計の検
証をさせない。 

 

(3) 組織は，当該設計開発を行った要員に当該設計
開発の検証をさせない。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

288.  （設計開発の妥当性確認） （設計開発の妥当性確認） 7.3.6 設計の妥当性確認 7.3.6 設計開発の妥当性確認 保安規定においては、社内規程と用語を統一 
289.  第三十二条 原子力事業者等は、設計開発

の結果の個別業務等要求事項への適合性
を確認するために、設計開発計画に従っ
て、当該設計開発の妥当性確認(以下この
条において「設計開発妥当性確認」とい
う。)を実施しなければならない。 

１ 第 1項に規定する「当該設計開発の妥
当性確認（以下この条において「設計
開発妥当性確認」という。）を実施し
なければならない」には、機器等の設
置後でなければ妥当性確認を行うこと
ができない場合において、当該機器等
の使用を開始する前に、設計開発妥当
性確認を行うことを含む。 

(1) 組織は、設計の結果の個別業務等要求事項への
適合性を確認するために、設計の計画に従って、当
該設計の妥当性確認を実施する（機器等の設置後で
なければ妥当性確認を行うことができない場合に
おいて、当該機器等の使用を開始する前に、設計の
妥当性確認を行うことを含む）。 

(1) 組織は，設計開発の結果の個別業務等要求事項
への適合性を確認するために，設計開発計画に従
って，当該設計開発の妥当性確認（以下「設計開
発妥当性確認」という。）を実施する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

290.  ２ 原子力事業者等は、機器等の使用又は
個別業務の実施に当たり、あらかじめ、
設計開発妥当性確認を完了しなければ
ならない。 

 (2) 組織は、機器等の使用または個別業務の実施に
あたり、あらかじめ、設計の妥当性確認を完了する。 

(2) 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当
たり，あらかじめ，設計開発妥当性確認を完了す
る。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
 

291.  ３ 原子力事業者等は、設計開発妥当性確
認の結果の記録及び当該設計開発妥当
性確認の結果に基づき講じた措置に係
る記録を作成し、これを管理しなけれ
ばならない。 

 (3) 組織は、設計の妥当性確認の結果の記録および
当該妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る
記録を作成し、これを管理する。(4.2.4参照) 

 

(3) 組織は，設計開発妥当性確認の結果の記録及び
当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措
置に係る記録を作成し，これを管理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

292.  （設計開発の変更の管理） （設計開発の変更の管理） 7.3.7 設計の変更管理 7.3.7 設計開発の変更の管理 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

293.  第三十三条 原子力事業者等は、設計開発
の変更を行った場合においては、当該変
更の内容を識別することができるように
するとともに、当該変更に係る記録を作
成し、これを管理しなければならない。 

 (1) 組織は、設計の変更を行った場合においては、
当該変更の内容を識別することができるようにす
るとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを
管理する。(4.2.4参照) 

 

(1) 組織は，設計開発の変更を行った場合において
は，当該変更の内容を識別することができるよう
にするとともに，当該変更に係る記録を作成し，
これを管理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

294.  ２ 原子力事業者等は、設計開発の変更を
行うに当たり、あらかじめ、審査、検証
及び妥当性確認を行い、変更を承認し
なければならない。 

 (2) 組織は、設計の変更を行うにあたり、あらかじ
め、設計のレビュー、検証および妥当性確認を行い、
「原子力文書管理マニュアル」または「泊発電所文
書管理要領」に基づきその変更を承認する。 

 

(2) 組織は，設計開発の変更を行うに当たり，あら
かじめ，審査，検証及び妥当性確認を行い，変更
を承認する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

295.  ３ 原子力事業者等は、前項の審査におい
て、設計開発の変更が原子力施設に及

 (3) 組織は、(2)の設計の変更のレビューにおいて、
設計の変更が原子炉施設に及ぼす影響の評価（当該

(3) 組織は，設計開発の変更の審査において，設計
開発の変更が原子炉施設に及ぼす影響の評価（当

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

ぼす影響の評価(当該原子力施設を構
成する材料又は部品に及ぼす影響の評
価を含む。)を行わなければならない。 

原子炉施設を構成する材料または部品に及ぼす影
響の評価を含む。）を行う。 

 

該原子炉施設を構成する材料又は部品に及ぼす影
響の評価を含む。）を行う。 

296.  ４ 原子力事業者等は、第二項の審査、検
証及び妥当性確認の結果の記録及びそ
の結果に基づき講じた措置に係る記録
を作成し、これを管理しなければなら
ない。 

 (4) 組織は、(2)の設計の変更のレビュー、検証およ
び妥当性確認の結果の記録およびその結果に基づ
き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理す
る。(4.2.4参照) 

 

(4) 組織は，(2)の審査，検証及び妥当性確認の結果
の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記
録を作成し，これを管理する。 

保安規定においては、社内規程と用語を統一 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

297.    7.4 調達 
組織は、次の事項を「原子力調達管理マニュアル」お
よび「泊発電所調達管理要領」に定め、これに従い調
達管理を実施する。 

7.4 調達  
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

298.  （調達プロセス） （調達プロセス） 7.4.1 調達プロセス 7.4.1 調達プロセス  

299.  第三十四条 原子力事業者等は、調達する
物品又は役務(以下「調達物品等」とい
う。)が、自ら規定する調達物品等に係る
要求事項(以下「調達物品等要求事項」と
いう。)に適合するようにしなければなら
ない。 

 (1) 組織は、調達する物品または役務（以下、「調
達物品等」という。）が、自ら規定する調達物品等
に係る要求事項（以下、「調達物品等要求事項」と
いう。）に適合するようにする。 

 

(1) 組織は，調達する物品又は役務（以下「調達物
品等」という。）が，自ら規定する調達物品等に係
る要求事項（以下「調達物品等要求事項」とい
う。）に適合するようにする。 

 

300.  ２ 原子力事業者等は、保安活動の重要度
に応じて、調達物品等の供給者及び調達
物品等に適用される管理の方法及び程度
を定めなければならない。この場合にお
いて、一般産業用工業品については、調達
物品等の供給者等から必要な情報を入手
し当該一般産業用工業品が調達物品等要
求事項に適合していることを確認できる
ように、管理の方法及び程度を定めなけ
ればならない。 

１第 2 項に規定する「調達物品等に適用
される管理の方法及び程度」には、力
量を有する者を組織の外部から確 保
する際に、外部への業務委託の範囲を
品質マネジメント文書に明確に定める
ことを含む。 

２第 2項に規定する「管理の方法」とは、
調達物品等が調達物品等要求事項に適
合していることを確認する適切な方法
(機器単位の検証、調達物品等の妥当性
確認等の方法)をいう。 

３第 2 項に規定する「調達物品等の供給
者等から必要な情報を入手し当該一般
産業用工業品が調達物品等要求事項に
適合していることを確認できるよう
に、管理の方法及び程度を定めなけれ
ばならない」には、例えば、次のよう
に原子力事業者等が当該一般産業用工
業品に関する技術的な評価を行うこと
をいう。 

・採用しようとする一般産業用工業品の
技術情報を供給者等から入手し、原子
力事業者等が当該一般産業用工業品の
技術的な評価を行うこと。 

・一般産業用工業品を設置しようとする
環境等の情報を供給者等に提供し、供
給者等に当該一般産業用工業品の技術
的な評価を行わせること。 

 

(2) 組織は、保安活動の重要度に応じて、調達物品
等の供給者および調達物品等に適用される管理の
方法および程度（力量を有する者を組織の外部か
ら確保する際に、外部への業務委託の範囲を品質
マネジメント文書に明確に定めることを含む。）を
定める。この場合において、一般産業用工業品に
ついては、調達物品等の供給者等から必要な情報
を入手し、当該一般産業用工業品が調達物品等要
求事項に適合していることを確認できるように、
管理の方法および程度を定める。 

 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて，調達物品
等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方
法及び程度を定める。この場合において，一般産
業用工業品については，調達物品等の供給者等か
ら必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調
達物品等要求事項に適合していることを確認でき
るように，管理の方法及び程度を定める。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

301.  ３ 原子力事業者等は、調達物品等要求事
項に従い、調達物品等を供給する能力
を根拠として調達物品等の供給者を評
価し、選定しなければならない。 

 (3) 組織は、調達物品等要求事項に従い、調達物品
等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給
者を評価し、選定する。 

 

(3) 組織は，調達物品等要求事項に従い，調達物品
等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給
者を評価し，選定する。 

 

302.  ４ 原子力事業者等は、調達物品等の供給
者の評価及び選定に係る判定基準を定
めなければならない。 

 (4) 組織は、調達物品等の供給者の評価および選定
に係る判定基準を定める。 

(4) 組織は，調達物品等の供給者の評価及び選定に
係る判定基準を定める。 

 

303.  ５ 原子力事業者等は、第三項の評価の結
果の記録及び当該評価の結果に基づき
講じた措置に係る記録を作成し、これ
を管理しなければならない。 

 (5) 組織は、(3)の評価の結果の記録および当該評
価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成
し、これを管理する。（4.2.4参照） 

 

(5) 組織は，(3)の評価の結果の記録及び当該評価の
結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，こ
れを管理する。 

 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

304.  ６ 原子力事業者等は、調達物品等を調達
する場合には、個別業務計画において、
適切な調達の実施に必要な事項(当該
調達物品等の調達後におけるこれらの
維持又は運用に必要な技術情報(原子
力施設の保安に係るものに限る。)の取
得及び当該情報を他の原子力事業者等

 (6) 組織は、調達物品等を調達する場合には、個別
業務計画において、適切な調達の実施に必要な事
項（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維
持または運用に必要な技術情報（原子炉施設の保
安に係るものに限る。）の取得および当該情報を他
の原子力事業者等と共有するために必要な措置に
関する事項を含む。）を定める｡ 

(6) 組織は，調達物品等を調達する場合には，個別
業務計画において，適切な調達の実施に必要な事
項（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維
持又は運用に必要な技術情報（原子炉施設の保安
に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原
子力事業者等と共有するために必要な措置に関す
る事項を含む。）を定める｡ 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

と共有するために必要な措置に関する
事項を含む。)を定めなければならな
い。 

 

305.       

306.  （調達物品等要求事項） （調達物品等要求事項） 7.4.2 調達物品等要求事項 7.4.2 調達物品等要求事項  

307.  第三十五条 原子力事業者等は、調達物品
等に関する情報に、次に掲げる調達物
品等要求事項のうち、該当するものを
含めなければならない。 

 (1) 組織は、調達物品等に関する情報に、次に掲げ
る調達物品等要求事項のうち、該当するものを含
める。 

(1) 組織は，調達物品等に関する情報に，次に掲げ
る調達物品等要求事項のうち，該当するものを含
める。 

 

308.  一 調達物品等の供給者の業務のプロセ
ス及び設備に係る要求事項 

 ａ．調達物品等の供給者の業務のプロセスおよび設
備に係る要求事項 

 

a) 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に
係る要求事項 

 

309.  二 調達物品等の供給者の要員の力量に
係る要求事項 

 ｂ．調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事
項 

 

b) 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項  

310.  三 調達物品等の供給者の品質マネジメ
ントシステムに係る要求事項 

 ｃ．調達物品等の供給者の品質マネジメントシステ
ムに係る要求事項 

 

c) 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステム
に係る要求事項 

 

311.  四 調達物品等の不適合の報告及び処理
に係る要求事項 

１ 第 1項第 4号に規定する「不適合の報
告」には、偽造品又は模造品等の報告
を含む。 

ｄ．調達物品等の不適合の報告（偽造品または模造
品等の報告を含む。）および処理に係る要求事項 

 

d) 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事
項 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

312.  五 調達物品等の供給者が健全な安全文
化を育成し、及び維持するために必要
な要求事項 

 ｅ．調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成
し、および維持するために必要な要求事項 

 

e) 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し，
及び維持するために必要な要求事項 

 

313.  六 一般産業用工業品を機器等に使用す
るに当たっての評価に必要な要求事項 

 ｆ．一般産業用工業品を機器等に使用するにあたっ
ての評価に必要な要求事項 

 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって
の評価に必要な要求事項 

 

314.  七 その他調達物品等に必要な要求事項  ｇ．その他調達物品等に必要な要求事項 g) その他調達物品等に必要な要求事項  
315.  ２ 原子力事業者等は、調達物品等要求事

項として、原子力事業者等が調達物品
等の供給者の工場等において使用前事
業者検査等その他の個別業務を行う際
の原子力規制委員会の職員による当該
工場等への立入りに関することを含め
なければならない。 

２ 第 2 項に規定する「その他の個別業
務」とは、例えば、原子力事業者等が、
プロセスの確認、検証及び妥当性確認
のために供給者が行う活動への立会い
や記録確認等を行うことをいう。 

(2) 組織は、調達物品等要求事項として、組織が調
達物品等の供給者の工場等において使用前事業者
検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委
員会の職員による当該工場等への立入りに関する
ことを含める。 

 

(2) 組織は，調達物品等要求事項として，組織が調
達物品等の供給者の工場等において使用前事業者
検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委
員会の職員による当該工場等への立入りに関する
ことを含める。 

 

316.  ３ 原子力事業者等は、調達物品等の供給
者に対し調達物品等に関する情報を提
供するに当たり、あらかじめ、当該調達
物品等要求事項の妥当性を確認しなけ
ればならない。 

 (3) 組織は、調達物品等の供給者に対し調達物品等
に関する情報を提供するにあたり、あらかじめ、
当該調達物品等要求事項の妥当性を確認し、「原子
力文書管理マニュアル」または「泊発電所文書管
理要領」に基づき承認を行う。 

 

(3) 組織は，調達物品等の供給者に対し調達物品等
に関する情報を提供するに当たり，あらかじめ，
当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。 

保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

317.  ４ 原子力事業者等は、調達物品等を受領
する場合には、調達物品等の供給者に
対し、調達物品等要求事項への適合状
況を記録した文書を提出させなければ
ならない。 

 (4) 組織は、調達物品等を受領する場合には、調達
物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への
適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

(4) 組織は，調達物品等を受領する場合には，調達
物品等の供給者に対し，調達物品等要求事項への
適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

318.  （調達物品等の検証） （調達物品等の検証） 7.4.3 調達物品等の検証 7.4.3 調達物品等の検証  

319.  第三十六条 原子力事業者等は、調達物品
等が調達物品等要求事項に適合している
ようにするために必要な検証の方法を定
め、実施しなければならない。 

 (1) 組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適
合しているようにするために必要な検証の方法を
定め、実施する。 

 

(1) 組織は，調達物品等が調達物品等要求事項に適
合しているようにするために必要な検証の方法を
定め，実施する。 

 

320.  ２ 原子力事業者等は、調達物品等の供給
者の工場等において調達物品等の検証
を実施することとしたときは、当該検
証の実施要領及び調達物品等の供給者
からの出荷の可否の決定の方法につい
て調達物品等要求事項の中で明確に定
めなければならない。 

 (2) 組織は、調達物品等の供給者の工場等において
調達物品等の検証を実施することとしたときは、
当該検証の実施要領および調達物品等の供給者か
らの出荷の可否の決定の方法について調達物品等
要求事項の中で明確に定める。 

 

(2) 組織は，調達物品等の供給者の工場等において
調達物品等の検証を実施することとしたときは，
当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者から
の出荷の可否の決定の方法について調達物品等要
求事項の中で明確に定める。 

 

321.    7.5 個別業務の管理 7.5 個別業務の管理  
322.  （個別業務の管理） （個別業務の管理） 7.5.1 個別業務の管理 

 
7.5.1 個別業務の管理  

323.  第三十七条 原子力事業者等は、個別業務
計画に基づき、個別業務を次に掲げる事
項(当該個別業務の内容等から該当しな
いと認められるものを除く。)に適合する

 組織は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲
げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと
認められるものを除く。）に適合するように実施す
る。 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲
げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと
認められるものを除く。）に適合するように実施す
る。 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

ように実施しなければならない。  
324.  一原子力施設の保安のために必要な情報

が利用できる体制にあること。 
１ 第 1号に規定する「原子力施設の保安

のために必要な情報」には、次の事項
を含む。 

・保安のために使用する機器等又は実施
する個別業務の特性 

・当該機器等の使用又は個別業務の実施
により達成すべき結果 

(1) 原子炉施設の保安のために必要な次の事項を含
む情報が利用できる体制にある。 

 
ａ．保安のために使用する機器等または実施する個
別業務の特性 

ｂ．当該機器等の使用または個別業務の実施により
達成すべき結果 

 

(1) 原子炉施設の保安のために必要な情報が利用で
きる体制にあること。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

325.  二 手順書等が必要な時に利用できる体
制にあること。 

 (2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にある。 
 

(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあるこ
と。 

 

326.  三 当該個別業務に見合う設備を使用し
ていること。 

 (3) 当該個別業務に見合う設備を使用している。 
 

(3) 当該個別業務に見合う設備を使用しているこ
と。 

 

327.  四 監視測定のための設備が利用できる
体制にあり、かつ、当該設備を使用して
いること。 

 (4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあ
り、かつ、当該設備を使用している。 

 

(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあ
り，かつ，当該設備を使用していること。 

 

328.  五 第四十七条の規定に基づき監視測定
を実施していること。 

 (5) 8.2.3に基づき監視測定を実施している。 
 

(5) 8.2.3に基づき監視測定を実施していること。  

329.  六 この規則の規定に基づき、プロセスの
次の段階に進むことの承認を行ってい
ること。 

 (6) 本品質マネジメントシステム計画に基づき、プ
ロセスの次の段階に進むことの承認を行ってい
る。 

 

(6) 品質管理に関する事項に基づき，プロセスの次
の段階に進むことの承認を行っていること。 

用いる用語の違いによる差異 

330.       

331.  （個別業務の実施に係るプロセスの妥当
性確認） 

（個別業務の実施に係るプロセスの妥当
性確認） 

7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認  

332.  第三十八条 原子力事業者等は、個別業務
の実施に係るプロセスについて、それ以
降の監視測定では当該プロセスの結果を
検証することができない場合(個別業務
が実施された後にのみ不適合その他の事
象が明確になる場合を含む。)において
は、妥当性確認を行わなければならない。 

 (1) 組織は、個別業務の実施に係るプロセスについ
て、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果
を検証することができない場合（個別業務が実施
された後にのみ不適合その他の事象が明確になる
場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。 

 

(1) 組織は，個別業務の実施に係るプロセスについ
て，それ以降の監視測定では当該プロセスの結果
を検証することができない場合（個別業務が実施
された後にのみ不適合その他の事象が明確になる
場合を含む。）においては，妥当性確認を行う。 

 

333.  ２ 原子力事業者等は、前項のプロセスが
個別業務計画に定めた結果を得ること
ができることを、同項の妥当性確認に
よって実証しなければならない。 

 (2) 組織は、(1)のプロセスが個別業務計画に定め
た結果を得ることができることを、(1)の妥当性確
認によって実証する。 

 

(2) 組織は，(1)のプロセスが個別業務計画に定めた
結果を得ることができることを，(1)の妥当性確認
によって実証する。 

 

334.  ３ 原子力事業者等は、妥当性確認を行っ
た場合は、その結果の記録を作成し、こ
れを管理しなければならない。 

 (3) 組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果
の記録を作成し、これを管理する。（4.2.4参照） 

 

(3) 組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果
の記録を作成し，これを管理する。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

335.  ４ 原子力事業者等は、第一項の妥当性確
認の対象とされたプロセスについて、
次に掲げる事項(当該プロセスの内容
等から該当しないと認められるものを
除く。)を明確にしなければならない。 

 (4) 組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロ
セスについて、次に掲げる事項（当該プロセスの
内容等から該当しないと認められるものを除く。）
を明確にする。 

 

(4) 組織は，(1)の妥当性確認の対象とされたプロセ
スについて，次に掲げる事項（当該プロセスの内
容等から該当しないと認められるものを除く。）を
明確にする。 

 

336.  一 当該プロセスの審査及び承認のため
の判定基準 

 ａ．当該プロセスのレビューおよび承認のための判
定基準 

a) 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 保安規定においては、社内規程と用語を統一 

337.  二 妥当性確認に用いる設備の承認及び
要員の力量を確認する方法 

 ｂ．妥当性確認に用いる設備の承認および要員の力
量を確認する方法 

b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を
確認する方法 

 

338.  三 妥当性確認の方法 
 

１ 第 4 項第 3 号に規定する「妥当性確
認」には、対象となる個別業務計画の
変更時の再確認及び一定期間が経過し
た後に行う定期的な再確認を含む。 

ｃ．妥当性確認（対象となる個別業務計画の変更時
の再確認および一定期間が経過した後に行う定期
的な再確認を含む。）の方法 

 

c) 妥当性確認の方法 保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

339.     
 

  

340.   
 

    

341.  （識別管理） （識別管理） 7.5.3 識別管理およびトレーサビリティの確保 7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保  

342.  第三十九条 原子力事業者等は、個別業務
計画及び個別業務の実施に係る全てのプ
ロセスにおいて、適切な手段により、機器
等及び個別業務の状態を識別し、管理し
なければならない。 

１ 第 39 条に規定する「機器等及び個別
業務の状態を識別」とは、不注意によ
る誤操作、検査の設定条件の不備又は
実施漏れ等を防ぐために、例えば、札
の貼付けや個別業務の管理等により機
器等及び個別業務の状態を区別するこ

(1) 組織は、個別業務計画および個別業務の実施に
係る全てのプロセスにおいて、適切な手段によ
り、機器等および個別業務の状態を識別し、管理
する。 

 

(1) 組織は，個別業務計画及び個別業務の実施に係
るすべてのプロセスにおいて，適切な手段によ
り，機器等及び個別業務の状態を識別し，管理す
る。 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

とをいう。 
343.  （トレーサビリティの確保） 

第四十条 原子力事業者等は、 トレーサ
ビリティ(機器等の使用又は個別業務の
実施に係る履歴、適用又は所在を追跡で
きる状態をいう。)の確保が個別業務等要
求事項である場合においては、機器等又
は個別業務を識別し、これを記録すると
ともに、当該記録を管理しなければなら
ない。 

（トレーサビリティの確保） 
 

(2) 組織は、トレーサビリティ（機器等の使用また
は個別業務の実施に係る履歴、適用または所在を
追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求
事項である場合においては、機器等または個別業
務を識別し、これを記録するとともに、当該記録
を管理する。(4.2.4参照) 

 

(2) 組織は，トレーサビリティ（機器等の使用又は
個別業務の実施に係る履歴，適用又は所在を追跡
できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項
である場合においては，機器等又は個別業務を識
別し，これを記録するとともに，当該記録を管理
する。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

344.  （組織の外部の者の物品） （組織の外部の者の物品） 7.5.4 組織の外部の者の物品 7.5.4 組織の外部の者の物品  

345.  第四十一条 原子力事業者等は、組織の外
部の者の物品を所持している場合におい
ては、必要に応じ、記録を作成し、これを
管理しなければならない。 

１ 第 41 条に規定する「組織の外部の者
の物品」とは、JIS Q9001 の「顧客又は
外部提供者の所有物」をいう。 

組織は、組織の外部の者の物品を所持している場合
においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管
理する。(4.2.4参照) 
 

組織は，組織の外部の者の物品を所持している場合
においては，必要に応じ，記録を作成し，これを管
理する。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

346.  （調達物品の管理） （調達物品の管理） 7.5.5 調達物品の管理 7.5.5 調達物品の管理  

347.  第四十二条 原子力事業者等は、調達した
物品が使用されるまでの間、当該物品を
調達物品等要求事項に適合するように管
理(識別表示、取扱い、包装、保管及び保
護を含む。)しなければならない。 

 組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該
物品を調達物品等要求事項に適合するように管理
（識別表示、取扱い、包装、保管および保護を含
む。）する。 
 

組織は，調達した物品が使用されるまでの間，当該物
品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別
表示，取扱い，包装，保管及び保護を含む。）する。 

 
 
 

348.  （監視測定のための設備の管理） （監視測定のための設備の管理） 7.6 監視測定のための設備の管理 7.6 監視測定のための設備の管理  

349.  第四十三条 原子力事業者等は、機器等又
は個別業務の個別業務等要求事項への適
合性の実証に必要な監視測定及び当該監
視測定のための設備を明確に定めなけれ
ばならない。 

 (1) 組織は、機器等または個別業務の個別業務等要
求事項への適合性の実証に必要な監視測定および
当該監視測定のための設備を明確に定める。 

 

(1) 組織は，機器等又は個別業務の個別業務等要求
事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該
監視測定のための設備を明確に定める。 

 
 

350.  ２ 原子力事業者等は、前項の監視測定に
ついて、実施可能であり、かつ、当該監
視測定に係る要求事項と整合性のとれ
た方法で実施しなければならない。 

 (2) 組織は、(1)の監視測定について、実施可能で
あり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合
性のとれた方法で実施する。 

 

(2) 組織は，(1)の監視測定について，実施可能であ
り，かつ，当該監視測定に係る要求事項と整合性
のとれた方法で実施する。 

 

351.  ３ 原子力事業者等は、監視測定の結果の
妥当性を確保するために、監視測定の
ために必要な設備を、次に掲げる事項
に適合するものとしなければならな
い。 

 (3) 組織は、監視測定の結果の妥当性を確保するた
めに、監視測定のために必要な設備を、次に掲げ
る事項に適合するものとする。 

 

(3) 組織は，監視測定の結果の妥当性を確保するた
めに，監視測定のために必要な設備を，次に掲げ
る事項に適合するものとする。 

 

352.  一 あらかじめ定められた間隔で、又は使
用の前に、計量の標準まで追跡するこ
とが可能な方法(当該計量の標準が存
在しない場合にあっては、校正又は検
証の根拠について記録する方法)によ
り校正又は検証がなされていること。 

１ 第 3項第 1号に規定する「あらかじめ
定められた間隔」とは、第 23 条第 1項
の規定に基づき定めた計画に基づく間
隔をいう。 

ａ．あらかじめ定められた間隔で、または使用の前
に、計量の標準まで追跡することが可能な方法
（当該計量の標準が存在しない場合にあっては、
校正または検証の根拠について記録する（4.2.4参
照）方法）により校正または検証がなされてい
る。 

 

a) あらかじめ定められた間隔で，又は使用の前に，
計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該
計量の標準が存在しない場合にあっては，校正又
は検証の根拠について記録する方法）により校正
又は検証がなされていること。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

353.  二 校正の状態が明確になるよう、識別さ
れていること。 

 

 ｂ．校正の状態が明確になるよう、識別されてい
る。 

b) 校正の状態が明確になるよう，識別されているこ
と。 

 

354.  三 所要の調整がなされていること。  ｃ．所要の調整がなされている。 c) 所要の調整がなされていること。  

355.  四 監視測定の結果を無効とする操作か
ら保護されていること。 

 ｄ．監視測定の結果を無効とする操作から保護され
ている。 

d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されて
いること。 

 

356.  五 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び
劣化から保護されていること。 

 ｅ．取扱い、維持および保管の間、損傷および劣化
から保護されている。 

e) 取扱い，維持及び保管の間，損傷及び劣化から保
護されていること。 

 

357.  ４ 原子力事業者等は、監視測定のための
設備に係る要求事項への不適合が判明
した場合においては、従前の監視測定
の結果の妥当性を評価し、これを記録
しなければならない。 

 (4) 組織は、監視測定のための設備に係る要求事項
への不適合が判明した場合においては、従前の監
視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録す
る。（4.2.4参照） 

(4) 組織は，監視測定のための設備に係る要求事項
への不適合が判明した場合においては，従前の監
視測定の結果の妥当性を評価し，これを記録す
る。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

358.  ５ 原子力事業者等は、前項の場合におい
て、当該監視測定のための設備及び同
項の不適合により影響を受けた機器等
又は個別業務について、適切な措置を
講じなければならない。 

 (5) 組織は、(4)の場合において、当該監視測定の
ための設備および(4)の不適合により影響を受けた
機器等または個別業務について、適切な措置を講
じる。 

(5) 組織は，(4)の場合において，当該監視測定のた
めの設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器
等又は個別業務について，適切な措置を講じる。 

 

359.  ６ 原子力事業者等は、監視測定のための
設備の校正及び検証の結果の記録を作
成し、これを管理しなければならない。 

 (6) 組織は、監視測定のための設備の校正および検
証の結果の記録を作成し、これを管理する。
（4.2.4参照） 

(6) 組織は，監視測定のための設備の校正及び検証
の結果の記録を作成し，これを管理する。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

360.  ７ 原子力事業者等は、監視測定において
ソフトウェアを使用することとしたと
きは、その初回の使用に当たり、あらか
じめ、当該ソフトウェアが意図したと
おりに当該監視測定に適用されている
ことを確認しなければならない。 

 (7) 組織は、監視測定においてソフトウェアを使用
することとしたときは、その初回の使用にあた
り、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したと
おりに当該監視測定に適用されていることを確認
する。 

(7) 組織は，監視測定においてソフトウェアを使用
することとしたときは，その初回の使用に当た
り，あらかじめ，当該ソフトウェアが意図したと
おりに当該監視測定に適用されていることを確認
する。 

 

361.  第六章 評価及び改善 第六章 評価及び改善 ８ 評価および改善 8．評価及び改善  

362.  （監視測定、分析、評価及び改善） （監視測定、分析、評価及び改善） 8.1 監視測定、分析、評価および改善 8.1 監視測定，分析，評価及び改善  

363.  第四十四条 原子力事業者等は、監視測
定、分析、評価及び改善に係るプロセスを
計画し、実施しなければならない。 

１ 第 1項に規定する「監視測定、分析、
評価及び改善に係るプロセス」には、
取り組むべき改善に関係する部門の管
理者等の要員を含め、組織が当該改善
の必要性、方針、方法等について検討
するプロセスを含む。 

 

(1) 組織は、監視測定、分析、評価および改善のプ
ロセス（取り組むべき改善に関係する部門の管理
者等の要員を含め、組織が当該改善の必要性、方
針、方法等について検討するプロセスを含む。）を
計画し、実施する。 

(1) 組織は，監視測定，分析，評価及び改善に係る
プロセスを計画し，実施する。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 

364.       

365.       

366.       

367.       

368.  ２原子力事業者等は、要員が前項の監視
測定の結果を利用できるようにしなけ
ればならない。 

２ 第 2項に規定する「要員が前項の監視
測定の結果を利用できるようにしなけ
ればならない」とは、要員が情報を容
易に取得し、改善活動に用いることが
できる体制があることをいう。 

(2) 組織は、要員が(1)の監視測定の結果を利用で
きるようにする。 

 

(2) 組織は，要員が(1)の監視測定の結果を利用でき
るようにする。 

 

369.       

370.    8.2 監視および測定 8.2 監視及び測定  

371.  （組織の外部の者の意見） （組織の外部の者の意見） 8.2.1 組織の外部の者の意見 
組織は「原子力品質マネジメントシステム管理マニ
ュアル」、「泊発電所品質マネジメントシステム計画
管理要領」および「原子力監査マニュアル」を定
め、これに従い次の事項を実施する。 
 

8.2.1 組織の外部の者の意見  
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 
 

372.  第四十五条 原子力事業者等は、監視測定
の一環として、原子力の安全の確保に対
する組織の外部の者の意見を把握しなけ
ればならない。 
 

１ 第 1項に規定する「組織の外部の者の
意見を把握」には、例えば、外部監査
結果の把握、地元自治体及び地元住民
の保安活動に関する意見の把握並びに
原子力規制委員会の指摘等の把握があ
る。 

(1) 組織は、監視測定の一環として、原子力の安全
の確保に対する組織の外部の者の意見を把握す
る。 

 

(1) 組織は，監視測定の一環として，原子力の安全
の確保に対する組織の外部の者の意見を把握す
る。 

 

373.  ２ 原子力事業者等は、前項の意見の把握
及び当該意見の反映に係る方法を明確
に定めなければならない。 

 (2) 組織は、(1)の意見の把握および当該意見の反
映に係る方法を定める。 

 

(2) 組織は，(1)の意見の把握及び当該意見の反映に
係る方法を明確に定める。 

 

374.  （内部監査） （内部監査） 8.2.2 内部監査 8.2.2 内部監査  

375.  第四十六条 原子力事業者等は、品質マネ
ジメントシステムについて、次に掲げる
要件への適合性を確認するために、保安
活動の重要度に応じて、あらかじめ定め
られた間隔で、客観的な評価を行う部門
その他の体制により内部監査を実施しな
ければならない。 

１ 第 1項に規定する「客観的な評価を行
う部門その他の体制により内部監査を
実施」するに当たり、重大事故の発生
及び拡大の防止に必要な措置が要求さ
れていない原子力施設においては、内
部監査の対象に関与していない要員に
実施させることができる。 

 

(1) 組織は、品質マネジメントシステムについて、
次に掲げる要件への適合性を確認するために、保
安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた
間隔で、客観的な評価を行う部門により内部監査
を実施する。 

   

(1) 組織は，品質マネジメントシステムについて，
次に掲げる要件への適合性を確認するために，保
安活動の重要度に応じて，あらかじめ定められた
間隔で，客観的な評価を行う部門その他の体制に
より内部監査を実施する。 

保安規定においては、具体的な実施箇所
（原子力監査室）を考慮 

376.  一 この規則の規定に基づく品質マネジ
メントシステムに係る要求事項 

 

 ａ．本品質マネジメントシステム計画に基づく品質
マネジメントシステムに係る要求事項 

 

a) 品質管理に関する事項に基づく品質マネジメント
システムに係る要求事項 

用いる用語の違いによる差異 
 

377.  二 実効性のある実施及び実効性の維持 
 

 ｂ．実効性のある実施および実効性の維持 
 

b) 実効性のある実施及び実効性の維持  

378.  ２原子力事業者等は、内部監査の判定基
準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定
めなければならない。 

 
 

 (2) 組織は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻
度、方法および責任を定める。 

 

(2) 組織は，内部監査の判定基準，監査範囲，頻
度，方法及び責任を定める。 

 

379.  ３原子力事業者等は、内部監査の対象と
なり得る部門、個別業務、プロセスその
他の領域(以下単に「領域」という。)の

 (3) 組織は、内部監査の対象となり得る部門、個別
業務、プロセスその他の領域（以下、「領域」と
いう。）の状態および重要性ならびに従前の監査

(3) 組織は，内部監査の対象となり得る部門，個別
業務，プロセスその他の領域（以下「領域」とい
う。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

状態及び重要性並びに従前の監査の結
果を考慮して内部監査の対象を選定
し、かつ、内部監査の実施に関する計画
(以下「内部監査実施計画」という。)を
策定し、及び実施することにより、内部
監査の実効性を維持しなければならな
い。 

の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、か
つ、内部監査の実施に関する計画（以下、「内部
監査実施計画」という。）を策定し、および実施
することにより、内部監査の実効性を維持する。 

 
 

を考慮して内部監査の対象を選定し，かつ，内部
監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計
画」という。）を策定し，及び実施することによ
り，内部監査の実効性を維持する。 

380.  ４ 原子力事業者等は、内部監査を行う要
員(以下「内部監査員」という。)の選定
及び内部監査の実施においては、客観
性及び公平性を確保しなければならな
い。 

 (4) 組織は、内部監査を行う要員（以下、「内部監
査員」という。）の選定および内部監査の実施に
おいては、客観性および公平性を確保する。 

 

(4) 組織は，内部監査を行う要員（以下「内部監査
員」という。）の選定及び内部監査の実施におい
ては，客観性及び公平性を確保する。 

 

381.  ５原子力事業者等は、内部監査員又は管
理者に自らの個別業務又は管理下にあ
る個別業務に関する内部監査をさせて
はならない。 

 (5) 組織は、内部監査員または管理者に自らの個別
業務または管理下にある個別業務に関する内部監
査をさせない。 

 

(5) 組織は，内部監査員又は管理者に自らの個別業
務又は管理下にある個別業務に関する内部監査を
させない。 

 

382.  ６ 原子力事業者等は、内部監査実施計画
の策定及び実施並びに内部監査結果の
報告並びに記録の作成及び管理につい
て、その責任及び権限並びに内部監査
に係る要求事項を手順書等に定めなけ
ればならない。 

２ 第 6項に規定する「権限」には、必要
に応じ、内部監査員又は内部監査を実
施した部門が内部監査結果を経営責任
者に直接報告する権限を含む。 

(6) 組織は、内部監査実施計画の策定および実施な
らびに内部監査結果の報告ならびに記録の作成お
よび管理(4.2.4参照)について、その責任および権
限（必要に応じ、内部監査員または内部監査を実
施した部門が内部監査結果を社長に直接報告する
権限を含む。）ならびに内部監査に係る要求事項を
「原子力監査マニュアル」に定める。 

 

(6) 組織は，内部監査実施計画の策定及び実施並び
に内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理
について，その責任及び権限並びに内部監査に係
る要求事項を，手順書等に定める。 

 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

383.       

384.  ７ 原子力事業者等は、内部監査の対象と
して選定された領域に責任を有する管
理者に内部監査結果を通知しなければ
ならない。 

 

 (7) 組織は、内部監査の対象として選定された領域
に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

 
 

(7) 組織は，内部監査の対象として選定された領域
に責任を有する管理者に内部監査結果を通知す
る。 

 

385.  ８ 原子力事業者等は、不適合が発見され
た場合には、前項の通知を受けた管理
者に、不適合を除去するための措置及
び是正処置を遅滞なく講じさせるとと
もに、当該措置の検証を行わせ、その結
果を報告させなければならない。 

 (8) 組織は、不適合が発見された場合には、(7)の通
知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置
および是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当
該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。
(8.5.2参照) 

 

(8) 組織は，不適合が発見された場合には，(7)の通
知を受けた管理者に，不適合を除去するための措
置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに，
当該措置の検証を行わせ，その結果を報告させ
る。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

386.  （プロセスの監視測定） （プロセスの監視測定） 8.2.3 プロセスの監視測定 8.2.3 プロセスの監視測定  

387.  第四十七条 原子力事業者等は、プロセス
の監視測定を行う場合においては、当該
プロセスの監視測定に見合う方法によ
り、これを行わなければならない。 
 

１ 第 1項に規定する「監視測定」の対象
には、機器等及び保安活動に係る不適
合についての弱点のある分野及び強化
すべき分野等に関する情報を含む。 

２ 第 1項に規定する「監視測定」の方法
には、次の事項を含む。 

・監視測定の実施時期 
・監視測定の結果の分析及び評価の方法

並びに時期 

(1) 組織は、プロセスの監視測定（対象には、機器
等および保安活動に係る不適合についての弱点の
ある分野および強化すべき分野等に関する情報を
含む。）を行う場合においては、当該プロセスの監
視測定に見合う方法により、これを行う。 

 監視測定の方法には、次の事項を含む。 
ａ．監視測定の実施時期 
ｂ．監視測定の結果の分析および評価の方法ならび
に時期 

 

(1) 組織は，プロセスの監視測定を行う場合におい
ては，当該プロセスの監視測定に見合う方法によ
りこれを行う。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 

388.  ２ 原子力事業者等は、前項の監視測定の
実施に当たり、保安活動の重要度に応
じて、保安活動指標を用いなければな
らない。 

 (2) 組織は、(1)の監視測定の実施にあたり、保安
活動の重要度に応じて、保安活動指標（PI：
Performance Indicator）を用いる。 

(2) 組織は，(1)の監視測定の実施に当たり，保安活
動の重要度に応じて，保安活動指標を用いる。 

保安規定においては、社内規程の用語との紐
付けのため（Performance Indicator）を記
載 
 

389.  ３ 原子力事業者等は、第一項の方法によ
り、プロセスが第十三条第一項及び第
二十三条第一項の計画に定めた結果を
得ることができることを実証しなけれ
ばならない。 

 (3) 組織は、(1)の方法により、プロセスが
5.4.2(1)および7.1(1)の計画に定めた結果を得る
ことができることを実証する。 

 

(3) 組織は，(1)の方法により，プロセスが5.4.2(1)
及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができ
ることを実証する。 

 

390.  ４ 原子力事業者等は、第一項の監視測定
の結果に基づき、保安活動の改善のた
めに、必要な措置を講じなければなら
ない。 

 (4) 組織は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安
活動の改善のために、必要な措置を講じる。 

 

(4) 組織は，(1)の監視測定の結果に基づき，保安活
動の改善のために，必要な措置を講じる。 

 

391.  ５ 原子力事業者等は、第十三条第一項及
び第二十三条第一項の計画に定めた結
果を得ることができない場合又は当該
結果を得ることができないおそれがあ
る場合においては、個別業務等要求事

 (5) 組織は、5.4.2(1)および7.1(1)の計画に定めた
結果を得ることができない場合または当該結果を
得ることができないおそれがある場合において
は、個別業務等要求事項への適合性を確保するた
めに、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に

(5) 組織は，5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結
果を得ることができない場合又は当該結果を得る
ことができないおそれがある場合においては，個
別業務等要求事項への適合性を確保するために，
当該プロセスの問題を特定し，当該問題に対して
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

項への適合性を確保するために、当該
プロセスの問題を特定し、当該問題に
対して適切な措置を講じなければなら
ない。 

 

対して適切な措置を講じる。 
 

適切な措置を講じる。 

392.  （機器等の検査等） （機器等の検査等） 8.2.4 機器等の検査等 
組織は、「原子力関係検査および試験管理マニュア
ル」、「泊発電所試験および検査の管理要領」および「泊
発電所検査・試験要員の独立の程度に係る運用要領」
を定め、これに従い次の事項を実施する。 

8.2.4 機器等の検査等  
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

393.  第四十八条 原子力事業者等は、機器等に
係る要求事項への適合性を検証するため
に、個別業務計画に従って、個別業務の実
施に係るプロセスの適切な段階におい
て、使用前事業者検査等又は自主検査等
を実施しなければならない。 

 (1) 組織は、機器等に係る要求事項への適合性を検
証するために、個別業務計画に従って、個別業務
の実施に係るプロセスの適切な段階において、使
用前事業者検査等または自主検査等を実施する。 

 

(1) 組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検
証するために，個別業務計画に従って，個別業務
の実施に係るプロセスの適切な段階において，使
用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

 
 
 

394.  ２ 原子力事業者等は、使用前事業者検査
等又は自主検査等の結果に係る記録を
作成し、これを管理しなければならな
い。 

１ 第 2 項に規定する「使用前事業者検
査等又は自主検査等の結果に係る記
録」には、必要に応じ、検査において
使用した試験体や計測機器等に関する
記録を含む。 

(2) 組織は、使用前事業者検査等または自主検査等
の結果に係る記録（必要に応じ、検査において使
用した試験体や計測機器等に関する記録を含む。）
を作成し、これを管理する。(4.2.4参照) 

(2) 組織は，使用前事業者検査等又は自主検査等の
結果に係る記録を作成し，これを管理する。 

 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

395.  ３ 原子力事業者等は、プロセスの次の段
階に進むことの承認を行った要員を特
定することができる記録を作成し、こ
れを管理しなければならない。 

 (3) 組織は、プロセスの次の段階に進むことの承認
を行った要員を特定することができる記録を作成
し、これを管理する。(4.2.4参照) 

 

(3) 組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を
行った要員を特定することができる記録を作成し，
これを管理する。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

396.  ４ 原子力事業者等は、個別業務計画に基
づく使用前事業者検査等又は自主検査
等を支障なく完了するまでは、プロセ
スの次の段階に進むことの承認をして
はならない。ただし、当該承認の権限を
持つ要員が、個別業務計画に定める手
順により特に承認をする場合は、この
限りでない。 

 (4) 組織は、個別業務計画に基づく使用前事業者検
査等または自主検査等を支障なく完了するまで
は、プロセスの次の段階に進むことの承認をしな
い。ただし、当該承認の権限をもつ要員が、個別
業務計画に定める手順により特に承認をする場合
は、この限りではない。 

 

(4) 組織は，個別業務計画に基づく使用前事業者検査
等又は自主検査等を支障なく完了するまでは，プロ
セスの次の段階に進むことの承認をしない。ただ
し，当該承認の権限を持つ要員が，個別業務計画に
定める手順により特に承認をする場合は，この限り
でない。 

 

397.  ５ 原子力事業者等は、保安活動の重要度
に応じて、使用前事業者検査等の独立
性(使用前事業者検査等を実施する要
員をその対象となる機器等を所管する
部門に属する要員と部門を異にする要
員とすることその他の方法により、使
用前事業者検査等の中立性及び信頼性
が損なわれないことをいう。)を確保し
なければならない。 

 

２ 第 5項に規定する「使用前事業者検査
等の独立性(使用前事業者検査等を実
施する要員をその対象となる機器等を
所管する部門に属する要員と部門を異
にする要員とすることその他の方法に
より、使用前事業者検査等の中立性及
び信頼性が損なわれないことをいう。)
を確保」するに当たり、重大事故の発
生及び拡大の防止に必要な措置が要求
されていない原子力施設においては、
当該使用前事業者検査等の対象となる
機器等の工事(補修、取替え、改造等)
又は点検に関与していない要員に使用
前事業者検査等を実施させることがで
きる。 

３第 5 項に規定する「部門を異にする要
員とすること」とは、使用前事業者検
査等を実施する要員と当該検査対象と
なる機器等を所管する部門に属する要
員が、原子力施設の保安規定に規定す
る職務の内容に照らして、別の部門に
所属していることをいう。 

４ 第 5項に規定する「使用前事業者検査
等の中立性及び信頼性が損なわれない
こと」とは、使用前事業者検査等を実
施する要員が、当該検査等に必要な力
量を持ち、適正な判定を行うに当たり、
何人からも不当な影響を受けることな
く、当該検査等を実施できる状況にあ
ることをいう。 

(5) 組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事
業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施
する要員をその対象となる機器等を所管する部門
に属する要員と部門を異にする要員とすることそ
の他の方法により、使用前事業者検査等の中立性
および信頼性が損なわれないことをいう。）を確保
する。 

 
 

(5) 組織は，保安活動の重要度に応じて，使用前事業
者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施する
要員をその対象となる機器等を所管する部門に属
する要員と部門を異にする要員とすることその他
の方法により，使用前事業者検査等の中立性及び信
頼性が損なわれないことをいう。）を確保する。 

 
 
 
 

398.  ６ 前項の規定は、自主検査等について準
用する。この場合において、「部門を異
にする要員」とあるのは「必要に応じて

 (6) 組織は、保安活動の重要度に応じて、自主検査
等の独立性（自主検査等を実施する要員をその対
象となる機器等を所管する部門に属する要員と必

(6) 組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等
の独立性（自主検査等を実施する要員をその対象と
なる機器等を所管する部門に属する要員と必要に
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

部門を異にする要員」と読み替えるも
のとする。 

要に応じて部門を異にする要員とすることその他
の方法により、自主検査等の中立性および信頼性
が損なわれないことをいう。）を確保する。 

 

応じて部門を異にする要員とすることその他の方
法により，自主検査等の中立性及び信頼性が損なわ
れないことをいう。）を確保する。 

 

399.  （不適合の管理） （不適合の管理） 8.3 不適合の管理 8.3 不適合の管理  

400.  第四十九条 原子力事業者等は、個別業
務等要求事項に適合しない機器等が使用
され、又は個別業務が実施されることが
ないよう、当該機器等又は個別業務を特
定し、これを管理しなければならない。 

１ 第 1項に規定する「当該機器等又は個
別業務を特定し、これを管理しなけれ
ばならない」とは、不適合が確認され
た機器等又は個別業務が識別され、不
適合が全て管理されていることをい
う。 

(1) 組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器
等が使用され、または個別業務が実施されること
がないよう、当該機器等または個別業務を特定
し、これを管理する。 

 

(1) 組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器
等が使用され，又は個別業務が実施されることが
ないよう，当該機器等又は個別業務を特定し，こ
れを管理する。 

 

401.  ２ 原子力事業者等は、不適合の処理に係
る管理並びにそれに関連する責任及び
権限を手順書等に定めなければならな
い。 

２ 第 2項に規定する「不適合の処理に係
る管理」には、不適合を関連する管理
者に報告することを含む。 

(2) 組織は、不適合の処理に係る管理（不適合を関
連する管理者に報告することを含む。）ならびにそ
れに関連する責任および権限を「原子力改善措置
活動管理マニュアル」、「泊発電所改善措置活動管
理要領」および「原子力監査マニュアル」に定め
る。 

 

(2) 組織は，不適合の処理に係る管理並びにそれに
関連する責任及び権限を手順書等に定める。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

402.  ３ 原子力事業者等は、次に掲げる方法
のいずれかにより、不適合を処理しな
ければならない。 

 (3) 組織は、次に掲げる方法のいずれかにより、不
適合を処理する。 

 

(3) 組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適
合を処理する。 

 

403.  一 発見された不適合を除去するための
措置を講ずること。 

 

 ａ．発見された不適合を除去するための措置を講ず
る。 

 

a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずる
こと。 

 

404.  二 不適合について、あらかじめ定められ
た手順により原子力の安全に及ぼす影
響について評価し、機器等の使用又は
個別業務の実施についての承認を行う
こと(以下「特別採用」という。)。 

 ｂ．不適合について、あらかじめ定められた手順に
より原子力の安全に及ぼす影響について評価し、
機器等の使用または個別業務の実施についての承
認を行う（以下、「特別採用」という）。 

 

b) 不適合について，あらかじめ定められた手順によ
り原子力の安全に及ぼす影響について評価し，機器
等の使用又は個別業務の実施についての承認を行
うこと（以下「特別採用」という。）。 

 

405.  三機器等の使用又は個別業務の実施がで
きないようにするための措置を講ずる
こと。 

 ｃ．機器等の使用または個別業務の実施ができない
ようにするための措置を講ずる。 

 

c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないよう
にするための措置を講ずること。 

 

406.  四 機器等の使用又は個別業務の実施後
に発見した不適合については、その不
適合による影響又は起こり得る影響に
応じて適切な措置を講ずること。 

 ｄ．機器等の使用または個別業務の実施後に発見し
た不適合については、その不適合による影響また
は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずる。 

 

d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不
適合については，その不適合による影響又は起こり
得る影響に応じて適切な措置を講ずること。 

 

407.  ４ 原子力事業者等は、不適合の内容の記
録及び当該不適合に対して講じた措置
(特別採用を含む。)に係る記録を作成
し、これを管理しなければならない。 

 (4) 組織は、不適合の内容の記録および当該不適合
に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記
録を作成し、これを管理する。(4.2.4参照) 

 

(4) 組織は，不適合の内容の記録及び当該不適合に対
して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録を
作成し，これを管理する。 

 

408.  ５ 原子力事業者等は、第三項第一号の措
置を講じた場合においては、個別業務
等要求事項への適合性を実証するため
の検証を行わなければならない。 

 (5) 組織は、(3)aの措置を講じた場合においては、
個別業務等要求事項への適合性を実証するための
検証を行う。 

 

(5) 組織は，(3)a)の措置を講じた場合においては，
個別業務等要求事項への適合性を実証するための
検証を行う。 

 

409.    (6) 組織は、原子炉施設の保安の向上を図る観点か
ら、公開基準を｢泊発電所トラブル対応マニュア
ル｣に定め、その基準に従い不適合の内容をニュー
シアへ登録することにより情報の公開を行う。 

 

 保安規定の審査基準に基づき、保安規定にお
いては、情報の公開を記載。 

410.  （データの分析及び評価） （データの分析及び評価） 8.4 データの分析および評価 
組織は、「原子力品質マネジメントシステム管理マニ
ュアル」、「泊発電所品質マネジメントシステム計画管
理要領」および「原子力監査マニュアル」を定め、こ
れに従い次の事項を実施する。 

8.4 データの分析及び評価  
保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

411.  第五十条 原子力事業者等は、品質マネジ
メントシステムが実効性のあるものであ
ることを実証するため、及び当該品質マ
ネジメントシステムの実効性の改善の必
要性を評価するために、適切なデータ(監
視測定の結果から得られたデータ及びそ
れ以外の関連情報源からのデータを含
む。)を明確にし、収集し、及び分析しな
ければならない。 

１ 第 1項に規定する「品質マネジメント
システムの実効性の改善」には、品質
マネジメントシステムの実効性に関す
るデータ分析の結果、課題や問題が確
認されたプロセスを抽出し、当該プロ
セスの改良、変更等を行い、品質マネ
ジメントシステムの実効性を改善する
ことを含む。 

 

(1) 組織は、品質マネジメントシステムが実効性の
あるものであることを実証するため、および当該
品質マネジメントシステムの実効性の改善（品質
マネジメントシステムの実効性に関するデータ分
析の結果、課題や問題が確認されたプロセスを抽
出し、当該プロセスの改良、変更等を行い、品質
マネジメントシステムの実効性を改善することを
含む。）の必要性を評価するために、適切なデータ
（監視測定の結果から得られたデータおよびそれ
以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確に
し、収集し、および分析する。 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムが実効性のあ
るものであることを実証するため，及び当該品質マ
ネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評
価するために，適切なデータ(監視測定の結果から
得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からの
データを含む。)を明確にし，収集し，及び分析する。 

 
 
 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

412.  ２ 原子力事業者等は、前項のデータの分
析及びこれに基づく評価を行い、次に
掲げる事項に係る情報を得なければな
らない。 

 (2) 組織は、(1)のデータの分析およびこれに基づ
く評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得
る。 

 

(2) 組織は，(1)のデータの分析及びこれに基づく評
価を行い，次に掲げる事項に係る情報を得る。 

 

413.  一組織の外部の者からの意見の傾向及び
特徴その他分析により得られる知見 

 

 ａ．組織の外部の者からの意見の傾向および特徴そ
の他分析により得られる知見(8.2.1参照) 

 

a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他
分析により得られる知見 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

414.  二 個別業務等要求事項への適合性  ｂ．個別業務等要求事項への適合性（8.2.3および
8.2.4参照） 

 

b) 個別業務等要求事項への適合性 保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

415.  三 機器等及びプロセスの特性及び傾向
(是正処置を行う端緒となるものを含
む。) 

２ 第 2項第 3号に規定する「是正処置を
行う端緒」とは、不適合には至らない
機器等及びプロセスの特性及び傾向か
ら得られた情報に基づき、是正処置の
必要性について検討する機会を得るこ
とをいう。 

ｃ．機器等およびプロセスの特性および傾向（是正
処置を行う端緒となるものを含む。）（8.2.3および
8.2.4参照） 

 

c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を
行う端緒となるものを含む。） 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

416.  四 調達物品等の供給者の供給能力  ｄ．調達物品等の供給者の供給能力（7.4参照） d) 調達物品等の供給者の供給能力 保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 

417.    8.5 改善 8.5 改善  

418.  （継続的な改善） （継続的な改善） 8.5.1 継続的な改善 8.5.1 継続的な改善  

419.  第五十一条 原子力事業者等は、品質マ
ネジメントシステムの継続的な改善を行
うために、品質方針及び品質目標の設定、
マネジメントレビュー及び内部監査の結
果の活用、データの分析並びに是正処置
及び未然防止処置の評価を通じて改善が
必要な事項を明確にするとともに、当該
改善の実施その他の措置を講じなければ
ならない。 

１ 第 51 条に規定する「品質マネジメン
トシステムの継続的な改善」とは、品
質マネジメントシステムの実効性を向
上させるための継続的な活動をいう。 

組織は、品質マネジメントシステムの継続的な改善
を行うために、品質方針および品質目標の設定、マ
ネジメントレビューおよび内部監査の結果の活用、
データの分析ならびに是正処置および未然防止処置
の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとと
もに、当該改善の実施その他の措置を講じる。 
 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善
を行うために，品質方針及び品質目標の設定，マネ
ジメントレビュー及び内部監査の結果の活用，デー
タの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を
通じて改善が必要な事項を明確にするとともに，当
該改善の実施その他の措置を講じる。 

 

420.  （是正処置等） （是正処置等） 8.5.2 是正処置等 
  

8.5.2 是正処置等  

421.  第五十二条 原子力事業者等は、個々の
不適合その他の事象が原子力の安全に及
ぼす影響に応じて、次に掲げるところに
より、速やかに適切な是正処置を講じな
ければならない。 

 (1) 組織は、個々の不適合その他の事象が原子力の
安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところに
より、速やかに適切な是正処置を講じる。 

 

(1) 組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の
安全に及ぼす影響に応じて，次に掲げるところに
より，速やかに適切な是正処置を講じる。 

 

422.       

423.  一 是正処置を講ずる必要性について、次
に掲げる手順により評価を行うこと。 

 ａ．是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手
順により評価を行う。 

 

a) 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順
により評価を行う。 

 

424.  イ 不適合その他の事象の分析及び当該
不適合の原因の明確化 

１ 第 1項第 1号イに規定する「不適合そ
の他の事象の分析」には、次の事項を
含む。 

 ・情報の収集及び整理 
 ・技術的、人的及び組織的側面等の考

慮 
２第 1 項第 1 号イに規定する「原因の明

確化」には、必要に応じて、日常業務
のマネジメントや安全文化の弱点のあ
る分野及び強化すべき分野との関係を
整理することを含む。 

(a) 不適合その他の事象の分析（情報の収集および
整理、ならびに技術的、人的および組織的側面等
の考慮を含む。）および当該不適合の原因の明確化
（必要に応じて、日常業務のマネジメントや安全
文化の弱点のある分野および強化すべき分野との
関係を整理することを含む。） 

 

(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原
因の明確化 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
 

425.  ロ 類似の不適合その他の事象の有無又
は当該類似の不適合その他の事象が発
生する可能性の明確化 

 (b) 類似の不適合その他の事象の有無または当該類
似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確
化 

(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似
の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化 

 

426.  二 必要な是正処置を明確にし、実施する
こと。 

 ｂ．必要な是正処置を明確にし、実施する。 
 

b) 必要な是正処置を明確にし，実施する。  

427.  三 講じた全ての是正処置の実効性の評
価を行うこと。 

 ｃ．講じた全ての是正処置の実効性の評価（有効性
のレビュー）を行う。 

c) 講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。 保安規定においては、社内規程の用語との紐
付けのため（有効性のレビュー）を記載。 

428.  四 必要に応じ、計画において決定した保
安活動の改善のために講じた措置を変
更すること。 

（第 19条再掲） 
６ 第 13 号に規定する「保安活動の改善

のために講じた措置」には、品質方針
に影響を与えるおそれのある組織の内
外の課題を明確にし、当該課題に取り

ｄ．必要に応じ、計画において決定した保安活動の
改善のために講じた措置（品質方針に影響を与え
るおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当
該課題に取り組むことを含む。）を変更する。 

d) 必要に応じ，計画において決定した保安活動の改
善のために講じた措置を変更する。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

組むことを含む。 
429.  五 必要に応じ、品質マネジメントシステ

ムを変更すること。 
 ｅ．必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更

する。 
 

e) 必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更す
る。 

 

430.  六 原子力の安全に及ぼす影響の程度が
大きい不適合に関して、根本的な原因
を究明するために行う分析の手順を確
立し、実施すること。 

３第 1 項第 6 号に規定する「原子力の安
全に及ぼす影響の程度が大きい不適
合」には、単独の事象では原子力の安
全に及ぼす影響の程度は小さいが、同
様の事象が繰り返し発生することによ
り、原子力の安全に及ぼす影響の程度
が増大するおそれのあるものを含む。 

 

ｆ．原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適
合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響の
程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生する
ことにより、原子力の安全に及ぼす影響の程度が
増大するおそれのあるものを含む。）に関して、根
本的な原因を究明するために行う分析の手順を確
立し、実施する。 

f) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合
に関して，根本的な原因を究明するために行う分
析の手順を確立し，実施する。 

保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
 

431.  七 講じた全ての是正処置及びその結果
の記録を作成し、これを管理すること。 

 ｇ．講じた全ての是正処置およびその結果の記録を
作成し、これを管理する。(4.2.4参照) 

 

g) 講じたすべての是正処置及びその結果の記録を作
成し，これを管理する。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

432.  ２ 原子力事業者等は、前項各号に掲げる
事項について、手順書等に定めなけれ
ばならない。 

 (2) 組織は、(1)に掲げる事項について、「原子力改
善措置活動管理マニュアル」、「泊発電所改善措置
活動管理要領」および「原子力監査マニュアル」
に定める。 
 

 

(2) 組織は，(1)に掲げる事項について，手順書等に
定める。 

保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

433.  ３ 原子力事業者等は、手順書等に基づ
き、複数の不適合その他の事象に係る
情報から類似する事象に係る情報を抽
出し、その分析を行い、当該類似の事象
に共通する原因を明確にした上で、適
切な措置を講じなければならない。 

４ 第 3 項に規定する「適切な措置を講
じなければならない」とは、第 1 項の
規定のうち必要なものについて実施す
ることをいう。 

(3) 組織は、手順書等に基づき、複数の不適合その
他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報
を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共
通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じ
る。 

 

(3) 組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その
他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報
を抽出し，その分析を行い，当該類似の事象に共
通する原因を明確にした上で，適切な措置を講じ
る。 

 

434.  （未然防止処置） （未然防止処置） 8.5.3 未然防止処置 
  

8.5.3 未然防止処置  

435.  第五十三条 原子力事業者等は、原子力施
設その他の施設の運転経験等の知見を収
集し、自らの組織で起こり得る不適合の
重要性に応じて、次に掲げるところによ
り、適切な未然防止処置を講じなければ
ならない。 
 

 

１ 第 1項に規定する「自らの組織で起こ
り得る不適合」には、原子力施設その
他の施設における不適合その他の事象
が自らの施設で起こる可能性について
分析を行った結果、特定した問題を含
む。 

(1) 組織は、原子力施設その他の施設の運転経験等
の知見（ＰＷＲ事業者連絡会で取り扱う技術情報
およびニューシア登録情報を含む。）を収集し、自
らの組織で起こり得る不適合（原子力施設その他
の施設における不適合その他の事象が自らの施設
で起こる可能性について分析を行った結果、特定
した問題を含む。）の重要性に応じて、次に掲げる
ところにより、適切な未然防止処置を講じる。 

 

(1) 組織は，原子力施設その他の施設の運転経験等
の知見を収集し，自らの組織で起こり得る不適合
の重要性に応じて，次に掲げるところにより，適
切な未然防止処置を講じる。 

保安規定の審査基準に基づき、保安規定にお
いては、ＰＷＲ事業者連絡会等を記載。 
 
保安規定においては、品管規則の解釈を反映 
 
 

436.       

437.  一 起こり得る不適合及びその原因につ
いて調査すること。 
 

 ａ．起こり得る不適合およびその原因について調査
する。 

a) 起こり得る不適合及びその原因について調査す
る。 

 

438.  二 未然防止処置を講ずる必要性につい
て評価すること。 

 ｂ．未然防止処置を講ずる必要性について評価す
る。 

 

b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。  

439.  三 必要な未然防止処置を明確にし、実施
すること。 

 ｃ．必要な未然防止処置を明確にし、実施する。 
 

c) 必要な未然防止処置を明確にし，実施する。  

440.  四 講じた全ての未然防止処置の実効性

の評価を行うこと。 

 

 ｄ．講じた全ての未然防止処置の実効性の評価（有
効性のレビュー）を行う。 

 

d) 講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行
う。 

保安規定においては、社内規程の用語との紐
付けのため（有効性のレビュー）を記載。 

441.  五 講じた全ての未然防止処置及びその
結果の記録を作成し、これを管理する
こと。 

 

 ｅ．講じた全ての未然防止処置およびその結果の記
録を作成し、これを管理する。(4.2.4参照) 

 

e) 講じたすべての未然防止処置及びその結果の記録
を作成し，これを管理する。 

保安規定においては、3条中の関連する箇条
との紐付けを実施 
 

442.  ２ 原子力事業者等は、前項各号に掲げる
事項について、手順書等に定めなけれ
ばならない。 

 (2) 組織は、(1)に掲げる事項について、「原子力ト
ラブル情報検討マニュアル」、「泊発電所トラブル
情報検討要領」および「原子力監査マニュアル」
に定める。 

 

(2) 組織は，(1)に掲げる事項について，手順書等に
定める。 

保安規定においては、具体的な社内規程名を
記載 

443.  第七章 使用者に関する特例 
(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質
を使用しない使用施設等に係る品質管理
に必要な体制) 

第七章 使用者に関する特例 
（令第 41 条各号に掲げる核燃料物質を

使用しない使用施設等に係る品質管理
に必要な体制） 

（対象外）   

444.  第五十四条使用者(令第四十一条各号に １ 第 2項に規定する「原子力の安全がそ （対象外）   
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No 品管規則 品管規則解釈 
保安規定第 3条（案） 

（北海道） 

設置許可本文 11号 

（北海道） 

設置許可本文 11号と 

保安規定第 3条（案）との差異説明 

掲げる核燃料物質を使用しない者に限
る。以下同じ。)は、使用施設等の保安の
ための業務に係る品質管理に関し、次に
掲げる措置を講じなければならない。 
一 個別業務に関し、継続的な改善を計画
的に実施し、これを評価すること。 

二 前号の措置に係る記録を作成し、これ
を管理すること。 

 
２ 使用者は、前項に規定する措置に関
し、原子力の安全を確保することの重
要性を認識し、原子力の安全がそれ以
外の事由により損なわれないようにし
なければならない。 

れ以外の事由により損なわれない」に
ついては、本規程第 10 条 1 を準用す
る。 
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資料② 

 

 

 

泊発電所 

 

運転管理業務について 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 
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１．運転管理業務項目の洗い出しについて 

  実用炉規則第９２条第１項第８号イ～ハや保安規定の審査基準で求められる「運転業務」の全体像

を抽出し、抽出した各業務項目と、現在の保安規定条文との関係性を整理した。結果は下表のとおりで

あり、保安規定条文にて要求事項を包含できていないと考えられる業務項目があったため、これらにつ

いて保安規定の検討を実施した。（条文番号は泊発電所の番号を示す。） 

 

番号 洗い出した「運転業務」 現在の条文 備考 

① 要員の確保 第 12条  

② 運転監視 なし  

③ 機器の操作 なし  

④ 警報発信時の対応 なし  

⑤ 事故時の対応 第 89条※1 ※1 原子炉がトリップした場合／トリップ信号が

発信した場合の対応は第 90条 

⑥ 定期検査時の操作 なし  

⑦ 定期点検計画 なし  

⑧ 巡視点検 第 13条 第 118 条（施設管理計画）にて巡視点検の条文

が追加される 

⑨ 業務の引継 第 15条  

⑩ 原子炉起動前の確認 第 16条  

 

２．洗い出した業務項目と保安規定条文の整理について 

  「１．」にて洗い出した各業務項目について、現在の保安規定条文に対応する箇所がある項目はその

業務内容と現在の条文内容を比較し、包含性があることを確認、または包含性のない場合には保安規定

条文内容を拡充する方針とし、内容の確認を実施した。また、現状の保安規定条文に対応する箇所のな

い業務項目は、その業務項目のプロセスの内容を保安規定条文へ反映するための検討を実施し、保安規

定条文を作成することとした。以下、各業務項目における検討内容について記載する。従前の保安規定

条文は黒色、新規制定または条文への追加は赤色の文字にて示す。 

   

  【凡例】 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （条文の内容） 

第○○条 ここに保安規定条文を示す。新規、追加の場合には赤色文字にて示す。 

 

 

 

 

ここに業務フ

ローを示す 

ここに業務フ

ローを示す 

ここに業務フ

ローを示す 
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  ①要員の確保 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されており、新たな条文の記載は不要で

ある。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （運転員の確保） 

第 12 条 発電室長は、原子炉の運転に必要な知識を有する者確保する。なお、原

子炉の運転に必要な知識を有する者とは、原子炉の運転に関する実務の研修を受け

た者をいう。 

２ 発電室長は、原子炉の運転にあたって第１項で定める者の中から、１直あたり

表 12－１に定める人数の者をそろえ、中央制御室あたり５直以上を編成した上で

３交代勤務を行わせる。特別な事情がある場合を除き、連続して 24 時間を超える

勤務を行わせてはならない。また、表 12－１に定める人数のうち、１名は発電課長

（当直）とし、運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中

から専任されたものとする。 

３ 発電課長（当直）は、第２項で定める者のうち、表 12－２に定める人数の者を

運転員Ⅰ以上の者の中から常時中央制御室に確保する。 

 

②運転監視 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから、以下の通り「運転管理業

務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第12条の２ 各課長および発電室長は、モードに応じた原子力安全への影響度を考

慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに、事故等を安全に収束させるた

め、運転管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電課長（当直）は、原子炉施設の運転に関する次の事項を実施する。 

ａ．中央制御室における監視、第13条第１項および第２項の巡視点検によって、施

設の運転監視を実施し、その結果、異状があれば関係する各課長に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

要員計画 

(ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ認定） 

要員確保 

標準人員 

確保 

連絡 

運転監視 

記録確認 

監視パラメータ 

に有意な変化 

監視パラメータ 

評価 

受領 

必要に応じて 

処置 
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③機器の操作 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから、以下の通り「運転管理業

務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

(通常運転時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(作業時) 

(系統管理含む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転管理業務） 

第12条の２ 各課長および発電室長は、モードに応じた原子力安全への影響度を考

慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに、事故等を安全に収束させるた

め、運転管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電課長（当直）は、原子炉施設の運転に関する次の事項を実施する。 

ｂ．運転操作（系統管理を含む）を実施する。 

 

(2) 発電課長（当直）は、関係する各課長の依頼に基づく運転操作（系統管理を含

む）が必要な場合は、第１項(1)ｂによる運転操作（系統管理を含む）を実施する。

また、関係する各課長は、発電課長（当直）から引き渡された系統に対して、必要

な作業を行い、作業完了後に発電課長（当直）へ系統を引き渡す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器操作 

完了 

パラメータ確認 

記録作成・確認 

内容確認、承認 

作業 
隔離 

系統引渡し 

承認 

隔離依頼 

試運転 

系統復旧依頼 

復旧実施、完了 

保修票作成 

関係課の 

内容確認 
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④警報発生時の対応 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから、以下の通り「運転管理業

務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第12条の２ 各課長および発電室長は、モードに応じた原子力安全への影響度を考

慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに、事故等を安全に収束させるた

め、運転管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電課長（当直）は、原子炉施設の運転に関する次の事項を実施する。 

ｃ．原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

⑤事故時の対応 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから、以下の通り「運転管理業

務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第12条の２ 各課長および発電室長は、モードに応じた原子力安全への影響度を考

慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに、事故等を安全に収束させるた

め、運転管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電課長（当直）は、原子炉施設の運転に関する次の事項を実施する。 

ｄ．原子炉施設の設備故障および事故発生時の対応操作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応操作実施 

警報発生 

兆候発生 

必要に応じて 

連絡 
受領 

必要に応じて 

処置 

対応操作実施 

故障、事故 

兆候発生 

必要に応じて 

連絡 
受領 

必要に応じて 

処置 
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⑥定期検査時の操作 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから、以下の通り「運転管理業

務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第12条の２ 各課長および発電室長は、モードに応じた原子力安全への影響度を考

慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに、事故等を安全に収束させるた

め、運転管理に関する次の各号を実施する。 

(1) 発電課長（当直）は、原子炉施設の運転に関する次の事項を実施する。 

ｂ．運転操作（系統管理を含む）を実施する。 

 

(2) 発電課長（当直）は、関係する各課長の依頼に基づく運転操作（系統管理を含

む）が必要な場合は、第１項(1)ｂによる運転操作（系統管理を含む）を実施する。

また、関係する各課長は、発電課長（当直）から引き渡された系統に対して、必要

な作業を行い、作業完了後に発電課長（当直）へ系統を引き渡す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体制の確立 

定検時操作 

計画・実施 

承認 

操作記録作成 
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 ⑦定例試験 

現在の保安規定条文には業務項目のプロセスは包含されていないことから、以下の通り「運転管理業

務」の保安規定条文へ新たな条文を追加する。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （運転管理業務） 

第12条の２ 各課長および発電室長は、モードに応じた原子力安全への影響度を考

慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとともに、事故等を安全に収束させるた

め、運転管理に関する次の各号を実施する。 

(3) 各課長および発電室長は、第３節（第85条から第88条を除く）各条第２項の

運転上の制限を満足していることを確認するために行う原子炉施設の定期的な試

験・確認等の計画を定め、実施する。なお、原子炉起動前の施設および設備の点検

については、第16条に従い実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例試験実施 

定例試験計画 

を策定 

確認 

試験記録作成 

報告 
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⑧巡視点検 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されているものの、118条（施設管理計画）

に巡視点検の条文が追加されることから、運転管理での巡視点検で包含することを示すために、条文へ

一部追記を実施する。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （巡視点検） 

第13条 発電課長（当直）は、毎日１回以上、原子炉施設（原子炉格納容器内、ア

ニュラス内および第105条第１項で定める区域を除く）を巡視し、次の施設および

設備について点検を行う。なお、実施においては、第118条の３第３項に定める観

点を含めて行う。（以下、本条において同じ。） 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源、給排水および排気施設 

２ 発電課長（当直）は、「泊発電所運転要領」に従って、原子炉格納容器内、ア

ニュラス内および第105条第１項で定める区域の監視を行うとともに、原子炉格納

容器内（特に立入りが制限された区域を除く）を巡視し、点検を行う。 

 

【参考】 

(作業管理) 

第 118条の３ 

（中略） 

３ 組織は、原子炉施設の状況を日常的に確認し、偶発故障等の発生も念頭に、設備等が正常な状態から

外れ、または外れる兆候が認められる場合に、適切に正常な状態に回復させることができるよう、本項

および第 13条による巡視点検を定期的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡視点検実施 

必要に応じて 

連絡 
受領 

必要に応じて 

処置 

点検記録作成 

確認 
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⑨業務の引継ぎ 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されており、新たな条文の記載は不要で

ある。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （引継） 

第 15 条 発電課長（当直）は、その業務を次直の発電課長（当直）に引き継ぐ際

には、運転記録および引継日誌を引き渡すとともに、運転状況を申し送る。 

 

 

 

 

 

⑩原子炉起動前の確認 

現在の保安規定条文にて業務項目のプロセスの内容は包含されており、新たな条文の記載は不要で

ある。 

責任箇所 保安規定条文 

運転部門 関係部門 

  （原子炉起動前の確認事項） 

第16条 発電課長（当直）は、原子炉の起動開始までに、次の施設および設備を点

検し、異常の有無を確認する。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源、給排水および排気施設 

２ 発電室長は、最終ヒートアップ開始※１までに、第３節の条文中で定期事業者検

査時に関係課長から発電室長に通知されることとなっている確認項目※２につい

て、通知が完了していることを確認するとともに、その旨を発電課長（当直）に通

知する。 

※１：定期事業者検査の最終段階において、原子炉を臨界にするためにモード５か

らモード４への移行操作を開始することをいう。 

※２：最終ヒートアップ開始以降に実施される確認項目を除く。 

 

 

 

 

 

 

引継日誌作成 

確認 

引継実施 

関連課長から 

原子炉起動前 

確認事項 

完了通知受領 

確認 

引継日誌に記載 

点検実施 

点検記録作成 

確認 
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資料③ 

 

 

 

泊発電所 

 

サーベイランスの実施方法について 

（実条件性能確認） 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 
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実条件性能および定期試験等における確認行為の対応関係について 

 

１．実条件性能確認一覧表の整理について 

許認可に基づく要求事項（実条件性能）の確認範囲のイメージと、定期検査時に実施する定

期試験および月例にて実施する定例試験等にて確認する範囲の対応について整理した。 

許認可に基づく要求事項と定期試験における確認項目の比較（抜粋） 
（例 非常用炉心冷却系（高圧注入系のみ記載）） 

 
 

 
    確認範囲の対応イメージ 

系統名 
実条件性能 

（許認可要求事項） 
定期事業者検査等 月例等試験 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認との差異 実条件性能確認評価 

非 常 用

炉 心 冷

却系 

（51条） 高圧注入系は、原子

炉冷却材喪失等の

想定事象が発生し

た場合に原子炉設

置(変更)許可申請

書にて要求する機

能を満足している

こと。 

 

①機能要求時に自

動起動すること 

②機能要求時に適

切に系統構成され

ること 

③運転性能が要求

機能を満足してい

ること 

 

【要求値(工事計画

書)】 

※［］内は 3号炉 

容量：159[280]m3/h

以上 

揚程：1000[950]m以

上 

（以下省略） 

－ 

 

－ 

 

○原子炉への実注入試験【定事検/月例

等】 

以下の通り、原子炉運転中に実施するこ

とは原子力安全上困難と考える。 

①ほう酸水（燃料取替用水タンク水[3 号

炉は燃料取替用水ピット]）注入による出

力の変動の可能性【月例等】 

②系統圧力上昇による LOCAの誘発

【定事検】 

（以下省略） 

 

 

・フルフローテストラインを用いたポンプ運転性

能検査により、必要な流量、揚程を確認してい

る。また、電動弁の作動確認も実施し、系統構

成が適切になされることおよび中央制御室での

日常監視により健全性を確認することで担保し

ている。（以下省略） 

【非常用炉心冷却

系機能検査】 

＜高圧注入系＞ 

(1) 運転性能検査

(①、③) 

高圧注入ポンプが

以下を満足するこ

と。(ポンプ) 

容 量 (m3/h) ：

159[280]を下回ら

ないこと(工事計画

書) 

揚程(m)：1000[950]

を下回らないこと

(工事計画書) 

（以下省略） 

【定例試験】 

【高圧注入ポンプ定期運

転試験】(1回/月) 

 

＜判定基準＞ 

・高圧注入系の２系統が

動作可能であること 

○原子炉運転中におけるフルフローライ

ンでの運転【月例等】 

以下の通り、原子炉運転中に実施するこ

とは原子力安全上困難と考える。 

①月例試験にて、定事検同等の系統構

成(フルフロー)とすることは「待機除外時

間の拡大」、「弁操作に伴うＨＥ発生が拡

大」、「試験のための養生による機能要

求時の対応遅れの可能性(安全上のリス

ク増加)」となる。 

 

○定量的な判定基準【月例等】 

左記確認を原子炉運転中に実施することは困

難であることから実条件性能確認に対しては下

記の通り。 

【定事検】 

・フルフローテストラインを用いたポンプ運転性

能検査により、運転性能が要求機能(工事計画

書記載値)を満足していることを確認している。ま

た、電動弁の作動確認も実施し、系統構成が適

切になされることを確認することで担保してい

る。 

【月例試験】 

・月例試験にて、定事検同等の系統構成(フルフ

ロー)とすることは、「待機除外時間の拡大」、「弁

操作に伴うＨＥ発生が拡大」、「試験のための養

生による機能要求時の対応遅れの可能性(安全

上のリスク増加)」となることから、ミニマムフロー

での運転試験験を実施し、必要な判断項目を社

内規程に明確化する。（以下省略） 

Dの範囲 

Ｃの範囲 
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上記イメージのとおり、設置許可や技術基準にて要求される設備の性能を担保するための行為

として、定期検査時に実施する設備の保全及び定期試験にて確認を実施している。 

また、運転期間における設備の動作可能性の確認行為として、確認が可能な範囲において日常

管理としての盤面監視および巡視点検、月例で実施する定期試験にて確認しており、設備の信頼

性を担保している。 

 

２．実条件性能（許認可要求事項）の整理について 

 非常用炉心冷却系を代表例として、許認可に基づく要求事項（実条件性能）を整理した。 

 なお、設計要件としては、安全機能に関する設計要件、信頼性に関する設計要件（耐震性など）

があるが、実条件性能としては、安全機能に関する設計要件を確認することとする。 

 非常用炉心冷却系に係る安全機能に関する準拠すべき設計要件については、安全設計審査指針

及び技術基準により整理している。（泊１～３号炉は、新規制基準適合性に係る審査中であるこ

とから、旧基準に対する整理とする。） 

 

○安全設計審査指針 指針２５ 非常用炉心冷却系 

 

なお、上記設計要件においては、安全機能が要求される。 

 ・炉心冷却機能 

 

 上記要求機能は、系統毎の設計方針に基づき設備仕様（工事計画書）を定めることに加えて、

原子炉施設全体としての安全解析（設置許可）を行うことで確認している。 

 

 非常用炉心冷却系統（高圧及び低圧注入系）においては、高圧注入系ポンプ、低圧注入系ポン

プを備えている。 

 これらの機能の確認については、技術基準に基づく定期事業者検査等で確認されており、ポン

プ性能については、設置許可、設置許可の解析を元に評価した値を満足することで確認している。 

 具体的には、炉心冷却機能については、非常用炉心冷却系（高圧及び低圧注入系）の運転状態

を確認し、必要な送水機能が確保できること、及び非常用炉心冷却系（高圧及び低圧注入系）の

弁が正常に動作し必要な注入経路が確保できることを確認することにより、上記機能に係る健全

性を確認している。 

 なお、高圧及び低圧注入系ポンプの動作時間についても、所定時間内に自動起動することを同

機能検査により確認している。 

 

以上より、実条件性能（許認可要求）を次の通りとりまとめた。 

【実条件性能（許認可要求）】 

《高圧注入系》 

高圧注入系は、原子炉冷却材喪失等の想定事象が発生した場合に原子炉設置（変更）許可申請

書にて要求する機能を満足していること。 

①機能要求時に自動起動すること 

②機能要求時に適切に系統構成されること 

③運転性能が要求機能を満足していること 

【要求値(工事計画書)】 

※［］内は 3 号炉 
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 容量：159[280]m3/h 以上 

 揚程：1000[950]m 以上 

 

《低圧注入系》 

低圧注入系は、原子炉冷却材喪失等の想定事象が発生した場合に原子炉設置(変更)許可申請  

書にて要求する機能を満足していること。 

①機能要求時に自動起動すること 

②機能要求時に適切に系統構成されること 

③運転性能が要求機能を満足していること 

【要求値(工事計画書)】 

※［］内は 3 号炉 

容量：454[852]m3/h 以上 

揚程：86[73.3]m 以上 

 

 

【参考：安全設計審査指針（抜粋）】 

指針２５ 非常用炉心冷却系 

１． 非常用炉心冷却系は、想定される配管破断等による原子炉冷却材喪失に対して、燃料の重

大な損傷を防止でき、かつ、燃料被覆の金属と水との反応を十分小さな量に制限できる設

計であること。 

２． 非常用炉心冷却系は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用

できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及

び独立性を備えた設計であること。 

３． 非常用炉心冷却系は、定期的に試験及び検査ができるとともに、その健全性及び多重性の

維持を確認するため独立に各系の試験及び検査ができる設計であること。 

 

【参考；技術基準（抜粋）】 

（非常用炉心冷却設備） 

第十七条 原子力発電所には、非常用炉心冷却設備を設けなければならない。 

２ 非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するものでなければならない。 

一 燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇す

ることを防止できるものであること。 

二 燃料被覆管と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。 

３ 非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷

却材中の異物の影響につき想定される最も厳しい条件下においても、正常に機能する能力を

有するものでなければならない。 

４ 非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況を確認するため、原子炉の運転中に試験がで

きるように施設しなければならない。 
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３．月例試験（ミニマムフロー）の実条件性能評価について 

 

 各ポンプの月例試験において、運転性能が維持されていること（定期事業者検査にて確認した

技術基準に適合している状態が保たれていること）を以下の実条件性能評価をもって確認する。 

 

実条件性能評価は、現行の月例試験時に実施している運転状態の確認（異常な振動、異音、異

臭、漏れ等がないこと）に加え、月例試験記録（出入口圧力等）とその過去記録を比較し、有意

な低下がないことをもって判定する。（具体的な評価方法案については添付資料１参照） 

 

なお、ポンプ性能が低下する主な要因としては、インペラの損傷、摩耗およびウェアリング隙

間の増大が考えられるが、これらは適切な設備保全サイクルにより管理していることおよび要求

される運転性能を定期事業者検査にて確認していることから、運転期間における性能維持の確認

は、上記の月例試験時の判定をもって判断することが可能と考える。 

 

 

 

〇〇月 △△月 □□月  ◇◇月 ▽▽月 ●●月 

定事検 
（フルフロー記録） 

 

     定事検 
（フルフロー記録） 

 

 

月例・試運転等 
（ミニフロー記録） 

月例 
（ミニフロー記録） 

月例 
（ミニフロー記録） 

 月例 
（ミニフロー記録） 

月例 
（ミニフロー記録） 

月例・試運転等 
（ミニフロー記録） 

 

 

 

記録採取と評価イメージ 

 

 

  

次サイクル 

 
ミニマムフロー記録により、

性能維持を確認 

当該サイクル 

 

要求される性能を運転期間維持

できることは、設備保全および定

事検にて担保。 
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４．保安規定への反映事項 

保安規定全条文において、前述「１．」の整理を行ったところ、保安規定第５１条（第５２

条）（非常用炉心冷却系）及び第５７条（原子炉格納容器スプレイ系）について、サーベイラ

ンス（月例等試験）として実条件性能確認行為に差異が確認されたことから、下記の通り記載

の充実化を行った。（詳細については添付資料２参照） 

 

 

（非常用炉心冷却系－モード１、２および３－）  
第51条 モード１、２および３において、非常用炉心冷却系は、表51－１で定める事項を運転上の

制限とする。 
２ 非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各
号を実施する。 
(1) 発電室長は、定期事業者検査時に、高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプを起動させ、
異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表51－２で定める事項を確認する。 

(2) 発電室長は、定期事業者検査時に、高圧注入系の自動作動弁が、模擬信号により正しい
位置へ作動することを確認する。 

（中略） 
(6) 発電課長（当直）は、モード１、２および３において、１ヶ月に１回、２台の高圧注入ポ
ンプおよび２台の余熱除去ポンプについて、ポンプを起動し、動作可能であることを確認す
る※１。また、確認する際に操作した弁については、正しい位置に復旧していることを確認す
る。 

(7) 発電課長（当直）は、モード１、２および３において、１ヶ月に１回、非常用炉心冷却系
の弁の開閉確認を行い、弁の動作に異常がないことを確認する。また、確認する際に操作し
た弁については、正しい位置に復旧していることを確認する。 

 
（以下略） 
 

（原子炉格納容器スプレイ系） 
第57条 モード１、２、３および４において、原子炉格納容器スプレイ系は、表57－１で定める事

項を運転上の制限とする。 
２  原子炉格納容器スプレイ系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた
め、次の各号を実施する。 
(1) 発電室長は、定期事業者検査時に、格納容器スプレイポンプを起動させ、異常な振動、
異音、異臭、漏えいがないこと、および表57－３で定める事項を確認する。 

(2) 発電室長は、定期事業者検査時に、格納容器スプレイポンプが、模擬信号により起動す
ることを確認する。 

（中略） 

(7) 発電課長（当直）は、モード１、２、３および４において、１ヶ月に１回、２台の格納容
器スプレイポンプについて、ポンプを起動し、動作可能であることを確認する。  また、確
認する際に操作した弁については、正しい位置に復旧していることを確認する。 

(8) 発電課長（当直）は、モード１、２、３および４において、１ヶ月に１回、原子炉格納容
器スプレイ系の弁の開閉確認を行い、弁の動作に異常がないことを確認する。また、確認す
る際に操作した弁については、正しい位置に復旧していることを確認する。 

 

（以下略） 

以 上 

 

 

添付資料１：月例試験における性能評価方法フロー案 

添付資料２：実条件性能（許認可要求事項）の整理について（北海道電力：泊１，２，３号炉） 
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添付資料１ 

月例試験における性能評価方法フロー案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験データの整理 

試験データの整理 

試験データの 

回帰直線作成 

Ⅰ 

相関なし 

定期試験におけるポンプ入口圧力およびポンプ出口圧力からポ

ンプ出入口圧力差を求める。 

（出口圧力－入口圧力) 

 

 

 

ポンプ出入口圧力差に対して計器精度および最小読取値桁数を

踏まえ有効数字桁数を合せて演算する。 

 

 

データが一定値の場合は｢相関

なし｣となるが、一定値であるた

めポンプ性能に有意な低下傾向

はない。 

(統計学上の相関と区別) 

｢相関なし｣となった場

合、計測結果は「正の相

関」および「負の相関」

ともにないことから、結

果として｢負の相関｣はな

いためポンプ性能に有意

な低下傾向はない。 

 

Ⅱ 

低下傾向なし 

Ⅳ 

・有意な低下傾向あり 

・試験データについて 

工学的評価実施 

Ⅲ 

有意な低下傾向なし 

｢相関あり｣となった場合、

その相関が正の相関である

か負の相関であるかを回帰

直線の傾きから判定する。 

負の相関(傾き)が得られか

つ誤差範囲を超えている場

合、ポンプ個別にデータを

吟味し評価を実施する。 

データの変動は 

圧力計誤差範囲内に 

あるか？ 

Yes 

No 

相関があるか？ 

Yes 

No 

負の相関があるか？ 

No 

Yes 

試験データは 

一定値か？ 

No 

Yes 

補正したデータをグラフにプロットし、 

そのデータに対して回帰直線を作成する。 

 

 

 

回帰直線の傾きから相関の有無を判定する。 

 

 

 

 

 

相関なし      正の相関     負の相関 

 

データのプロット、回帰直線の作成及び相関の有無の 

判断については表計算ソフト等を使用し、回帰直線と 

試験データに関して｢相関がない｣ことを検定する。 

 

 

 

 

「相関がない」ことが棄却されれば、結果として 

回帰直線がポンプ性能の傾向を表すこととなる。 
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実条件性能（許認可要求事項）の整理について ＜北海道電力：泊１，２，３号炉＞ ※：[ ]内は３号炉                                 添付資料２ 

系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

非 常 用 炉
心冷却系 
(51条) 
(高圧注入
系) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高圧注入系は、原子炉冷却材喪
失等の想定事象が発生した場
合に原子炉設置(変更)許可申
請書にて要求する機能を満足
していること。 
 
①機能要求時に自動起動する
こと 
②機能要求時に適切に系統構
成されること 
③運転性能が要求機能を満足
していること 
【要求値(工事計画書)】 
 容量：159[280]m3/h以上 
 揚程：1000[950]m以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― ― ○原子炉への実注入試験【定事検/
月例等】 
以下の通り、実施することは原子力
安全上困難と考える。 
①ほう酸水(燃料取替用水タンク水
[燃料取替用水ピット])注入による
出力の変動の可能性【月例等】 
②系統圧力上昇による LOCA の誘発
【定事検】 
③系統圧力(15.4MPa)＞吐出圧力
(約 9.87MPa)のため実注入不可【月
例等】 

フルフローテストラインを用いた
ポンプ運転性能検査により、必要な
流量、揚程を確認している。また、
電動弁の作動確認も実施し、系統構
成が適切になされることおよび中
央制御室での日常監視により健全
性を確認することで担保している。 

【非常用炉心冷却系機能検査】 
＜高圧注入系＞ 
(1) 運転性能検査(①、③) 
高圧注入系の機能に必要な揚程、容量のもとで高
圧注入ポンプを運転し、運転状態が以下を満足す
ること。 
(ポンプ) 
容量(m3/h)：159[280]を下回らないこと(工事計

画書) 
揚程(m)：1000[950]を下回らないこと(工事計画

書) 
振動：不規則な振動またはビビリ振動がなく伝播

振動による配管、付属機器等に揺れがないこ
と。 

異音：流水音が主体で、不規則な音、断続的な音
がないこと。 

異臭：過熱による異臭がないこと。 
(系) 
漏えい：本体および付属機器、接続部および弁グ
ランド部より著しい漏えいがないこと。軸封部に
ついてはポンプ機能に影響を及ぼさない漏えい
であること。 

【高圧注入ポンプ定期運転試験】(1回/月) 
・起動状態に異常がないこと。 
 
・不規則な振動またはビビリ振動がなく、伝播振

動による配管、付属機器等に揺れがないこ
と。 

・流水音が主体で、不規則な音、断続的な音がな
いこと。 

・過熱による異臭がないこと。 
・ポンプの軸受グランド部、弁グランド部等から
著しい漏えいがないこと。 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧

していること。 

○原子炉運転中におけるフルフロ
ーラインでの運転【月例等】 
以下の通り、実施することは原子力
安全上困難と考える。 
 
①月例試験にて、定事検同等の系統
構成(フルフロー)とすることは「待
機除外時間の拡大」、「弁操作に伴う
ＨＥ発生が拡大」、「試験のための養
生による機能要求時の対応遅れの
可能性(安全上のリスク増加)」とな
る。 
 
○定量的な判定基準【月例等】 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・フルフローテストラインを用いた
ポンプ運転性能検査により、運転
性能が要求機能(工事計画書記載
値)を満足していることを確認し
ている。また、電動弁の作動確認も
実施し、系統構成が適切になされ
ることを確認することで担保して
いる。 
【月例試験】 
・月例試験にて、定事検同等の系統
構成(フルフロー)とすることは、
「待機除外時間の拡大」、「弁操作に
伴うＨＥ発生が拡大」、「試験のため
の養生による機能要求時の対応遅
れの可能性(安全上のリスク増加)」
となることから、ミニマムフローで
の起動試験を実施し、必要な判断項
目を社内規程に明確化する。 
・安全注入系統弁開閉試験は自主
試験であるため保安規定要求へ変
更する。 
【日常管理】 
・事故信号を模擬した自動起動試験
については、試験を実施するため
に他の機器が起動しないよう論理
回路の一部を除外等する必要があ
り、実際の機能要求時に正常に機
能しない恐れがあることから、安
全上実施すべきではない。このた
め、自動起動に係る論理回路につ
いては、中央制御室での日常監視
により健全性を確認している。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 
 
 

(2) モード切替弁動作検査(②) 
＜1,2号炉＞ 
・非常用炉心冷却設備作動信号により、弁動作リ
レー(スレーブリレー)が動作すること。 
・弁動作リレー(スレーブリレー)の動作模擬信号
により弁を作動させ、弁が全開または全閉するこ
とおよび信号の発信から弁が全開または全閉す
るまでの時間が判定基準を満足すること。(設置
許可申請書の解析条件を満足する値) 
・手動により弁を動作させ、弁が全開または全閉
すること。 
＜3号炉＞ 
・非常用炉心冷却設備作動信号により、モード切
替する弁の動作信号が発信すること、手動により
弁を動作させ、弁が全開または全閉することおよ
び弁が全閉から全開または全開から全閉するま
での時間を確認する。(設置許可申請書の解析条
件を満足する値) 
・非常用炉心冷却設備作動信号および非常用高圧
母線低電圧信号により、モード切替する弁の動作 

【高圧注入ポンプ定期運転試験】(1回/月) 
【安全注入系統弁開閉試験】(1回/月) 
＜保安規定要求区分に変更予定＞ 
・振動、異音、異臭、漏えいがないこと 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧
していること。 
・判定基準時間内に開弁(閉弁)できること。 

○全作動弁の動作確認【月例等】 
下記の通り、全ての弁を原子炉運転
中に実施することは原子力安全上
困難と考える。 
①ほう酸水(燃料取替用水タンク
水、ほう酸注入タンク水)注入によ
る出力の変動 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

 
非 常 用 炉
心冷却系 
(51条) 
(高圧注入
系) 
(続き) 

 

信号が発信すること、手動により弁を動作させ、
弁が全開すること。 
・低温再循環自動切替信号により弁を動作させ、
弁が全開または全閉すること。 

   

【非常用予備発電装置機能検査(その１)】 
(2) 運転性能検査(①) 
ディーゼル発電機受電用しゃ断器投入からディ
ーゼル発電機に電源を求める各機器のしゃ断器
が基準時間内に投入され、負荷できること。 
・A,B-高圧注入ポンプ：5.0±2.0(秒) 

― ○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、運転中に実施すること
は原子力安全上困難と考える。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

非 常 用 炉
心冷却系 
(51条) 
(低圧注入
系) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低圧注入系は、原子炉冷却材喪
失等の想定事象が発生した場
合に原子炉設置(変更)許可申
請書にて要求する機能を満足
していること。 
 
①機能要求時に自動起動する
こと 
②機能要求時に適切に系統構
成されること 
③運転性能が要求機能を満足
していること 
 
【要求値(工事計画書)】 
容量：454[852]m3/h以上 
揚程：86[73.3]m以上 

― ― 

○原子炉への実注入試験【定事検/
月例等】 
下記の通り、実施することは原子力
安全上困難と考える。 
①系統圧力(15.4MPa)＞吐出圧力
(約 1MPa)のため、実注入不可【月例
等】 
②溢水リスクがあるため、燃料取替
用水タンク[燃料取替用水ピット]
からの実注入不可【定事検】 

フルフローテストラインにより、必
要な流量、揚程を確認している。ま
た、電動弁の作動確認も実施し、系
統構成が適切になされることおよ
び中央制御室での日常監視により
健全性を確認することで担保して
いる。 

【非常用炉心冷却系機能検査】 
＜低圧注入系＞ 
(1) 運転性能検査(①、③) 
低圧注入系の機能に必要な揚程、容量のもとで余
熱除去ポンプを運転し、運転状態が以下を満足す
ること。 
(ポンプ) 
容量(m3/h)：454[852]を下回らないこと(工事計
画書) 
揚程(m)：86[73.3]を下回らないこと(工事計画
書) 
振動：不規則な振動またはビビリ振動がなく伝播

振動による配管、付属機器等に揺れがないこ
と。 

異音：流水音が主体で、不規則な音、断続的な音
がないこと。 

異臭：過熱による異臭がないこと。 
(系) 
漏えい：本体および付属機器、接続部および弁グ
ランド部より著しい漏えいがないこと。軸封部に
ついてはポンプ機能に影響を及ぼさない漏えい
であること。 

【余熱除去ポンプ定期運転試験】(1回/月) 
・起動状態に異常がないこと。 
・不規則な振動またはビビリ振動がなく、伝播振

動による配管、付属機器等に揺れがないこ
と。 

・流水音が主体で、不規則な音、断続的な音がな
いこと。 

・過熱による異臭がないこと。 
・ポンプの軸受グランド部、弁グランド部および

熱交換器等から著しい漏えいがないこと。 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧

していること。 
 

○原子炉運転中におけるフルフロ
ーラインでの運転【月例等】 
①月例試験にて、定事検同等の系統
構成(フルフロー)とすることは「待
機除外時間の拡大」、「弁操作に伴う
ＨＥ発生が拡大」、「試験のための養
生による機能要求時の対応遅れの
可能性(安全上のリスク増加)」とな
る。 
 
○定量的な判定基準【月例等】 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・フルフローテストラインを用いた
ポンプ運転性能検査により、必要
な流量、揚程を確認している。ま
た、電動弁の作動確認も実施し、系
統構成が適切になされることを確
認することで担保している。 
【月例試験】 
・月例試験にて、定事検同等の系統
構成(フルフロー)とすることは「待
機除外時間の拡大」、「弁操作に伴う
ＨＥ発生が拡大」、「試験のための養
生による機能要求時の対応遅れの
可能性(安全上のリスク増加)」とな
ることから、ミニマムフローでの起
動試験を実施し、必要な判断項目を
社内規程に明確化する。 
・安全注入系統弁開閉試験は自主
試験であるため保安規定要求へ変
更する。 
【日常管理】 
・事故信号を模擬した自動起動試験
については、試験を実施するため
に他の機器が起動しないよう論理
回路の一部を除外等する必要があ
り、実際の機能要求時に正常に機
能しない恐れがあることから、安
全上実施すべきではない。このた
め、自動起動に係る論理回路につ
いては、中央制御室での日常監視
により健全性を確認している。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 
 
 
 

(2) モード切替弁動作検査(②) 
＜1,2号炉＞ 
・手動により弁を動作させ、弁が全開または全閉
すること。 
＜３号炉＞ 
・低温再循環自動切替信号により弁を動作させ、
弁が全開または全閉すること。 
・手動により弁を動作させ、弁が全開または全閉
すること。 

【余熱除去ポンプ定期運転試験】(１回／月) 
【安全注入系統弁開閉試験】(１回／月) 
＜保安規定要求区分に変更予定＞ 
・振動、異音、異臭、漏えいがないこと。 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧
していること。 
・判定基準時間内に開弁(閉弁)できること。 

＜不足無し＞ 

【非常用予備発電装置機能検査(その１)】 
(2) 運転性能検査(①) 
ディーゼル発電機受電用しゃ断器投入からディ
ーゼル発電機に電源を求める各機器のしゃ断器
が基準時間内に投入され、負荷できること。 
・A,B-余熱除去ポンプ：10.0±2.0 

[12.0±2.0](秒) 

― ○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、運転中に実施すること
は原子力安全上困難と考える。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

原 子 炉 格
納 容 器 ス
プレイ系 
(57条) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉冷却材喪失が発生した
場合に必要な原子炉格納容器
内の圧力を最高使用圧力以下
に保ち、かつ、原子炉格納容器
内に放出された放射性無機よ
う素を除去する機能(工事計画
書記載値)が発揮できるよう、
原子炉設置(変更)許可申請書
にて要求する機能を満足して
いること。 
 
①機能要求時に自動起動する
こと 
②機能要求時に適切に系統構
成されること 
③運転性能が要求機能を満足
していること 
【要求値(工事計画書)】 
  揚程：135[170]m以上 
  容量：630[940]m3/h以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― ― 

○格納容器スプレイによる実スプレイ
試験【定事検/月例等】 
下記の通り、実施することは原子力
安全上困難と考える。 
①格納容器内機器類の設備損傷リ
スク上昇による原子力安全への影
響 
【定事検、月例等】 

フルフローテストラインを用いたポン
プ運転性能検査により、必要な流
量、揚程を確認している。また、電動
弁の作動確認も実施し、系統構成が
適切になされることを確認することお
よび中央制御室での日常監視によ
り健全性で担保している。 

【原子炉格納容器スプレイ系機能検査】 
 (1) 運転性能検査(①、③) 
原子炉格納容器スプレイ系の機能に必要な揚程、
容量のもとで格納容器スプレイポンプを運転し、
運転状態が以下を満足すること。 
(ポンプ) 
容量(m3/h)：135[170]を下回らないこと(工事計

画書) 
揚程(m)：630[940]を下回らないこと(工事計画

書) 
振動：不規則な振動またはビビリ振動がなく伝播

振動による配管、付属機器等に揺れがないこ
と。 

異音：流水音が主体で、不規則な音、断続的な音
がないこと。 

異臭：過熱による異臭がないこと。 
(系) 
漏えい：本体および付属機器、接続部および弁グ
ランド部より著しい漏えいがないこと。軸封部に
ついてはポンプ機能に影響を及ぼさない漏えい
であること。 

【格納容器スプレイポンプ定期運転試験】 
・起動状態に異常がないこと。 
・不規則な振動またはビビリ振動がなく、伝播振
動による配管、付属機器等に揺れがないこと。 
・流水音が主体で、不規則な音、断続的な音がな

いこと。 
・過熱による異臭がないこと。 
・ポンプの軸受グランド部、弁グランド部および
熱交換器等から著しい漏えいがないこと。 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧
していること。 
 

○原子炉運転中におけるフルフロ
ーラインでの運転【月例等】 
以下の通り、原子炉運転中に実施す
ることは原子力安全上困難と考え
る。 
①試験のための養生(注入ライン喪
失)により、機能要求時の対応遅れ
(安全上のリスク増加) 
②運転員の負担増(ライン形成) 
 
○定量的な判定基準【月例等】 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・フルフローテストラインを用い
たポンプ運転性能検査により、必要
な流量、揚程を確認している。また、
電動弁の作動確認も実施し、系統構
成が適切になされることを確認す
ることで担保している。 
【月例試験】 
○ポンプ試験 
＜1,2号炉＞ 
・フルフローラインしか有してお
らず、月例試験時もフルフローライ
ンで運転試験を実施している。 
・必要な判断項目を社内規程に明
確化する。 
＜3号炉＞ 
・原子炉運転中におけるフルフロ
ーテストラインを用いた運転試験
は、試験のための養生(注入ライン
喪失)により、機能要求時の対応遅
れ(安全上のリスク増加)の影響が
あることから、月例試験ではミニマ
ムフローでの運転試験を実施し、必
要な判断項目を社内規程に明確化
する。 
○系統弁開閉試験 
格納容器スプレイ系統弁開閉試験 
は自主試験であるため保安規定要
求へ変更する。 
【日常管理】 
・日常点検にて、よう素除去薬品溶
液量(1,2号：NaOH、３号：N2H4)溶
液量の確認、定期サンプリングによ
り所定の濃度以上であることを担
保している。 
・事故信号を模擬した自動起動試
験については、試験を実施するため
に他の機器が起動しないよう論理
回路の一部を除外等する必要があ
り、実際の機能要求時に正常に機能
しない恐れがあることから、安全上
実施すべきではない。このため、自 

(2) モード切替弁動作検査(②) 
 格納容器スプレイ作動信号により、弁が全開す
ることおよび信号発信から弁全開までの時間が
判定基準を満足すること。 
(設置許可申請書の評価条件または解析結果を満

足する値[設置許可申請書の解析結果を満足
する値]) 

・手動により弁を動作させ、弁が全開または全閉
[弁が全閉]すること。 

【格納容器スプレイポンプ定期運転試験（1 回／
月）】 
【格納容器スプレイ系統弁開閉試験】(１回／月) 
＜保安規定要求区分に変更予定＞ 
・振動、異音、異臭、漏えいがないこと。 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧
していること。 
・判定基準時間内に開弁(閉弁)できること。 

○全作動弁の動作確認【月例等】 
下記の通り、全ての弁を原子炉運転
中に実施することは原子力安全上
困難と考える。 
①薬品混入による系統水水質悪化
の可能性 

【非常用予備発電装置機能検査(その１)】 
(2) 運転性能検査(①) 
ディーゼル発電機受電用しゃ断器投入からディ
ーゼル発電機に電源を求める各機器のしゃ断器
が基準時間内に投入され、負荷できること。 
・A,B-格納容器スプレイポンプ：40.0±2.0 

[32.0±2.0](秒) 

― ○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、運転中に実施すること
は原子力安全上困難と考える。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 

― 【日常点検】 
よう素除去薬品確認(定期検査時) 
＜1/2号炉＞ 
・よう素除去薬品タンク薬品(か性ソーダ)濃度 
30wt%以上 
＜3号炉＞ 
・よう素除去薬品タンク薬品(ヒドラジン)濃度 
35wt%以上 

＜不足無し＞ 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

原 子 炉 格
納 容 器 ス
プレイ系 
(57条) 
(続き) 

  

よう素除去薬品溶液量溶液量確認(３回／１日) 
＜1/2号炉＞ 
・よう素除去薬品タンク薬品（か性ソーダ）溶液
量(有効水量) 9.9m3(81.2%)以上 
＜3号炉＞ 
・よう素除去薬品タンク薬品（ヒドラジン）溶
液量(有効水量) 1.6m3(71.1%)以上 

 

動起動に係る論理回路については、
中央制御室での日常監視により健
全性を確認している。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

ア ニ ュ ラ
ス 空 気 浄
化系 
(58条) 

原子炉冷却材喪失時、原子炉格
納容器からアニュラス部に漏
えいした空気を浄化・再循環
し、環境に放出される放射性物
質の濃度を減少させる機能を
有していること 
原子炉冷却材喪失時、アニュラ
ス部を負圧に保持する機能を
有していること 
 
①機能要求時に自動起動する
こと 
②機能要求時に系統構成され
ること 
③運転状態が要求機能を満足
していること 
【要求値(設置許可添八)】 
1 次冷却材喪失事故時に動的機
器の単一故障及び外部電源喪
失仮定した場合でも、アニュラ
ス部の負圧を 10 分以内に達成
できるよう設計する。 
よう素除去効率：95%以上 
 

【アニュラス循環排気系フィルタ性能検査】 
(1) 活性炭フィルタ性能検査 
活性炭フィルタの総合除去効率が９５％以上で
あること。(工事計画書) 

― ○フィルタ性能検査【月例等】 
下記理由により、原子炉運転中に実
施することは困難であると考える。 
①フィルタ性能検査は、フィルタユ
ニットを開放し装着中のフィルタ
を使用し試験を行うものであり、原
子炉運転中に月例等で試験を実施
することは原子力安全上困難と考
える。 
 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
【定事検】 
・フィルタ性能検査は、装着中のフ
ィルタを使用し試験を行うもので
あり、定事検にて性能を担保してい
る。 
【日常管理】 
上記の管理により健全性を確認し
ている。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 

【非常用予備発電装置機能検査(その１)】 
(2) 運転性能検査(①) 
・ディーゼル発電機受電用しゃ断器投入からディ
ーゼル発電機に電源を求める各機器のしゃ断器
が基準時間内に投入され、負荷できること。 
・A,B-アニュラス空気浄化ファン：0＋2.0(秒) 

― ○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、原子炉運転中に実施す
ることは原子力安全上困難と考え
る。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・アニュラス空気浄化系を運転し、
10 分以内にアニュラス内の負圧が
確立し、その後維持できることを担
保している。 
【月例試験】 
月例試験においても必要な判断項
目を社内規程に明確化する。 
【日常管理】 
・事故信号を模擬した自動起動試
験については、試験を実施するため
に他の機器が起動しないよう論理
回路の一部を除外等する必要があ
り、実際の機能要求時に正常に機能
しない恐れがあることから、安全上
実施すべきではない。このため、自
動起動に係る論理回路については、
中央制御室での日常監視により健
全性を確認している。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 

【アニュラス循環排気系機能検査】 
(1) 運転状態確認検査 
・アニュラス空気浄化ファンの運転状態が以下を

満足すること 
振動：不規則な振動またはビビリ振動がなく伝播

振動によるダクト、付属機器等に揺れがない
こと 

異音：送風音が主体で、不規則な音、断続的な音
がないこと 

異臭：過熱による異臭がないこと 
(2)アニュラス内負圧達成時間測定検査 
・アニュラス空気浄化ファン起動後、10分以内に
アニュラス内が-0.063kPa[-63Pa]以下となるこ
と。 
(3) アニュラス内負圧維持検査(③) 
・アニュラス部を負圧に維持できること。（原子

炉設置許可） 

【アニュラス空気浄化ファン定期運転試験（1 回
／月）】 
 
・起動状態に異常がないこと。 
・不規則な振動やビビリ振動がないこと。 
・送風音が主体で、不規則な音、断続的な音がな
いこと。 
・過熱による異臭がないこと。 

○定量的な判定基準【月例等】 

(4) 弁動作検査[弁・ダンパ動作検査] (②) 
 
・非常用炉心冷却設備作動信号によりアニュラス
空気浄化ファンが起動し、各弁[各弁およびダン
パ]が全開、全閉または調整開すること。 

○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、原子炉運転中に実施す
ることは原子力安全上困難と考え
る。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

補 助 給 水
系 
(64条) 

補助給水系は、[蒸気発生器水
位低信号]、外部電源喪失時、安
全注入時及び全主給水ポンプ
のトリップ時に自動的に作動
し、主に「主給水管破断」、｢主
蒸気管破断｣、「主給水流量喪
失」、「蒸気発生器伝熱管破損」
時にその機能が期待され、主給
水管破断時には、外部電源の喪
失とタービン動補助給水ポン
プの単一故障を仮定しても、事
象に対処するために必要な系
統数が担保されていること 
①機能要求時に自動起動する
こと 
②運転状態が要求機能を満足
していること 
【要求値(工事計画書)】 
・電動補助給水ポンプ 
  揚程：930[900]m以上 
  容量：70[90]m3/h以上 
・タービン動補助給水ポンプ 
  揚程：930[900]m以上 
  容量：110[115]m3/h以上 

― ― 

○補助給水系による蒸気発生器へ
の実注入【定事検/月例等】 
下記の通り、実施することは原子力
安全上困難と考える。 
①出力の変動【月例等】 
②プラント停止のリスク【月例等】 
③蒸気発生器の水位変動、水質悪化
【定事検、月例等】 
④補助給水タンク（3号は補助給水
ピットをいう）の水位低下【定事検、
月例等】 

フルフローテストラインを用いたポン
プ運転性能検査により、必要な流
量、揚程を確認している。また、電動
弁の作動確認も実施し、系統構成が
適切になされることおよび中央制御
室での日常監視により健全性をを確
認することで担保している。 

【補助給水系機能検査】 
1. 機能・性能検査 
(1) 電動補助給水系 
a.  ロジック検査(①) 
電動補助給水ポンプ用しゃ断器をテスト位置状
態にて、蒸気発生器水位低、主給水ポンプトリッ
プおよび全ての主給水ポンプ停止の模擬信号に
より、電動補助給水ポンプが中央制御室のＣＳ表
示灯[画面表示]で運転状態となること。 
b.  運転性能検査(②) 
補助給水系の機能に必要な揚程、容量をのもとで
電動補助給水ポンプを運転し、運転状態が以下を
満足すること。(ポンプ) 
容量(m3/h)：70[90]を下回らないこと(工事計画

書) 
揚程(m)：930[900]を下回らないこと(工事計画

書) 
振動：不規則な振動又はビビリ振動がなく伝播振

動による 
配管、付属機器等に揺れがないこと 
異音：流水音が主体で、不規則な音、断続的な音

がないこと 
異臭：過熱による異臭がないこと 
(系) 
漏えい：本体および付属機器、接続部および弁グ
ランド部より著しい漏えいがないこと。軸封部に
ついてはポンプ機能に影響を及ぼさない漏えい
であること。 

【電動補助給水ポンプ定期運転試験（1回／月）】 
・起動状態に異常がないこと。 
・不規則な振動またはビビリ振動がなく、伝播振

動による配管、付属機器等に揺れがないこ
と。 

・流水音が主体で、不規則な音、断続的な音がな
いこと。 

・過熱による異臭がないこと。 
・・ポンプの軸受グランド部、弁グランド部等か
ら著しい漏えいが無いこと。 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧
していること。 
 

○原子炉運転中におけるフルフロ
ーラインでの運転【月例等】 
①フルフローライン復旧(操作弁の
増加)により、機能要求時の対応遅
れ(安全上のリスク増加) 
②運転員の負担増(ライン形成) 
 
○定量的な判定基準【月例等】 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・フルフローテストラインを用い
たポンプ運転性能検査により、必要
な流量、揚程を確認している。また、
電動弁の作動確認も実施し、系統構
成が適切になされることを確認す
ることで担保している。 
【月例試験】 
・原子炉運転中におけるフルフロ
ーテストラインを用いた起動はフ
ルフローライン復旧(操作弁の増
加)による機能要求時の対応遅れ
(安全上のリスク増加)等があるこ
とから、月例試験ではミニマムフロ
ーでの運転試験を実施し、必要な判
断項目を社内規程に明確化する。 
【日常管理】 
・事故信号を模擬した自動起動試
験については、試験を実施するため
に他の機器が起動しないよう論理
回路の一部を除外等する必要があ
り、実際の機能要求時に正常に機能
しない恐れがあることから、安全上
実施すべきではない。このため、自
動起動に係る論理回路については、
中央制御室での日常監視により健
全性を確認している。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【非常用予備発電装置機能検査(その１)】 
(2) 運転性能検査(①) 
ディーゼル発電機受電用しゃ断器投入からディ
ーゼル発電機に電源を求める各機器のしゃ断器
が基準時間内に投入され、負荷できること。 
・A,B-電動補助給水ポンプ：25.0±2.0 

[22.0±2.0](秒) 

― 

○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、原子炉運転中に実施す
ることは原子力安全上困難と考え
る。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

補 助 給 水
系 
(64条) 
(続き) 

 (2) タービン動補助給水系 
a.ロジック検査(①) 
蒸気発生器水位低、常用母線電源電圧低の模擬信
号により、タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入
口弁が全開すること。 
b.運転性能検査(②) 
補助給水系の機能に必要な揚程、容量をのもとで
タービン動補助給水ポンプを運転し、運転状態が
以下を満足すること。(ポンプ) 
容量(m3/h)：110[115]を下回らないこと(工事計

画書) 
揚程(m)：930[900]を下回らないこと。(工事計画

書[設計値])振動：不規則な振動又はビビ
リ振動がなく伝播振動による 

配管、付属機器等に揺れがないこと 
異音：流水音が主体で、不規則な音、断続的な音

がないこと 
異臭：過熱による異臭がないこと 
(系) 
漏えい：本体および付属機器、接続部および弁グ
ランド部より著しい漏えいがないこと。軸封部に
ついてはポンプ機能に影響を及ぼさない漏えい
であること。 

【タービン動補助給水ポンプ定期運転試験（1 回
／月）】 
・起動状態に異常がないこと 
・不規則な振動またはビビリ振動がなく、伝播振

動による配管、付属機器等に揺れがないこ
と。 

・流水音が主体で、不規則な音、断続的な音がな
いこと。 

・過熱による異臭がないこと。 
・ポンプの軸受グランド部、弁グランド部等から
著しい漏えいが無いこと。 
・確認する際に操作した弁が、正しい位置に復旧
していること。 

○原子炉運転中におけるフルフロ
ーラインでの運転【月例等】 
①フルフローライン復旧(操作弁の
増加)により、機能要求時の対応遅
れ(安全上のリスク増加) 
②運転員の負担増(ライン形成) 
③原子炉熱出力超過の可能性 
 
 
○定量的な判定基準【月例等】 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・フルフローテストラインを用い
たポンプ運転性能検査により、必要
な流量、揚程を確認している。また、
電動弁の作動確認も実施し、系統構
成が適切になされることを確認す
ることで担保している。 
【月例試験】 
・原子炉運転中におけるフルフロ
ーテストラインを用いた起動はフ
ルフローライン復旧(操作弁の増
加)による機能要求時の対応遅れ
(安全上のリスク増加)等があるこ
とから、月例試験ではミニマムフロ
ーでの運転試験を実施し、必要な判
断項目を社内規程に明確化する。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

中 央 制 御
室 非 常 用
循環系 
(68条) 
 

想定される事故時に放出され
た放射性物質に対し、中央制御
室非常用循環系の浄化機能に
より確実に中央制御室の雰囲
気を維持し、運転員の内部被ば
くを防止すること 
①機能要求時に自動起動する
こと 
②機能要求時に系統構成され
ること 
③運転状態が要求機能を満足
していること 
【要求値(工事計画書)】 
 よう素除去効率 ：95%以上 

【中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査】 
(１)活性炭フィルタ性能検査(③) 
活性炭フィルタの総合除去効率が 95%以上である
こと。(工事計画書) 

― 

○フィルタ性能検査【月例等】 
下記理由により、原子炉運転中に実
施することは困難であると考える。 
①フィルタ性能検査は、装着中のフ
ィルタを使用し試験を行うもので
あり、原子炉運転中に月例等で試験
を実施することは原子力安全上困
難と考える。 
 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
【定事検】 
・フィルタ性能検査は、装着中のフ
ィルタを使用し試験を行うもので
あり、定事検にて性能を担保してい
る。 
【日常管理】 
上記の管理により健全性を確認し
ている。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 

【非常用予備発電装置機能検査(その①)】 
(2) 運転性能検査(①) 
・ディーゼル発電機受電用しゃ断器投入からディ
ーゼル発電機に電源を求める各機器のしゃ断器
が基準時間内に投入され、負荷できること。 
・A-中央制御室非常用循環ファン：0＋2.0(秒) 
・B-中央制御室非常用循環ファン：5.0±2.0 

[17.0±2.0](秒) 

― 

○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、原子炉運転中に実施す
ることは原子力安全上困難と考え
る。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・定事検にて、模擬信号により中央
制御室非常用循環系が起動するこ
とを確認している。 
【日常管理】 
・事故信号を模擬した自動起動試
験については、試験を実施するため
に他の機器が起動しないよう論理
回路の一部を除外等する必要があ
り、実際の機能要求時に正常に機能
しない恐れがあることから、安全上
実施すべきではない。このため、自
動起動に係る論理回路については、
中央制御室での日常監視により健
全性を確認している。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 

【中央制御室非常用循環系機能検査】 
(1) 自動起動時確認検査(①、②) 
・中央制御室エリアモニタ「線量率高」[「線量当
量率高」]信号により、中央制御室非常用循環ファ
ンが自動起動するとともに各ダンパ、ファンの切
替が行われること。 
 ― 

○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、原子炉運転中に実施す
ることは原子力安全上困難と考え
る。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 

(2) 運転状態確認検査(③) 
 
中央制御室非常用循環ファンの運転状態が以下
を満足すること。 
振動：不規則な振動またはビビリ振動がなく伝播
振動によるダクト、付属機器等に揺れがないこ
と。 
異音：送風音が主体で、不規則な音、断続的な音
のないこと。 
異臭：過熱による異臭がないこと。 

【中央制御室非常用循環ファン定期運転試験（1
回／月）】 
 
・起動状態に異常がないこと。 
・不規則な振動またはビビリ振動がないこと。 
・送風音が主体で、不規則な音、断続的な音がな

いこと。 
・過熱による異臭がないこと。 

＜不足無し＞ ― 
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系統名 
実条件性能 

(許認可要求事項) 
定期事業者検査等 

(判定基準) 
月例等試験 

(判定基準、チェックシート等での記載内容) 

「実条件性能確認」適合の考え方 

実条件性能確認不足分 実条件性能確認評価 

デ ィ ー ゼ
ル発電機 
(72条) 

所要のディーゼル発電機の健
全性を確保することで、「原子
炉冷却材喪失」と「外部電源喪
失」が同時に起こった場合にお
いて原子炉停止系及び工学的
安全施設等の安全機能を維持
するために必要な電源を供給
できること 
ディーゼル発電機は、非常用高
圧母線低電圧信号又は非常用
炉心冷却設備作動信号で起動
し、〔約 10 秒〕で電圧を確立し
た後は、各非常用高圧母線に接
続し負荷に給電できること 
 
【要求値(工事計画書)】 
 電圧確立時間：10秒以内 
 出力：4,740[5,600]kW/個 

【非常用予備発電装置機能検査(その１）】 
(1) 自動起動検査 
(非常用高圧母線低電圧信号発信後)ディーゼル
発電機は 10 秒以内に電圧[回転速度および電圧]
が確立すること。(工事計画書)  
(2) 運転性能検査 
a.ディーゼル発電機受電用しゃ断器投入からデ
ィーゼル発電機に電源を求める各機器のしゃ断
器が基準時間内に投入され、負荷できること。(工
事計画書または社内管理値[設計値または社内管
理値]) 
b.ディーゼル発電機が以下を満足すること。(工
事計画書または保安規定) 
 電圧：6,900±340V[6,900±345V] 
 周波数：50.0±2.5Hz[50.0±2.5Hz] 
 
【非常用予備発電装置機能検査(その２)】 
ディーゼル発電機の運転状態及び定格容量が以
下を満足すること。 
機関入口潤滑油圧力(MPa)：0.490～0.0590[0.500
～0.600] 
機関入口燃料油圧力(MPa)：0.150～0.290[0.050
～0.300] 
シリンダ冷却水温度(℃)：≦75.0(機関入口)、≦
85.0(機関出口) 
[1 次系冷却水(清水)温度(℃)：≦85.0(機関入
口)、≦90.0(機関出口)] 
潤滑油温度(℃)：≦50.0[≦55.0](機関入口)、≦
70.0[65.0](機関出口) 
機関入口燃料弁冷却水温度(℃)：≦45.0 
燃料弁冷却水冷却器入口冷却水温度(℃)：≦50.0 
電圧(V)：6900±340[6900±345] 
電力(kW)：4740[5600] 
周波数(Hz)：50.0±2.5[50.00±1.00] 
振動：不規則な振動がないこと。 
異音：不規則な音、断続的な音がないこと。 
異臭：過熱による異臭がないこと。 
漏えい：各系統配管接続部より機能・性能に影響
を及ぼす恐れのある漏えいがないこと。 

【ディーゼル発電機負荷試験】 
・無負荷運転時の電圧が 6.9kV±5%であること。 
・無負荷運転時の周波数が 50.0Hz±5%であるこ
と。 
・定格出力運転時、出力が 4740[5600]kWであるこ
と。 
・定格出力運転時、不規則な振動がないこと。 
・定格出力運転時、不規則な音、断続的な音がな
いこと。 
・定格出力運転時、過熱による異臭がないこと。 
 
＜1/2号炉＞ 
・燃料油サービスタンク 6050～10450リットル 
・潤滑油タンク 2400～5400リットル 
・始動用空気だめ 2.70～2.94MPa[gage] 
 
＜3号炉＞ 
・燃料油サービスタンク 7100～12950リットル 
・潤滑油タンク 2400～5400リットル 
・始動用空気だめ 2.60～2.90MPa[gage] 

○模擬信号投入による自動起動試
験【月例等】 
下記の通り、原子炉運転中に実施す
ることは原子力安全上困難と考え
る。 
①試験のための論理回路の一部除
外等による機能要求時の対応遅れ
の可能性 

左記確認を原子炉運転中に実施す
ることは困難であることから実条
件性能確認に対しては下記の通り。 
 
【定事検】 
・Ｄ／Ｇの自動起動試験は原子炉
運転中に実施することは安全上困
難であることから、定事検にて実作
動することを確認している。 
【月例試験】 
・月例にて、電圧、周波数、定格出
力等の確認を実施し、定格出力にお
いて機器の運転状態および関連パ
ラメータを確認している。 
【日常管理】 
・事故信号を模擬した自動起動試
験については、試験を実施するため
に他の機器が起動しないよう論理
回路の一部を除外等する必要があ
り、実際の機能要求時に正常に機能
しない恐れがあることから、安全上
実施すべきではない。このため、自
動起動に係る論理回路については、
中央制御室での日常監視により健
全性を確認している。 
 
以上の組み合わせにより実条件性
能を確認していると整理する。 

【運転系統管理表（１回／日）】 
＜1/2号炉＞ 
・燃料油サービスタンク 保有油量 0.92m3(920リ
ットル）以上 
 
＜3号炉＞ 
・燃料油サービスタンク 保有油量 1.39m3(1390
リットル）以上 

＜不足無し＞ ― 
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１ 燃料の検査に係る事項（第９４条 燃料の検査） 

 

１．１ 燃料集合体外観検査について 

 保安規定第９４条第１項は、炉心に継続装荷予定の照射燃料に対する外観検査について定めている。本検

査は、燃料集合体の外観検査を実施することにより、技術基準第２３条第１項及び第２項に係る機能の健全

性を確認するものである。 

 燃料管理を実施する長（設備所管）である技術課長が、燃料の健全性を確認するなど、燃料管理プロセス

として実施する行為を記載しているが、検査のプロセスは第２項にて施設管理条項を引用しているように、

「第８章施設管理」に基づき実施する。ここで、検査の独立性を考慮した検査実施責任者が判定を実施し、

その結果を技術課長に連絡する。 

 

１．２ シッピング検査条項の削除について 

今回、保安規定の審査基準の改正により「燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射され

た燃料のうちから選定した燃料の健全性に異常のないことを確認すること、燃料使用の可否を判断するこ

と等が定められていること。」と変更された。これを踏まえ、シッピング検査は技術基準適合性の確認を行

う定期事業者検査ではないことから、本条項から削除し、第８章の施設管理の実施事項として整理した。  

なお、従前より、シッピング検査は定期事業者検査と整理していない。 

 

 

２．取替炉心の安全性（第９５条 燃料の取替等） 

 

２．１ 取替炉心の安全性評価項目の追加について 

 日本電気協会の「取替炉心の安全性確認規程」の改訂（JEAC4211-2018）を反映し、取替炉心毎に確認する

安全性評価項目を９項目に追加した。各項目について、サイクルを通して、原子炉設置（変更）許可申請に

おける安全評価時に設定した安全解析の解析入力値又は制限値を満足していることを確認する。 

 取替炉心の安全性評価項目の内容と目的は以下の通り。 

 

評価項目 内容及び目的 

① 反応度停止余裕 

 

 

 

通常運転の高温状態から最大反応度価値を有する制御棒クラスタ１本を除いた全ての

制御棒が挿入された場合の炉心の未臨界度。運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故の解析において入力条件として使用される。 
 

② 最大線出力密度 

 

 

 

通常運転の出力運転時における単位燃料棒長さあたりの熱出力の最大値。運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故の解析において入力条件として使用される。 
 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値を満足

することを確認する。 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値を満足

することを確認する。 
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評価項目 内容及び目的 

③ 燃料集合体最高燃焼度 

 

 

 

サイクル末期における燃料集合体タイプごとの燃焼度の最大値。燃料の機械設計解析

において入力条件を設定する際に使用される。 
 

④ 水平方向ピーキング係数 

ＦＮ
ＸＹ 

 

 

 

通常運転の出力運転時における全制御棒クラスタ全引き抜き状態における炉心最大燃

料棒出力と炉心平均燃料棒出力との比。運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の

解析において入力条件を設定する際に使用される。 
 

⑤ 減速材温度係数 

 

 

 

通常運転の出力運転時における減速材の温度変化に対する反応度の変化割合を示す反

応度係数。運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析において入力条件を設定

する際に使用される。 
 

⑥ 最大反応度添加率 

 

 

 

通常運転の起動時からの制御棒クラスタの異常な引き抜き時において単位時間あたり

に添加される反応度の最大値。運転時の異常な過渡変化の解析において入力条件とし

て使用される。 
 

⑦ 制御棒クラスタ落下時の 

価値及び核的エンタルピ 

上昇熱水路係数ＦＮ
ΔＨ 

 

 

 

・通常運転の出力運転時から最大反応度価値を有する制御棒クラスタ１本が落下した

場合に添加される負の反応度。運転時の異常な過渡変化の解析において入力条件とし

て使用される。 

・通常運転の出力運転時から最大効果を有する制御棒クラスタ１本が落下した場合の

炉心最大燃料棒出力と炉心平均燃料棒出力との比。運転時の異常な過渡変化の解析に

おいて入力条件として使用される。 
 

⑧ 制御棒クラスタ飛出し時の

価値及び熱流束熱水路係数

ＦＱ 

 

 

 

・通常運転の出力運転時からの制御棒クラスタの飛び出し時に添加される反応度。設

計基準事故の解析において入力条件として使用される。 

・通常運転の出力運転時からの制御棒クラスタの飛び出し時の炉心最大線出力密度と

炉心平均線出力密度の比。設計基準事故の解析において入力条件として使用される。 
 

⑨ 出力運転時ほう素濃度 

 

 

 

通常運転の出力運転時における臨界ほう素濃度の最大値。過渡解析において入力条件

として使用される。 
 

 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した設計条件に基づく値を満

足することを確認する。 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値を満足

することを確認する。 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値及び設

計方針を満足することを確認する。 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値を満足

することを確認する。 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値を満足

することを確認する。 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値を満足

することを確認する。 

当該サイクルの評価結果が、事前の安全評価時に設定した安全解析の入力値を満足

することを確認する。 
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２．２ 計算コードの妥当性確認について 

保安規定第９５条第２項では、技術課長（発電所）は、取替炉心の安全性評価には妥当性を確認した計

算コードを用いること、妥当性を確認する体制をあらかじめ定めることとしている。計算コードの妥当性

確認では、計算コードが取替炉心の特性を適切に取り扱うことができることを確認する。また、計算コー

ドの妥当性確認は評価結果を担保する上で重要であり、十分な力量を持った要員を含めた体制を構築し、

確認を行う。 

 

２．３ 取替炉心の安全性評価及び確認に係る体制について 

保安規定第９５条第２項では、技術課長（発電所）は、取替炉心の安全性評価を行うとともに、取替炉

心の安全性の評価結果が制限値を満足していることの確認を行い、原子炉主任技術者の確認を得て、所長

の承認を得ることとしている。 

 

  

３．使用済燃料ラックへの収納が適切でない場合の措置（第９６条 使用済燃料の貯蔵） 

 「第９４条 燃料の検査」条文からシッピング検査条項を削除したことに伴い、第９４条第３項にて定め

る「使用済燃料ラックに収納することが適切でないと判断した燃料については、破損燃料容器に収納する等

の措置を講じる」ことについて、第９４条第１項の燃料集合体外観検査の結果に限らず適用するよう、第９

６条にも追記した。 

 

 

４．運搬について（第９２条 新燃料の運搬、第９７条 使用済燃料の運搬、第９８条の２ 放射性固体廃

棄物の管理、第１１４条 管理区域外等への搬出および運搬、第１１５条 発電所外への運搬） 

 

４．１ 核燃料物質等の運搬に係る検査について 

 核燃料物質等の運搬においては、要求事項への適合性を検証するために、ホールドポイントを適切に設け

て、「自主検査等」※１を実施する。 

※1：要求事項への適合性を判定するために事業者が行う合否判定基準のある自主的な検査等をいう。（品管

規則の解釈第 19条第 3項） 

 

(1)基本的な考え方 

  核燃料物質等の運搬の主要プロセス・工程を添付－１、添付－２及び添付－３に示す。新検査制度導入後

においては、核燃料物質等の運搬に係る業務プロセスを従来どおり QMSにより適切に管理するとともに、原

子力安全上の重要度を踏まえ、運搬物に係る要求事項（運搬物に対する技術基準）への適合確認をホールド

ポイントと位置づけ、自主検査等と整理するとともに、その実施にあたっては、品管規則第 48 条第 6 項に

基づき、重要度に応じて信頼性を確保する。 

なお、実用炉規則第 88 条第 1 項に基づく措置の実施状況の運搬前の確認は、運搬に係る業務プロセスにお

いて保安のために必要な措置が講じられていることを確認する行為であり、自主検査等としない。 

 

(2) 自主検査等の範囲 

前項の考え方を踏まえ、自主検査等を具体的に整理した結果を以下に示す。 
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・燃料集合体の事業所外運搬における、炉規法第 59条第 1項に基づく発送前検査 

・燃料集合体の事業所内運搬における、炉規法第 59条第 1項に基づく発送前検査に準じて実施する発送前 

検査相当 

・事業所外運搬における、外運搬規則適合検査 

 

 

４．２ 自主検査等の信頼性確保の考え方 

収納物の性状や IAEA 規則に定められている収納限度・重要度等を踏まえ、放射線障害等の公衆へのリス

クに応じて、以下のとおり、自主検査等の信頼性を確保する。（添付－４参照） 

（1）独立性確保の考え方 

核燃料物質を含む放射線障害等の公衆へのリスクが高い使用済燃料の事業所外（内）運搬における発送前

検査（発送前検査相当）は、運搬する組織（技術課及び安全管理課）とは別の組織の者を検査実施責任者と

し組織的独立を確保する。 

また、核燃料物質を含む放射線障害等の公衆へのリスクが比較的低い新燃料の事業所外（内）運搬におけ

る発送前検査（発送前検査相当）、事業所外運搬における外運搬規則適合検査は、直接の工事担当者からの独

立、又は発注者と受注者の関係による独立を確保する。 

 

（2）記録の信頼性確保の考え方 

事業所外（内）運搬における発送前検査（発送前検査相当）、事業所外運搬における外運搬規則適合検査に

おいて、立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性について、記録確認とする

対象業務(データ採取)の実施状況を、独立のグレードに応じた体制により、抜き打ちによるオブザベーショ

ンとして実施する。 

 

(3) 独立性及び記録の信頼性以外の管理方法の考え方 

事業所外（内）運搬における発送前検査（発送前検査相当）においては、個別案件毎に検査要領書や検査

体制表等を作成する。 

また、事業所外運搬における外運搬規則適合検査においては、個別案件ごとに検査要領書や検査体制表等

は作成せず、恒常的な体制により２次文書等に定める方法で実施する。 

 

以 上 

 

 

 

 

添付－１ 使用済燃料の事業所外運搬／事業所内運搬（号機間運搬）に関する主要プロセス・工程の例 

添付－２ ウラン新燃料の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例 

添付－３ Ａ型、Ｌ型、ＩＰ型の運搬物の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例（核燃料物質を封

入しているものを除く） 

添付－４ 核燃料物質等の運搬における自主検査等の信頼性確保の考え方 
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添
付
－
１

 
使用済燃料の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例 

 主要プロセス  

備  考 

現

場

作

業 

(1)空容器受取 (2)輸送物仕立 (3)発送前検査 (4)構内輸送※４ 
(5)事業所外運搬（発地側）※1 (6)輸送物の船積※5 

準備 運搬 

・緩衝体取外し※２ 

・建屋搬入 

・輸送容器受取検査 

・蓋開、入水準備 ・外観検査 

・線量当量率検査 

・表面密度検査 

・温度測定検査 

・圧力測定検査 

・収納物検査 

・重量検査 

・未臨界検査 

・気密漏えい検査 

・吊上げ検査 

・発電所長承認 

・転倒、転落防止 

・標識 

・見張人配置 

・徐行 

・知識/経験を有する者

の同行 

・危険物混載有無 

・線量当量率※３ 

・表面汚染密度※３ 

 等 

 

・発電所長承認 

・携行資機材類確認 

・標識、灯火、固縛状況 

・車両積付時の 

- 外観検査 

- 表面密度検査 

- 線量当量率検査 他 

・隊列編成状況 

・要員配置 等 

・隊列 

輸送 

【船積前】輸送物 

-線量当量率検査 

-表面密度検査 

・船積作業 

【船積後】船内 

 -線量当量率検査 

 

 

※１：公道輸送を 

実施する場合 

※２：建屋内外での実

施は、プラント

により差異あり 

※３：発送前検査を兼

ねる場合有り 

※４：公道輸送を実施

しない場合 

※５：船舶輸送を実施

する場合 

 

・ｷｬｽｸ吊下ろし  

・燃料装荷 

・蓋仮閉め 

・ｷｬｽｸ吊上げ 

・蓋閉め、除染 

・水位調整 

・建屋外搬出 

・緩衝体取付※２ 

・封印取付※２ 

 

 

 

許

認

可

関

係 

原
子
炉
等
規
制
法 

 ※６：電力より運搬を

委託された者 

・着地側の事業所外運搬

に係る申請手続は輸送

会社が実施 

［電力は連名申請］ 

 

 

原
賠

法  

船
舶
安
全
法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運搬前確認】 

実用炉規則 88 条 

（事業所内運搬） 

 

④取決めの締結確認 

⑤原子力損害賠償補償契約 

原子力損害賠償責任保険契約 

事業者間で取決め締結後申請（電力→原子力規制委員会） 

付保手続（電力→文科省/原子力保険プール） 

（
プ
ー
ル
内
） 

⑥放射性輸送物運送計画・安全確認申請※５ 船長（運航会社）→国交省海事局 

⑦放射性物質等運送届※５ 船長（運航会社）→管区海上保安本部 

⑧危険物積付検査申請※５ 船長（運航会社）→国交省海事局 

 
：自主検査等 

 

：官庁検査 

確認 

③核燃料物質等運搬届出 ※1 

②核燃料輸送物運搬確認申請 ※1 電力【発地側】、輸送会社※６【着地側】→ 国交省自動車局 

電力【発地側】、輸送会社※６【着地側】→都道府県公安委員会 

①車両運搬確認申請 電力、輸送会社※６→原子力規制委員会 

確認 確認 確認 
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使用済燃料の事業所内運搬（号機間運搬）に関する主要プロセス・工程の例 

 主要プロセス  

備  

考 

現

場

作

業 

搬出側号機 
(3)構内運搬 

（実入容器） 

搬入側号機 
(6)構内運搬 

（空容器） 

(1)空容器搬入 
（2)燃料装荷、実入容器搬出 

(4)実入容器搬入 (5)燃料取出、空容器搬出   

・緩衝体取外し※

２ 

・建屋搬入 

 

 

 

 

 

・蓋開、入水準備 

 

・外観検査 

・線量当量率検査 

・表面密度検査 

・温度測定検査 

・圧力測定検査 

・収納物検査 

・重量検査 

・未臨界検査 

・気密漏えい検査 

・吊上げ検査 

 

 

・転倒、転落防止 

・標識 

・見張人配置 

・徐行 

・知識/経験を有する

者の同行 

・危険物混載有無 

・線量当量率※３ 

・表面汚染密度※３ 

等 

 

 

 

・封印取外※２ 

・緩衝体取外※２ 

・建屋搬入 

 

 

・入水準備    

 

※１ 

電力自主 

※２ 

建屋内外

での実施

は、プラ

ントによ

り差異あ

り 

※３ 

発送前検

査を兼ね

る場合有

り 

 ・ｷｬｽｸ吊下ろし  

・燃料装荷 

・蓋仮閉め 

・ｷｬｽｸ吊上げ 

ｷｬｽｸ吊下ろし 

蓋開 

燃料取出 

蓋仮締 

ｷｬｽｸ吊上げ ・蓋閉め、除染 

・水位調整 

・建屋外搬出 

・緩衝体取付※２ 

 

 

 

 

 

 

 

・蓋締め、除染 

・内部水排水 

・建屋外搬出 

・緩衝体取付※２ 

 

許

認

可

関

係 

原
子
炉
等
規
制
法 

  

 

  

（
プ
ー
ル
内
） 

（
プ
ー
ル
内
） 

外観 

未臨界性 

気密漏えい 

等 

 

 

 

【運搬前確認】 

実用炉規則 88 条 

（事業所内運搬） 

 

・転倒、転落防止 

・標識 

・危険物混載有無 

・線量当量率 

・表面汚染密度 

等 

 

 

 

 

 

 

 

【運搬前確認】 

実用炉規則 88 条 

（事業所内運搬） 

 

 

 

 

   

 

 

 

実用炉規則 88 条 

（事業所内運搬） 

 

発送前検査相当※１ 

：自主検査等       
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  ウラン新燃料の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例 

 主要プロセス  

備  考 

現

場

作

業 

(1)空容器受取 (2)輸送物仕立 (3)発送前検査 (4)構内輸送※３ 
(5)事業所外運搬（発地側）※１ (6)輸送物の船積※

４ 準備 運搬 

・建屋搬入 

 

・蓋開  

・新燃料収納 

・蓋閉め 

 ・発電所長承認 

・転倒、転落防止 

・標識 

・見張人配置 

・徐行 

・知識/経験を有する

者の同行 

・危険物混載有無 

・線量当量率※２ 

・表面汚染密度※２ 

  等 

・発電所長承認 

・携行資機材類確認 

・標識、灯火、固縛状況 

・車両積付時の 

- 外観検査 

- 表面密度検査 

- 線量当量率検査 他 

・隊列編成状況 

・要員配置 等 

・隊列

輸送 

【船積前】輸送物 

-線量当量率検査 

-表面密度検査 

 

・船積作業 

【船積後】船内 

 -線量当量率検査 

※１：公道輸送を 

実施する場合 

※２：発送前検査相当を

兼ねる場合有り 

※３：公道輸送を実施し

ない場合 

※４：船舶輸送を実施す

る場合 

許

認

可

関

係 

原
子
炉
等
規
制
法 

 ※５：電力より運搬を委

託された者 

・着地側の事業所外運搬

に係る申請手続は輸送

会社が実施 

［電力は連名申請］ 

 

 

原
賠
法 

 

船
舶
安
全
法 

 

 

 

 

・外観検査 

・線量当量率検査 

・表面密度検査  

・収納物検査 

・重量検査 

・未臨界検査 

・吊上げ検査 

 

【運搬前確認】 

実用炉規則 88 条 

（事業所内運搬） 

 

 

放射性輸送物運送計画・安全確認申請※４ 船長（運航会社）→国交省海事局 

放射性物質等運送届※４ 船長（運航会社）→管区海上保安本部 

危険物積付検査申請※４ 船長（運航会社）→国交省海事局 

確認 

：自主検査等           ：官庁検査 
 
 

原子力損害賠償補償契約 

原子力損害賠償責任保険契約 
付保手続（電力→文科省/原子力保険プール） 

核燃料物質等運搬届出 ※１ 

確認 

確認 

車両運搬確認申請 電力、輸送会社※５→原子力規制委員会 

電力【発地側】、輸送会社※５【着地側】→都道府県公安委員会 

取決めの締結確認 事業者間で取決め締結後申請（電力→原子力規制委員会） 

0 

添
付
－
２
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A 型、L 型、IP 型の運搬物の事業所外運搬に関する主要プロセス・工程の例（核燃料物質を封入しているものを除く） 

 主要プロセス  

備  考 

現

場

作

業 

(1)空容器受取 (2)輸送物仕立 
(3)外運搬規則 

適合検査 
(4)構内輸送※2 

(5)事業所外運搬（発地側）※1 
(6)輸送物の船積※５ 

準備 運搬 

・建屋搬入 

 

・蓋開 

・蓋閉め 

 

 

 

 

・放射能量確認 

・法令に適合した容 

器への収納 

・線量当量率測定 

・表面汚染密度測定  

等 

・発電所長承認 

・転倒、転落防止 

・標識 

・危険物混載有無 

・線量当量率※４ 

・表面汚染密度※４ 

 等 

 

・発電所長承認 

・携行資機材類確認 

・標識、灯火、固縛状況 

・車両積付時の 

- 外観検査 

- 表面密度検査 

- 線量当量率検査 他 

 

・輸送 【船積前】輸送物 

-線量当量率検査 

-表面密度検査 

 

・船積作業 

【船積後】船内 

 -線量当量率検査 

※１：公道輸送を 

実施する場合 

※２：発地側で公道輸送

を実施しない場合 

※３：必要に応じて実施 

※４：外運搬規則適合検

査を兼ねる場合有

り 

※５：船舶輸送を実施す

る場合 

許

認

可

関

係 

原
子
炉
等

規
制
法 

  

原
賠
法 

 

船
舶
安
全
法 

 

核燃料物質等の事業所内運搬に関する主要プロセス・工程の例（核燃料物質を封入しているもの除く） 

 主要プロセス  

備  考 
 

現

場

作

業 

(1)空容器受取 (2)輸送物仕立 (3)構内輸送 

・建屋搬入 

 

・蓋開 

・蓋閉め 

 

・転倒、転落防止 

・標識 

・危険物混載有無   

・線量当量率 

・表面汚染密度  等 

 

 

【運搬前確認】 

実用炉規則 88 条 

（事業所内運搬） 

 

 

原子力損害賠償補償契約 

原子力損害賠償責任保険契約 付保手続（電力→文科省/原子力保険プール） 

放射性輸送物運送計画・安全確認申請※３ 船長（運航会社）→国交省海事局 

放射性物質等運送届※３ 船長（運航会社）→管区海上保安本部 

危険物積付検査申請 船長（運航会社）→国交省海事局 

【運搬前確認】 

実用炉規則 88 条 

（事業所内運搬） 

 

 

：自主検査等 

 

     ：官庁検査 

外運搬規則 3 条～5 条 

8 条～10 条 

 

 

添
付
－
３

 

確認 
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核燃料物質等の運搬における自主検査等の信頼性確保の考え方 

○外運搬に係る自主検査等の信頼性確保の分類 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 1：発送前検査 

・独立性  ：放射線障害等の公衆へのリスクが高いことから、厳格な独立性を確保し、信頼性を担

保するため、組織的独立を確保。分類 1-1 

放射線障害等の公衆へのリスクが比較的低いことから、直接の工事担当者（電力社員以

外含む）からの独立を確保。分類 1-2 

・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性につい

て、記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を、独立のグレードに応じ

た体制により、抜き打ちによるオブザベーションとして実施 

・上記以外：個別案件毎に検査要領書や検査体制表等を作成。 

 

分類 2：外運搬規則適合検査 
・独立性  ：放射線障害等の公衆へのリスクが低いことから、直接の工事担当者（電力社員以外含

む）からの独立を確保。 

・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性につい

て、記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を、独立のグレードに応じ

た体制により、抜き打ちによるオブザベーションとして実施 

・上記以外：個別案件毎に検査要領書や検査体制表等は作成せず、恒常的な体制により 2次文書等

に定める方法で実施。 

分類１ 

分類１－１ 
使用済燃料（Ｂ型） 

     ガラス固化体（Ｂ型） 

分類１－２ 
ウラン新燃料（A型） 

天然六フッ化ウラン（IP型） 

 A1 値,A2値※1を超えるものか 

Yes 

No 

検査装置［L型］ 

LLW［IP型］ 

使用済燃料空容器［A型］ 

ガラス固化体空容器［L型］ 
 

容器承認を取得した容器を 

用いて対象運搬物を運搬するか 

Yes 

No 

 核燃料物質を封入しているか 

Yes 

No 

ウラン新燃料［A型］ 

天然六フッ化ウラン［IP型］ 

 

添付－４ 

核燃料物質等の事業所外への運搬 

外運搬規則適合検査 

※1    A1,A2値は、輸送容器が事故で破損し、その一部が漏えいして、その内容物の一部を人が摂取しても影響を与え
ないよう、IAEA規則にて定められた収納限度 

 

炉規法第 59条第 1項に基づく 

発送前検査 

分類２ 
使用済燃料空容器（A型） 

ガラス固化体空容器（L型） 

検査装置等（L型） 

LLW（IP型） 
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○内運搬に係る自主検査等の信頼性確保の分類 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

分類 3：発送前検査相当 

・独立性  ：公衆への放射線障害リスクが高いことから、厳格な独立性を確保し、信頼性を担保す

るため、組織的独立を確保。分類 3-1 

公衆への放射線障害リスクが比較的低いことから、直接の工事担当者（電力社員以外

含む）からの独立を確保。分類 3-2 

・記録の信頼性：立会わない範囲の記録を用いて合否判定を行う場合、その記録の信頼性につい

て、記録確認とする対象業務(データ採取)の実施状況を、独立のグレードに応じ

た体制により、抜き打ちによるオブザベーションとして実施。 

・上記以外：外運搬規則に準じて、個別案件毎に検査要領書や検査体制表等を作成。 

 

 

分類３ 

分類３－１ 
使用済燃料 

 

分類３－２ 
ウラン新燃料 

 

No 

設工認対象容器を 

用いて対象運搬物を運搬するか 

Yes 

工認対象空容器 

検査装置 

LLW 

使用済燃料空容器 

 

 

上部炉心構造物 

使用済制御棒 

No 

核燃料物質を封入しているか 

自主検査等対象外 
使用済燃料空容器等 

使用済制御棒等 

検査装置等 

LLW 

ウラン新燃料 

 
No 

Yes 

A1 値,A2値※１を超えるものか  

Yes 

※1  A1,A2値は、輸送容器が事故で破損し、その一部が漏えいして、その内容物の一部を人が摂取しても影響を与えな   
いよう、IAEA規則にて定められた収納限度 

※3  発電所構外からの搬入に伴う内運搬は除く 

核燃料物質等の事業所内での運搬 

・外運搬時に準じて、発送前検査相当を「自主
検査等」と位置づけて実施 
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資料⑤ 

 

 

 

泊発電所 

 

放射性固体廃棄物の事業所外廃棄について 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 

 

 

67



１． 保安規定 

（１）規則類の改正 

規則類の改正に伴い、放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動、およびその活動に関

する組織、職務を保安規定に定める。 

【実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則】 

（保安規定） 

第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者

は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、こ

れを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

十四 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。 

【実用炉に関する保安規定審査基準】 

（実用炉規則第９２条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄（放射

性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められていること。 

 

（２）保安活動 

放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動は第６章放射性廃棄物管理の第９８条の２

（放射性固体廃棄物の管理）に定める。なお、具体的な管理については、基本的に現状におい

ても二次文書等に定めて実施している。 

（放射性固体廃棄物の管理） 

第９８条の２ 

７ 安全管理課長は、放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合は、次の事項を実施する。 

 （１）埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を作成し、発電所外の廃棄に関する措置の実

施状況を確認する。 

 （２）発電所外の廃棄施設の廃棄事業者へ埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を引き渡

す。 

 （３）放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄するにあたって、所長の承認を得る。 

 

（３）保安に関する組織・職務 

放射性固体廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動に関する組織、職務を第３章 第４条（保安

に関する組織）、第５条（保安に関する職務）に定める。 

（保安に関する職務） 

第５条  

18 安全管理課長は、放射線管理、放射性廃棄物管理および化学管理に関する業務を行う。 

 

２．事業所外廃棄に係る検査について（参考「LLW事業所外廃棄におけるプロセス図」） 

新検査制度導入後は、業務プロセスを従来通り QMSにより適切に管理するとともに、外廃棄

則第２条に基づく「廃棄前の措置の実施状況の確認」の業務の中で、廃棄（埋設処分）しようと

するもの（廃棄体）に係る申請データの廃棄事業者への引渡しをホールドポイントと位置づけ、

ホールドポイント前に申請データの確認を「自主検査等」※１として「LLW事業所外廃棄適合検

査」を実施する。 

実施にあたっては、品管規則第４８条第６項に基づき、重要度に応じて信頼性を確保する。 

※1：要求事項への適合性を判定するために事業者が行う合否判定基準のある自主的な検査等 

をいう。（品管規則の解釈第１９条第３項） 

以 上 
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資料⑥ 

 

 

 

泊発電所 

 

輸入廃棄物の事業所外廃棄について 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 
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１．はじめに 

本資料は、規則類の改正に伴い 2020 年 5 月 29日に変更認可申請を行った泊発電所の保安規定に

おける「放射性廃棄物管理（輸入廃棄物の管理）」について説明するものである。 

 

２．規則類の改正 

（１）実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

（保安規定） 

第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする

者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定

め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

 

十四 放射性廃棄物の廃棄（工場又は事業所の外において行う場合を含む。）に関すること。 

 

（２）保安規定の審査基準 

実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準（実用炉規

則第９２条第１項第１４号放射性廃棄物の廃棄） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事業所の外への廃棄（放

射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定められていること。 

 

３．保安規定の記載 

輸入廃棄物の事業所外への廃棄に係る活動については、第６章放射性廃棄物管理の第９８条の５

（輸入廃棄物の管理）に新たに定める。 

 

第６章 放射性廃棄物管理 

（輸入廃棄物の管理） 

第 98 条の５ 原子力部長は、輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合は、当該輸入廃棄物が

法令で定める基準に適合したものであることを確認する。 

２ 原子力部長は、輸入廃棄物が法令で定める基準に適合することを確認するための検査を統括

する。 

３ 原子力部長は、輸入廃棄物の管理に関する業務を行う組織とは別の組織の者を、検査実施責

任者として指名する。 

 

保安規定において、「原子力部長は、原子力事業統括部における保安活動（第７項に定める職務を除

く。）を統括する。」と保安に関する職務を定めている。 

今回新たに定めた「放射性廃棄物管理（輸入廃棄物の管理）」は、原子力部長が統括する原子力事業

統括部における保安活動に包含されており、規則類の放射性廃棄物の廃棄に関する改正を踏まえた内

容としている。 

また、保安規定の遵守のために必要となる活動については、２次文書「原子力品質マネジメントシス

テム管理マニュアル」等の社内規程に定める。 

以上 
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資料⑦ 

 

 

 

泊発電所 

 

放射線管理等について 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 
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1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」の内

容を踏まえ、保安規定の記載に関する補足資料とする。 

 

2. 保安規定記載について 

2.1.  ALARAの考え方（実用炉規則第 92条第 1項第 11号、14号） 

現状、許認可図書における ALARAに関する記載は以下の通りである。 

 

許認可図書 ALARAに関する記載 

設置変更許可申請書 添付書類八 運転保守 放射性廃棄物管理 

           放射線管理 

保安規定 第 2条（基本方針） 

 

ALARAは個別の保安活動に紐付くものではなく、各保安活動が総合的に相まって実現され

るものであることから、現状は、保安規定第 2条に基本方針として記載し、第 6章と第 7章

には法令に要求される事項を条文に具体的に記載しているが、設置許可記載との関連性を考

慮し、保安規定の「第 6章 放射性廃棄物管理」および「第 7章 放射線管理」に ALARAに関

する記載を追記することとする。 

なお、ALARAは「第 6章 放射性廃棄物管理」および「第 7章 放射線管理」の各条文の保安

活動が総合的に相まって実現されるものと考えているため、両章の冒頭に基本方針を追加す

るとともに「第 7章 放射線管理」に ALARAに係る保安活動を明記することとする。 

  

第６章 放射性廃棄物管理 

（放射性廃棄物管理に係る基本方針） 

第 98条 発電所における放射性廃棄物に係る保安活動は、放射性物質の放出による公

衆の被ばくを、定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に

保つよう実施する。 

 

第７章 放射線管理 

（放射線管理に係る基本方針） 

第 103条 発電所における放射線管理に係る保安活動は、放射線による従業員等の被

ばくを、定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に保つよ

う実施する。 

 

（放射線業務従事者の線量管理等） 

第 110条  各課（室、センター）長は、管理区域内で作業を実施する場合、作業内容に

応じて作業計画を立案するとともに、放射線防護上必要な措置を講じることで放射線業務

従事者の線量低減に努める。 

 

 

 

2.2. 排気監視設備および排水監視設備（実用炉規則第 92条第 1項第 10号） 

放出管理に係る設備の管理について、保安規定の「第 6章 放射性廃棄物管理」に明記する

こととする（下記記載案の下線部）。 

なお、具体的な管理については、現状においても二次文書等に定めて実施している。 
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使用方法については、保安規定の「第 6章 放射性廃棄物管理」に測定項目、計測器種類、

測定頻度等を記載することで使用方法を明示している。 

 

第６章 放射性廃棄物管理 

（放出管理用計測器の管理） 

第 101条  安全管理課長および制御保修課長は、表 101に定める放出管理用計測器につ

いて、同表に定める数量を確保する。また、定期的に点検を実施し機能維持を図る。ただ

し、故障等により使用不能となった場合は、修理または代替品を補充する。 

 

 

 

2.3. 放射線測定器の管理、放射線の測定の方法（実用炉規則第 92条第 1項第 12号） 

放射線測定器（放出管理用計測器、放射線計測器類）の管理について、保安規定の「第 6

章 放射性廃棄物管理」および「第 7章 放射線管理」に明記することとする（放射性廃棄物

管理の章は、「2.2排気監視設備および排水監視設備」を参照。また、放射線管理の章は、下

記記載案の下線部を参照）。 

なお、具体的な管理については、現状においても二次文書等に定めて実施している。 

使用方法については、保安規定の「第 7章 放射線管理」に場所、測定項目、測定頻度等を

記載することで測定の方法を明示している。 

 

第 7章 放射線管理 

（放射線計測器類の管理） 

第 113条 安全管理課長および制御保修課長は、表 113に定める放射線計測器類につい

て、同表に定める数量を確保する。また、定期的に点検を実施し機能維持を図る。ただ

し、故障等により使用不能となった場合は、修理または代替品を補充する。 

 

 

 

2.4. 放射性廃棄物の廃棄（実用炉規則第 92条第 1項第 14号） 

周辺環境への放射性物質の影響を確認するための環境放射線モニタリングについて、保

安規定の「第 7章 放射線管理」に明記することとする。なお、具体的な管理について

は、現状においても二次文書等に定めて実施している。 

 

第７章 放射線管理 

（平常時の環境放射線モニタリング） 

第 112条の２ 安全管理課長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、平常

時の環境放射線モニタリングの計画を立案し、その計画に基づき測定を行い評価する。 

 

 

 

以上 
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資料⑧ 

 

 

 

泊発電所 

 

施設管理について 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 
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保全の結果の確認・評価 

「保全計画の策定」のうち維持確認関連事項の設定 

 

計
画
策
定 

保
全
対
象
範
囲 

の
策
定 

施
設
管
理
の
重
要
度 

の
設
定 

保全計画の策定 

保全活動管理指

標の設定および

監視計画の策定 

 

 

設計の計画 

設計管理 

設計のインプット 

設計のアウトプット 

設計の実施 設計の検証 

設計の妥当性確認 

設
計
の
変
更
管
理 

不適合 

是正処置 

未然防止 

処置（＊２） 

＊２：他発電所水平展開、

NRA 指示対応含む 

設工認 

(「工事の方法」（検査項

目の考え方等）を含む ) 

別表第二に該当する

事項のみ 

図面・仕様書 

要
求
事
項 

B. 設置（変

更）許可 

A. 各種要求 

(規制・新知見等) C. 各種ニーズ 

 

情
報
の
整
理 

結果 

点検計画 

保守点検の起点 

設計およ

び工事の

計画 

特別な保

全計画 

(記録) 

検査記録 

工事記録 

等 

保全の 

有効性評価 

監視 

巡視 

サーベイランス 

監視 

定事検の設定 

対
象
の
選
定 

内
容
・
頻
度
設
定 

実
施
計
画
策
定 

既存設備保全計画への 

展開が必要な要求事項（＊１） ＊１ 

 

適合性維持確認方法の決定 

適合性維持確認項目の特定 

適合性維持確認方法の決定 

・保守点検後の機能性能確認 

・保守点検結果の確認 

・定事検        等 

調
達
管
理 

調達プロセス 

調達要求事項 

調達製品の検証 

作業管理 

工事 

（補修、取替、改造） 

 点検、巡視 

設計のレビュー 

 使用前事業者検査 

(溶接部、燃料体含む) 

定期事業者検査 

上記以外の確認・評価 

例）・点検手入れ前/後データの確認・評価 

・状態監視データの確認・評価 

・運転データの確認・評価 

設備供用 
【リリースのために実施する合否判定】 

凡例 

保全の実施 

 (運転管理等) 

運転段階のプロセスの流れ（情報の流れ含む） 

設計を伴う場合のプロセスの流れ（情報の流れ含む） 

情報の流れ 

太線：主プロセス、細線：関連プロセス 

第118条の２ 第118条の３ 

第 118条の４，５ 

設計要件 

構築物・系統および機器

はどのようなものでなけ

ればならないか 

施設構成情報 

構築物・系統および機器は 

どのようなものかを示す図書 

物理的構成 

実際の構築物・系統および機器 

１ ３ 

２ 

＜均衡を守るための施設管理の例＞ 

設計要件をインプットとする設計

結果の検証 

設備図書どおりの施工であること

の確認 

設計要件どおりの機能が確保/維持

されていることの確認 

１ 

２ 

３ 

＜凡例＞ 

１ 

２ 

２ 

２ 

３ 

３ 

３ 

【保守管理をベースとした施設管理の全体イメージ】 
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第８章 施設管理 主な保安規定変更概要 
 

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」、「実用発電用原子炉及びその附属施設におけ

る発電用原子炉施設保安規定の審査基準」および「原子力事業者等における使用前事業者検査、

定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」の改正等での要求事項に基づく規定に変

更する。 

 

＜主な追加要求事項＞ 

・保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査等の「施設管理」として以下の項目を反映 

・設計および工事に係る重要度 

・使用前点検 

・構成管理 

・巡視点検 

・使用前事業者検査、定期事業者検査 
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資料⑨ 

 

 

 

泊発電所 

 

検査の独立性の確保について 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 
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１ 検査の独立性に関する要求事項 

 

＜品質管理基準規則＞  

第四十八条 （機器等の検査等）  

５  原子力事業者等は，保安活動の重要度に応じて，使用前事業者検査等の独立性（使用前事業

者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異に

する要員とすることその他の方法により，使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわ

れないことをいう。）を確保しなければならない。  

＜解釈＞  

第４８条 （機器等の検査等）  

３  第５項に規定する「部門を異にする要員とすること」とは，使用前事業者検査等を実施する

要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が，原子力施設の保安規定に

規定する職務の内容に照らして，別の部門に所属していることをいう。  

４  第５項に規定する「使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないこと」とは，使

用前事業者検査等を実施する要員が，当該検査等に必要な力量を持ち，適正な判定を行うに

当たり，何人からも不当な影響を受けることなく，当該検査等を実施できる状況にあること

をいう。  

 

 

＜保安措置等運用ガイド＞（抜粋）  

また、検査の方法については、検査の独立性確保の観点から、検査の判定に係る実施体制も含

めて、検査の体系を具体的に整理する必要があり、要求事項に適合している状態が維持されてい

ることを体系的に確認できるよう構成される必要がある。  

特に検査に係る責任者及び要員は、当該検査対象となる機器等を所管する者又は検査対象の施

設管理に係る保安活動を行う部門から判定に関して影響を受けないよう配慮する必要がある。ま

た、思い込みによる確認漏れや人手不足などの資源不足による不十分な確認を是正できるよう留

意して体制を整備し、実施していく必要がある。 

 

 

 

 

 

■使用前事業者検査等の検査に係る責任者及び要員※１は、検査対象となる機器等の所管部門 

又は工事実施部門以外から確保する（部門を異にする）必要がある。  

 

※１：検査に係る責任者及び要員：検査の合否判定を担う者 
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２  「部門を異にする」単位について 

部門を異にする単位としては、保安規定第４条に規定している保安に関する各職務が割り当

てられている下記赤枠内の課・室・センターを部門の単位とし、独立性を確保する。 

また，独立性を確保した体制のもと，発電所各課・室・センターが所管業務以外の検査に従事

できるよう，保安規定第５条（保安に関する職務）に新たな規定を設けている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条（保安に関する職務） 

各課（室、センター）長は、第３条 8.2.4で要求される検査の独立性を確保するために必要な場

合は、本条各項の業務以外に、他の各課（室、センター）長が所管する検査に関する業務を行うこ

とができる。 

（発 電 所） 

※２ → 

施設防護課長 

制御保修課長 

発 電 室 長 

技 術 課 長 

安全管理課長 

機械保修課長 

電気保修課長 

保全計画課長 

発電課長（当直） 

所 長 

泊発電所安全運営委員会 

発電用原子炉主任技術者 

（原子炉保安統括 ※１） 

土木建築課長 

防災･安全対策室長 

原子力教育センター長 
電気主任技術者 

ボイラー・タービン主任技術者 

所長代理 

運 営 課 長  

次 長 

原子力安全・品質保証室長 
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合否判定合否判定 

 

 

３ 独立性確保の考え方 

２項記載の検査の独立性を確保する部門を考慮し、検査体制を構築する。 

 

○検査の独立性確保 

＜検査体制の例＞                        ：独立性要求範囲 

（工事実施部門が機械保修課の場合）               ：独立性を要求しない範囲 

 

＜現行の検査体制＞              ＜新検査制度適用後の検査体制＞ 

       ○○ 検査                   ○○ 検査 

 

      検査実施責任者 合否判定                       検査実施責任者 合否判定 

       機械保修課長 次工程への引渡し         保全計画課長  次工程への引渡し 

 

 

                                    検査判定員   検査項目毎の 

                                保全計画課員  良否判定 

            検査実施担当者 検査項目毎の 

       機械保修課員 良否判定 

                                             検査所管担当者 

                             機械保修課員 

      

 

      検査実施補助者･検査助勢者             検査所管補助者･検査助勢者 

      機械保修課員                     機械保修課員 

      調達先 協力会社                          調達先 協力会社 

 

＜独立性の確保＞ 

工事実施部門以外から選出が必要。             （参考） 

検査要領書の承認、検査の判定を実施する。         検査要領書の作成、検査準備作業等は工事実施 

部門で実施可能 
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資料⑩ 

 

 

 

泊発電所 

 

その他の条文変更について 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

北海道電力株式会社 
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１．ＡＴＥＮＡ標準案以外の法令改正に伴う条文変更について 

 法令改正に伴う保安規定のＡＴＥＮＡ標準変更案については、原子力規制検査の試運用を通じて確認を行

ってきたが、標準案以外の項目・条文についても、法令改正等に伴い変更の必要があったことから、本資料

にてその内容の整理を行う。変更一覧を以下に示す。 

  

 ○標準案以外の変更一覧 

番号 標準案以外の変更 条文 概 要 

① 
検査の独立性 

（その他） 

第４章（運転管理） 

全般 

・第４章に規定されているサーベイランス（LCO

を満足していることの確認行為）について、「検

査」実施と同一に読み取れる記載の適正化 

・定期事業者検査の独立性は、第８章（施設管理）

にて確保 

② 

予防保全を目的と

した点検・保修を実

施する場合の PRA

等の検証 

第８７条 

・予防保全を目的とした点検・保修を実施する場

合に、AOT 内外での作業に関わらす、措置の有

効性について確率論的リスク評価等を用いて検

証した上で実施する旨追記 

③ 記録 第１３１条 
・実用炉規則第６７条、第１４条の３及び第５７

条の要求事項に合わせて変更 

④ 用語の変更 全般 ・事業者検査化、その他法令用語の変更 

 

２．変更の内容 

上述の変更一覧の各項目について、本項にて詳細に内容を整理する。 

① 検査の独立性 

（１）第４章（運転管理）の「検査」に係る用語の記載の適正化 

 保安規定第１１条（構成および定義）に規定するとおり、第４章（運転管理）の第２項については、運転

上の制限を満足していることを確認するために行う事項（サーベイランス）を規定している。 

 

第１１条（構成および定義） 

２．第３節（第８５条から第８８条を除く）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

 

サーベイランスでは、従来の定期検査時に確認する事項として、一部「機能検査を実施する。」旨の記載

があり、サーベイランスと定期事業者検査を兼ねた記載となっている箇所がある。 

今回の品質管理基準規則における定期事業者検査の独立性の要求事項を満足するためには、定期事業者検

査と兼ねた記載の主語が独立している必要があるが、第４章（運転管理）においては、第１１条に記載のと

おりサーベイランス行為である旨が明確化されるよう、記載の適正化を行う。 

具体的には、一部の条文について、「機能検査を実施する。」旨の記載を「機能確認を実施する。」旨、記

載の適正化を行うこととする。以下に、第３３条における変更を一例として示す。 
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○変更の内容 

保安規定第３３条（計測および制御設備）表３３－１３ 中央制御室外原子炉停止装置〔３号炉〕 より 

＜変更前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜変更後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表33－13 中央制御室外原子炉停止装置〔３号炉〕 

機    能 適用モード 
機能を満足できない場合の措置※２0 確認事項 

条 件 措  置 完了時間 項    目 頻 度 担 当 

充てんポンプ モード１、２および３ A.１つの機能が動作不能であ

る場合 

A.1 発電課長（当直）は、当該機能を

動作可能な状態にする。 

30日 

 

機能確認を実施する。 定期事業者検

査時 

制御保修課長 

加圧器後備ヒータ 

抽出オリフィス出口Ｃ／Ｖ内側隔離弁 
B.条件Aの措置を完了時間内

に達成できない場合 

 

B.1 発電課長（当直）は、モード３に
する。 

および 
B.2 発電課長（当直）は、モード４に

する。 

 

12時間 
 

 
36時間 ほう酸ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

電動補助給水ポンプ 

加圧器水位計 
モード１、２および３ A. １つの機能が動作不能で

ある場合 

A.1 制御保修課長は、当該機能を動作

可能な状態にする。 

30日 

 

機能確認を実施する。 定期事業者検

査時 

制御保修課長 

加圧器圧力計 

蒸気発生器水位計（広域） 
B.条件Aの措置を完了時間内

に達成できない場合 

 

B.1 発電課長（当直）は、モード３に
する。 

および 
B.2 発電課長（当直）は、モード４に

する。 

12時間 
 

 
36時間 

動作不能でないことを指

示値により確認する。 

１ヶ月に１回 発電課長（当直） 

主蒸気ライン圧力計 

※20：機能毎に個別の条件が適用される。 

表33－13 中央制御室外原子炉停止装置〔３号炉〕 

機    能 適用モード 
機能を満足できない場合の措置※２0 確認事項 

条 件 措  置 完了時間 項    目 頻 度 担 当 

充てんポンプ モード１、２および３ A.１つの機能が動作不能であ

る場合 

A.1 発電課長（当直）は、当該機能を

動作可能な状態にする。 

30日 

 

機能検査を実施する。 定期検査時 制御保修課長 

加圧器後備ヒータ 

抽出オリフィス出口Ｃ／Ｖ内側隔離弁 
B.条件Aの措置を完了時間内

に達成できない場合 

 

B.1 発電課長（当直）は、モード３に
する。 

および 
B.2 発電課長（当直）は、モード４に

する。 

 

12時間 
 

 
36時間 ほう酸ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

電動補助給水ポンプ 

加圧器水位計 
モード１、２および３ A. １つの機能が動作不能で

ある場合 

A.1 制御保修課長は、当該機能を動作

可能な状態にする。 

30日 

 

機能検査を実施する。 定期検査時 

 

制御保修課長 

加圧器圧力計 

蒸気発生器水位計（広域） 
B.条件Aの措置を完了時間内

に達成できない場合 

 

B.1 発電課長（当直）は、モード３に
する。 

および 
B.2 発電課長（当直）は、モード４に

する。 

12時間 
 

 
36時間 

動作不能でないことを指

示値により確認する。 

１ヶ月に１回 発電課長（当直） 

主蒸気ライン圧力計 

※20：機能毎に個別の条件が適用される。 
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② 予防保全を目的とした点検・保修作業を実施する場合の PRA 等の検証 

（１）保安規定の審査基準改正内容 

保安規定の審査基準の改正において、予防保全を目的とした点検・保修作業を行う場合は、原則として

AOT 内に完了することとし、必要な安全措置を定め、確率論的リスク評価（PRA）等を用いて措置の有効

性を検証することが新たに定められた。 

○保安規定の審査基準対照表 

改正後 改正前 

１２．ＬＣＯが設定されている設備等について、

予防保全を目的とした保全作業をその機能が要求

されている発電用原子炉の状態においてやむを得

ず行う場合には、当該保全作業が限定され、原則

としてＡＯＴ内に完了することとし、必要な安全

措置を定め、確率論的リスク評価 (ＰＲＡ：

Probabilistic Risk Assessment)等を用いて措置

の有効性を検証することが定められていること。 

○ 予防保全を目的とした保全作業について、やむ

を得ず保全作業を行う場合には、法令に基づく点検

及び補修、事故又は故障の再発防止対策の水平展開

として実施する点検及び補修等に限ることが定め

られていること。 

（削る） ○ 予防保全を目的とした保全作業の実施につい

て、ＡＯＴ内に完了することが定められているこ

と。 

（削る） ○ なお、ＡＯＴ内で完了しないことが予め想定さ

れる場合には、当該保全作業が限定され、必要な安

全措置を定めて実施することが定められているこ

と。 

 

（２）審査基準との整合性 

保安規定の審査基準においては、予防保全を目的とした点検・保修等に対し PRA 等で措置の有効性検証

が求められることから、第８７条（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合）の第１項（AOT 内）

及び第２項（AOT 外）それぞれに対し、以下のとおり PRA 等での検証を規定する。 

第８７条 （予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 

各課長または発電室長は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画的に運転上の制限外

に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を、その有効

性について確率論的リスク評価等を用いて検証した上で、要求される完了時間の範囲内で実施する※１。 

なお、運用方法については、表 86－１の例に準拠するものとする。 

２ 各課長または発電室長は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するため、計画的に運転上の制

限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を

要求される完了時間の範囲を超えて実施する場合は、あらかじめ必要な安全措置を定め、その有効性に

ついて確率論的リスク評価等を用いて検証した上で、原子炉主任技術者の確認を得て実施する※１。 

（以下、略） 
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③  記録 

（１）実用炉規則の改正内容 

保安規定の記録の要求である実用炉規則第６７条、第１４条の３及び第５７条が改正されているため、その要求事項改正に合わせ、保安規定第１３１条

（記録）を変更する。以下に主な変更内容を示す。 

 

実用炉規則改正 泊発電所原子炉施設保安規定  第１３１条 

 

記載事項 記録すべき

場合 
保存期間 

一 発電用原子炉施設の施設管理（第八十一条第

一項において規定するおのをいう。以下この表

において同じ。）に係る記録 

  

イ 使用前確認の結果 確認の都度 同一事項に関する次

の確認の時までの期

間 

ロ 第八十一条第一項代四号の規定による施設管

理の実施状況及びその担当者の氏名 

施設管理の

実施の都度 

施設管理を実施した

発電用原子炉施設の

解体又は廃棄をした

後五年が経過するま

での期間 

ハ 第八十一条第一項第五号の規定による施設管

理方針，施設管理目標及び施設管理実施計画の

評価の結果及びその評価の担当者の氏名 

【略】 評価を実施した発電

用原子炉施設の施設

管理方針，施設管理

目標又は施設管理実

施計画の改訂までの

期間 

二 運転記録（法第四十三条の三の三十四条第二

項の認可を受けた発電用原子炉に係るものを

除く。） 

  

ル 第八十七条第六号ロの運転上の制限に関する

点検及び運転上の制限からの逸脱があった場

合に講じた措置 

その都度 一年間。ただし，運

転上の制限からの逸

脱があった場合は，

当該記録について五

年間とする。 

【三～九 略】   

 

表 131－１ 

記録（実用炉規則第 67条に基づく記録） 記録すべき場合※２ 保存期間 

１．使用前確認の結果 確認の都度 同一事項に関する次の確認の

時までの期間 

２．施設管理の実施状況およびその担当者の

氏名 

(1) 保全活動管理指標の監視結果および

その担当者の氏名 

(2) 保全の結果（安全上重要な機器等の工

事については、法令に基づく必要な手

続きの要否の確認結果を含む）および

その担当者の氏名 

 

(3) 保全の結果の確認・評価およびその担

当者の氏名 

(4) 不適合管理、是正処置、未然防止処置

およびその担当者の氏名 

施設管理の実施の都度 

施設管理を実施した原子炉施

設の解体または廃棄をした後

５年が経過するまでの期間 

３．施設管理方針、施設管理の目標および施

設管理の実施に関する計画の評価の結

果およびその評価の担当者の氏名 

(1) 保全の有効性評価およびその担当者の

氏名 

(2) 施設管理の有効性評価およびその担当

者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施設の

施設管理方針、施設管理の目標

または施設管理の実施に関す

る計画の改定までの期間 

（中略） 

23．運転上の制限に関する確認結果および

運転上の制限を満足していないと判断

した場合に講じた措置 

その都度 

１年間（運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合は、当

該記録について５年間） 

（以下、略） 
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実用炉規則改正 泊発電所原子炉施設保安規定  第１３１条 

 

十 品質管理基準規則第四条第三項に規定する

品質マネジメント文書及び品質マネジメン

トシステムに従った計画、実施、評価及び改

善状況の記録（他の号に掲げる者を除く。） 

【略】 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 131－３※７ 

記録（実用炉規則第 67条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質方針および品質目標 変更の都度 

変更後５年が

経過するまで

の期間 

２．第３条に定める品質マネジメントシステム計画 変更の都度 

変更後５年が

経過するまで

の期間 

３．表３－１に示す社内規程 変更の都度 

変更後５年が

経過するまで

の期間 
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実用炉規則改正 泊発電所原子炉施設保安規定  第１３１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 131－３※７（続き） 

記録（実用炉規則第 67条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

４．品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する次の記録 

(1) マネジメントレビューの結果の記録 

(2) 要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録 

(3) 個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセスを実施した結

果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要

な記録（本項の他で定めるものを除く。） 

(4) 個別業務等要求事項のレビューの結果の記録および当該レビ

ューの結果に基づき講じた措置に係る記録 

(5) 個別業務等要求事項として設計に用いる情報の記録 

(6) 設計のレビューの結果の記録および当該レビューの結果に基

づき講じた措置に係る記録 

(7) 設計の検証の結果の記録および当該検証の結果に基づき講じ

た措置に係る記録 

(8) 設計の妥当性確認の結果の記録および当該妥当性確認の結果

に基づき講じた措置に係る記録 

(9) 設計の変更に係る記録 

(10) 設計の変更のレビュー、検証および妥当性確認の結果の記録お

よびその結果に基づき講じた措置に係る記録 

(11) 供給者の評価の結果の記録および当該評価に基づき講じた措

置に係る記録 

(12) 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認の結果の記録 

(13) 機器等または個別業務に関するトレーサビリティの記録 

(14) 組織の外部の者の物品に関して、組織が必要と判断した場合の

記録 

(15) 当該計量の標準が存在しない場合における、校正または検証の

根拠についての記録 

(16) 監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した

場合における、従前の監視測定の結果の妥当性を評価した記録 

(17) 監視測定のための設備の校正および検証結果の記録 

(18) 内部監査結果の記録 

(19) 使用前事業者検査等または自主検査等の結果に係る記録 

(20) プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定す

ることができる記録 

(21) 不適合の内容の記録および当該不適合に対して講じた措置（特

別採用を含む。）に係る記録 

(22) 講じた全ての是正処置およびその結果の記録 

(23) 講じた全ての未然防止処置およびその結果の記録 

作成の都度 ５年 

※７：表 131－１および表 131－２に掲げるものを除く。 
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実用炉規則改正 泊発電所原子炉施設保安規定  第１３１条 

 

実用炉規則第 14 条の 3 

 

使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

 一 検査年月日 

 ニ 検査の対象 

 三 検査の方法 

 四 検査の結果 

 五 検査を行った者の氏名 

 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

 七 検査の実施に係る組織 

 八 検査の実施に係る工程管理 

 九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

 十 検査記録の管理に関する事項 

 十一 検査に係る教育訓練に関する事項 

 

 

２ 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る発電用原子炉施設の存

続する期間保存するものとする。 

 

実用炉規則第 57 条 

 

定期事業者検査の結果の記録は、次に 

 

 

・・≪略≫・・ 

 

 

 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

 七 検査の実施に係る組織 

 八 検査の実施に係る工程管理 

 九 検査にいて役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

 十 検査記録の管理に関する事項 

 十一 検査に係る教育訓練に関する事項 

 

２ 定期事業者検査の結果の記録は、その発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過する

までの間保存するものとする。 

 

 

 

表 131－２ 

記録（実用炉規則第 14条の３および第 57条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．使用前事業者検査の結果の記録 

(1) 検査年月日 

(2) 検査の対象 

(3) 検査の方法 

(4) 検査の結果 

(5) 検査を行った者の氏名 

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

(7) 検査の実施に係る組織 

(8) 検査の実施に係る工程管理 

(9) 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業

者の管理に関する事項 

(10) 検査記録の管理に関する事項 

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項 

 

 

 

 

検査の都度 

当該使用前事

業者検査に係

る発電用原子

炉施設の存続

する期間 

２．定期事業者検査の結果の記録 

(1) 検査年月日 

(2) 検査の対象 

(3) 検査の方法 

(4) 検査の結果 

(5) 検査を行った者の氏名 

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

(7) 検査の実施に係る組織 

(8) 検査の実施に係る工程管理 

(9) 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業

者の管理に関する事項 

(10) 検査記録の管理に関する事項 

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

その発電用原

子炉施設が廃

棄された後５

年が経過する

までの期間 
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④ 用語の変更 

事業者検査化及び法令用語の変更に伴い、以下のとおり、保安規定全般の用語の変更を行う。 

＜用語の変更内容＞ 

・使用前検査 → 使用前確認 又は 使用前事業者検査 

・（施設）定期検査 → 定期事業者検査 

・保守管理 → 施設管理 

・サーベランス → サーベイランス 

・保守および点検 → 保全 
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３．その他の申請内容について 

（１）原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う関係規則の整備等に伴う変更 

平成２５年７月８日付 北電原第１３１号（平成２８年９月８日付 北電原第７９号、平成２９年１２月８日付 北電原第１２３号で一部補正）お

よび北電原第１３２号（平成２８年９月８日付 北電原第８０号、平成２９年１２月８日付 北電原第１２４号で一部補正）をもって変更認可申請し

ている泊発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の内容のうち、以下条文について本申請に含めて変更する。 

  ①文意の明確化 

   第２条の２（関係法令および保安規定の遵守）に記載について、第３条（品質マネジメントシステム計画）との関わりを明確にするために、以下の

とおり記載の見直しを行う。 

 

  ②泊発電所原子炉施設保安規定 変更比較表 

変更前 変更後 

（関係法令および保安規定の遵守） 

第２条の２ 社長は、第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり、関係法令およ

び保安規定を遵守することを確実にするための活動の方針（以下、本条において「活動方

針」という。）を表明するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

 また、活動方針に基づいた関係法令および保安規定の遵守の意識を定着させるための活

動（以下､本条において「本活動」という。）を確実にするため、原子力事業統括部長お

よび原子力監査室長に、本活動の評価結果について年１回以上報告させ、必要な指示を行

う。 

 

２ 原子力事業統括部長は、次の事項を実施し、原子力安全・品質保証部長、原子力部長、

資材部長および泊発電所長（以下、本条において「各実施部門長」という。）が行う本活動

を統括する。 

 

 

(1) 各実施部門長に第１項の活動方針に基づいた活動計画を策定させ、その活動計画を

原子力安全・品質保証部長に総括させて報告を受け、活動計画が第１項の活動方針に照

らして妥当であることを確認する。 

 

中略 

 

３ 原子力監査室長は、第１項の活動方針に基づいた活動計画を策定し、本活動を実施し、

本活動の実施状況を評価するとともに、その評価結果を社長に報告し、評価結果および社

長の指示に基づき、必要な改善を活動計画に反映する。 

 また、第２項の活動を監査する。 

 

４ 第４条（保安に関する組織）に定める組織は、第２項(1)および第３項の活動計画に基づ

いて活動し、関係法令および保安規定の遵守の意識の定着に取り組む。 

（関係法令および保安規定の遵守） 

第２条の２ 社長は、第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり、関係法令およ

び保安規定を遵守することを確実にするための活動の方針（以下、本条において「活動方

針」という。）を品質方針に含めて表明するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

 また、活動方針に基づいた関係法令および保安規定の遵守の意識を定着させるための活

動（以下､本条において「本活動」という。）を確実にするため、第３条（品質マネジメ

ントシステム計画）に基づいて任命する品質マネジメントシステム管理責任者である原子

力事業統括部長および原子力監査室長に、本活動の評価結果についてマネジメントレビュ

ーの報告事項として年１回以上報告させ、必要な指示を行う。 

２ 原子力事業統括部長は、原子力安全・品質保証部長に「原子力品質マネジメントシステム

管理マニュアル」、泊発電所長に「泊発電所品質マネジメントシステム計画管理要領」を定め

させ、これに基づき次の事項を実施し、原子力安全・品質保証部長、原子力部長、資材部

長および泊発電所長（以下、本条において「各実施部門長」という。）が行う本活動を統括

する。 

(1) 各実施部門長に第１項の活動方針に基づいた活動計画を策定させ、その活動計画を

原子力安全・品質保証部長に総括させて報告を受け、活動計画が第１項の活動方針に照

らして妥当であることを確認する。 

 

中略 

 

３ 原子力監査室長は、「原子力監査マニュアル」を定め、これに基づき第１項の活動方針に

基づいた活動計画を策定し、本活動を実施し、本活動の実施状況を評価するとともに、そ

の評価結果を社長に報告し、評価結果および社長の指示に基づき、必要な改善を活動計画

に反映する。 

 また、第２項の活動を監査する。 

４ 第４条（保安に関する組織）に定める組織は、第２項(1)および第３項の活動計画に基づ

いて活動し、関係法令および保安規定の遵守の意識の定着に取り組む。 

 

以上 
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